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（資料1）  

「放課後子どもプラン」における小学校等での実施状況  

集 計 中   



（資料2）  

放課後子どもプラン推進事業等に係る疑義回答集（Q＆A集）  

Ⅰ放課後児童クラブについて  

【ソフト事業関係】   

○ 開所時間関連  

Ql基準開設日数の250日には、（主力受業日（200日）、②長期休暇（45日）及U唱）クラ   

ブ運営上必要な日（5日：土曜日・日曜日等）が含まれており、授業日以外の②及び③に   

ついては、原則として8時間以上開所することが要件となっているが、保護者の就労状況   

等を勘案した結果、明らかに8時間開所のニーズが無い場合にも、8時間開所しない限り、   

平成22年度以降、補助対象とならないのかb  

A18時間開所することを基本とする。なお、開所時間とは、市町村の規定やパンフレット   

等によりクラブの利用が可能であると住民に周知している時間であり、利用者がいないた  

めにクラブを閉所することは差し支えないものである。  

しかしながら、利用者の希望がある場合には、開所可能な体制を整えていただくことが   

必要と考えており、一律にニーズの排除を行うことのないよう十分に留意いただきたい。  

0 長時間開設加算関連   

［共通部分］  

Ql開所時間の前後の準備時間等について、長時間開設加算額の対象として良いかも  

Al長時間開設加算の対象となるのは開所時間のみであり、開所時間とlよ市町村の規定や   

パンフレット等によりクラブの利用が可能であると住民に周知し、利用希望がある場合は   

対応できるよう、放課後児童指導員や実施場所等の体制を整えている時間である。   

Q2 「平日分」、「長期休暇等分」とは、それぞれどの日を指すのか。  

A2 「平日分」とlよ学校の授業日（200日）のことであり、「長期休暇等分」（50日）  

とはそれ以外の①夏休み等の長期休暇、②土曜日■日曜日、③祝日等のことである。   

Q3 補助基準額について、平日分、長期休暇等分それぞれ「単価×00を越える時間数」と   

なっているが、越える時間（延長時間）数の考え方は。また、延長時間が1時間に満たな  

い場合の算出方法は。  

A3 基本的に1時間単位で延長していることを原則とする。ただし、1時間に満たない場合   

であっても、例えl£15分延長の場合には0．25時間、30分延長の場合には0．5  

時間として算定して差し支えない。   

Q4 時間数の上限はないのか。  

A4 上限はない。  
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［長期休暇等分］  

Ql年間開設日数200日以上249日以下の特例分については、長時間開設加算における  

長期休暇等分の対象とはならないのか。  

Al 対象とならない。   

Q2 長期休暇等分について、目によって延長時間が違う（例えば、季節によって異なる、土  

曜日のみ異なる等）場合には、どのように算定すればよいのか。また、例えば長期休暇中、   

1日のみ延長するような場合にも、補助対象となるのか。  

A2 季節等によって延長時間が異なる場合は、長期休暇等分に当たる日（学校休業日）のう  

ち、基本開所時間分の運営費（交付要綱別表 基準額欄の1（1）（D～（9）の補助対象と  

なる日における、平均開所時間により算定することとする。  

（長時間開設加算の対象となるのは、基本分の運営費の補助対象となる日のみである）  

なお、開所時間とは、市町村の規定やパンフレット等によりクラブの利用が可能である  

と住民に周知している時間を指すことから、単にある一日だけ単発的にイベント等により  

延長した場合は、補助対象とはならない。  

クラブ運営  

上必要な日  

（5日）  

《開所例とその算定方法》  

夏休み  冬休み  春休み   土曜日  

（5日）  （30日）  （7日）  （8日）  

′－、 「 一人－－「′′－一人－－－「  ｛ ｛   

；基本開所時間（声時間）  
l  

l  

l  

I 

1  

l  

※ 基簿開設日数250日わ算定に  
I  

l  

l  

l  

1時間延長  

※開設日数加算対象外  

※算定方法  

・基本開設時間分の運営費の対象となる日における、延長時間も含めた延べ  

開所時間  

（夏休み） （冬休み）  （春休み） （クラブ運営上必要な日）  

11時間×30日＋10時間×7日＋11時間×8日＋8時間×5日＝528時間  

・1日当たり平均開所時間  

528時間÷（30日＋7日＋8日＋5日）＝10．6時間  

「長期休暇等分」補助基準額  

90，000円×（10．6時間－8時間）  ＝234，000円   
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○ 障害児受入推進事業関連  

Ql年間開設日数が200日以上249日以下の特例分対象についても補助対象としてよい  

か。  

Al本手業lよ実施要綱の別添2のⅠに基づく放課後児童健全育成事業を実施しているもの  

が対象となり、特例分対象のクラブも補助対象となる。   

Q2 「障害児受入れ等のための指導員の確保」とあるが、年度当初から障害児がクラブに登  

録している必要があるか。いっでも障害児を受け入れる体制をつくるために、年度当初か  

ら障害児受入れ等のための指導員を確保し、結局障害児が学童クラブに入所しなかった場   

合は、どのように考えるのか，  

A2 当該年度中に障害児を受け入れるクラブが対象となる。ただし、年度当初に障害児が登   

録されていない場合で、年度途中に障害児の登録（入所）を予定し、指導員の確保をして  

いたが、やむを得ない事情等により、結果的に障害児が登録（入所）しなかった場合には、  

必ずしも補助金の返還は要さない。   

Q3 障害児が年度途中に退所した場合は、どのように取り扱うのか⊃  

A3 当該障害児の退所とともに、障害児担当の指導員の配置もやめた場合については、実際  

に配置していた月数に応じて補助基準額を算定することとする。（以下、算定式参照）  

しかしながら、当初、当該障害児が年間を通じた利用を予定しており、担当指導員につ  

いてもそのために年間を通じた配置を予定し、かつ、実際に配置した場合についてlよ必  

ずしも障害児がいない月数分を減額する必要はない。  

［算定式］  

補助基準額×配置月数／12月  ※配置した日を含む当該月から算定。   

Q4 年度途中に障害児対応の指導員を配置した場合も、補助対象となるのかb  

A4 補助対象となる。ただし、補助基準額については実際に配置した月数に応じて算昆  

（Q3の算定式参照）   

Q5 「専門的知識等を有する」とは、具体的にどのようなことが考えられるか）  

A5 「専門的知識等を有する」かどうかについてlよ各市町村において適切に判断していた  

だきたいが、例えl£  

（か 地方自治体等が実施する研修の受講  

② 個々の指導員が有する経歴（クラブにおける障害児担当経験年数など）  

③ 個々の指導員が有する資格  

などを踏まえて総合的に判断することを想定している。   

Q6 ト定期閣内に必要な研修」とあるが、ト定期間内」とはどれくらいを想定している  

のかb  

A6 「一定期間内」がどれくらいかについては、都道府県及び市町村の研修スケジュールや  

受講する指導員数等により適切に判断いただくこととする机現に障害児の対応に当たっ  

ている指導員について受講が必要な場合は、できるだけ早急（平成20年度中を目途）に  

研修の受講が可能となるよう配慮いただきたい。  
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Q7 「一定期間内に必要な研修を受講させる」について、研修が完了していなければ補助申  

請することはできないのか。  

A7 当該年度中に、必要な研修等の受講が予定されていれば、補助申請して差し支えない。   

Q8 都道府県や各種障害団体等が実施する研修を受講することにより、「必、要な研修」を受  

講したこととして良いか。  

A8 各クラブにおいて受け入れる障害児の障害の程度・種類等により、配置する指導員に必  

要な専門性は異なることから、各市町村においては、こうした点を考慮して「必要な研修」  

の設定をしていただきたい。なお、研修の実施主体は、必ずしも市町村である必要はなく、  

都道府県や各種団体の実施する研修を活用いただいて差し支えない。厚生労働省において  

も、都道府県・指定都市・中核市が放課後児童指導員等に対して実施する研修への補助を  

行っている（放課後児童指導員等資質向上事業）ところであるので、ご活用いただきたい。   

Q9 専門的知識等を有する指導員が必ずしも直接的に関わるのではなく、他の指導員に指示   

をしながら、障害児の受入をする場合であっても、補助対象となるか。  

A9 専門的知識等を有する指導員が直接、障害児を担当することを原則とする。ただし、他  

の子どもとの交流活動等において、便宜上、他の子どもと一緒に対応したり、担当が変わ  

ることまでを妨げるものではない。   

QlO 複数の放課後児童クラブを指導員が巡回する場合、補助対象となるのか。  

AlO 障害児受入推進事業は、当該障害児を特別に援助するため、専門的知識等を有する指導   

員を各クラブに配置する場合に対象となるものである。よって、新たに指導員の増員を必   

要としない場合については、対象とならない。  

Q放課後児童クラブ支援事業関連  

Ql事業の対象となるのは、国庫補助対象の放課後児童クラブだけなのかb  

Al国庫補助対象クラブのみである。  
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【ハード事業関係】   

○ 設置主体関連  

Ql平成20年度から、創設整備の設置主体が市町村から「社会福祉法人又は民法第34条  

の規定により設立された法人」に拡大されたが、NPO法人や保護者の会（任意団体）が  

設置する場合も対象となるのか。  

Al対象となるのlよ社会福祉法人、財団法人及び社団法人であり、NPO法人や任意団体  

は対象とならない。  

の分割関連  ○ 施吾   

Ql施設を分割した場合に、トイレ、調理室等を共用にすることは可能か）  

Al可能である。ただし、それぞれのクラブ運営に支障（一方の部屋を横切らなければ使用   

できない設備がある等）をきたすことがないよう、十分に配慮されたい。  

○ 初度設備関連  

Ql放課後児童クラブ室の整備に必要な初度設備等への加算はないのか）  

Al加算はないが、初度設備に必要な経費を対象経費に含めることは可能である。   



Ⅱ 小型児童館、児童センターの施設整備について  

○ 交付対象要  

Ql平成20年1月28日付け育成環境課長通知中の1の（2）は、補助要件として、交付   

要綱に明記される予定か。また、①から③のすべての要件に該当する必要はあるのか。  

Al補助要件として、児童厚生施設等整備費交付要綱に明記する予定である。  

また、①から③の要件すべてに該当する必要がある。   

Q2 ①の「市町村が策定した次世代育成支援行動計画等」とあるが、次世代育成支援行動計   

画以外に、市町村で独自に策定した計画や方針などでも構わないのカ㌔  

A2 「次世代育成支援行動計画」以外に、市町村の総合計画や放課後子どもプラン事業計画  

などでも差し支えない。ただし、単年度の事業計画及び方針は、該当しない。  

また、具体的な施設名や整備か所数などが規定されていなくても差し支えない。   

Q3 平成19年度から継続して補助を受けている事業については、今回の「交付対象となる   

要件」は該当しないと考えてよいのかb  

A3 該当しない。   

Q4 ②の「中学生、高校生等の年長児童対応の設備を設けること」とあるが、年長児童対応  

の設備の設置とは、何を想定しているのか。  

A4 年長児童対応の設備とは、必ずしも部屋である必要はなく、バスケットゴール、卓球コ   

ーナー、音楽、調理などの創作活動ができる状況・設備やパソコンコーナーの設置などを  

想定している。   

Q5 ①から③に該当しない場合、小型児童館、児童センターについては、創設又は改築の補   

助の対象とならないのか。  

A5 対象とならない。   

Q6 大規模修繕に対する補助は、現行どおりでよいのか。また、大規模修繕にも、①から③  

は補助要件となるのか。  

A6 現行どおりとする。よって、大規模修繕には、①から③の補助要件は該当しない。   

Q7 「児童センター」には、大型児童センターを含むのか。  

A7 含まれる。ただし、大型児童センターには、元々、年長児童用設備を設けることとなっ  

ているので、基準額の変更はない。また、都道府県等が設置する大型児童館は、対象には  

ならない   

Q8 ③の「地域のニーズに応じた適切な開設時間」とは、18時を越えなければならないな  

ど、条件はあるのか。地域のニーズにより、18時までの児童館でもよいのかb  

A8 特に一律の条件はないが、18時で終了する児童館は、中・高校生等にとっては利用し  

にくいと考えられるので、補助金の優先順位は下がる可能性がある。  
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Q9 放課後児童クラブを備えた児童館を設置するには、その地区で待機児童が発生している、   

または余裕教室がない等の状況が確認できない限り、補助対象外となるのか）  

A9 20年度協議様式から、当該地区で実施する場合には、具体的な理由を記載することと  

し、その内容次第で採択するかどうかを判断することとしており、一概に補助対象外とい  

うことではない。   

′■ －■●－－■■■■■■■ ■■－●■■●－■－■－－－■■ －－一■●●■●■■■■■■■●■■■■ － －■■－－■■－ ■ ■－■一－■■ ●－－－－－－－ －－ ■●一■－■－● ● ‾ ■一■●■■ －■■ ■－－  

′  

l ：※ 平成19年4月16日付け事務連絡「「放課後子どもプラン」に係るご質問及び回答  

…・こついて」においても、放課観童クラブの国麟助に関する取扱いをまとめているの…  
： で、併せてご確認いただきたい。  



平成20年度児童厚生施設等整備費国庫補助協議予定一覧（2月18日現在）  

平成19年度  平成20年度   

施設種別  創設・改築  修   繕  拡   張  合   計  創設・改築  修  繕  拡   張  合   
計   

全体合計  285   37   1   323   321   20   1   342  

児童館   18   15   1   34   29   12   1   42  

児童センター等   23   22   0   45   23   8   0   31  

児童厚生施設合計   41   団   1   79   52   20   1   73  

放課後児童クラブ室   244  244   269  269   

前年度からの継続分  皿   0   0   皿   19   0   0   19  

児童館   3   0   0   3   4   0   0   4  

児童センター等   6   回   0   団   6   0   0   6  

児童厚生施設合計   9   0   0   9   10   0   0   10  

放課後児童クラブ室   2  2   9  9   

新規分  274   37   1   312   302   20   1   323  

児童館   15   15   1   31   25   12   1   38  

児童センター等  17   22   0   39  17   8   0   25  

児童厚生施設合計  32   37   1  70  42   20   1  63  

放課後児童クラブ室   242  242   260  260   

（
堆
聾
U
）
 
 
 

（注）平成19年度の数値については、内示済か所数である。  



（資料4）  

雇児育発第0118001号  
平成20年1月18日  

都道府県  

各 指定都市  民生主管部（局）長 殿  
中核市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長  

平成20年度児童環境づくり基盤整備事業の協議について  
（児童育成事業推進等対策事業）   

標記事業については、現在、予算案を国会に提出しているところであるが、事業の  
円滑な実施に向け、事前に事業計画を把握するために下記のとおり協議を実施するこ  
と、としたので、当該事業に係る国庫補助を希望する場合は、別紙様式1による協議書  
を提出されたい。   

なお、都道府県においては、管内市町村（特別区を含む。 
上、提出されたい。  

記   

1．協議内容   

（1）都道府県事業（指定都市、中核市を含む。）   
（2）市町村事業（特別区を含む。）  

2．協議方法  
書面協議を原則とするので、書面のみで審査できるよう具体的にわかりやすく  

記入すること。  
なお、必要に応じてヒアリングを実施する場合があること。  

3．提出書類・提出期限  
別紙様式1による協議書を平成20年2月29日‡イ金トまでに提出すること。   

4．留意点   

（1）事業の実施については、「児童育成事業推進等対策事業実施要綱（案）」  
（別添1）のとおりであり、予算成立後速やかに通知することとしている。  
また、「平成20年度 採択方針について」（別添2）により採択することを  

原則としていること。  

（2）事業名は、事業内容を簡潔に表現したものを短くまとめた名称とすること。  
また、複数の事業を一事業名で表す場合は、総括表（様式任意）を作成し、  

かつ、事業内容数に応じて協議書（別紙様式1）を作成すること。  
この場合、総括表には各事業の優先順位を付すこと。   

（3）要望額については、各自治体における事業実施体制等を十分に勘案した適正  
な金額であること。  

また、原則として、一事業当たりの金額が、都道府県、指定都市、中核市に  
おいては、100万円、市区町村においては、50万円以下の小規模なものは  
採択しない方針であること。   

（4）協議にあたっては、事業の目的、事業内容、期待される効果、必要性等を  
十分検討した上で提出すること。  
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（別添1）  

児童育成事業推進等対策事業実施要綱（案）  

1 目  的   

児童の健全育成に資する模範的・先駆的な事業等を実施することにより、児童育成事業   

の普及や次世代育成支援対策等の一層の推進を図ることを目的とする。  

2 実施主体   

本事業の実施主体は都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。   

ただし、事業の一部について、事業を実施するのに適した者に対して委託することが   

できるものとする。  

3 事業内容   

次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろうとする際のモデルとなり、かつ、そ   

の成果等を全国に向けて発信することができる取組を対象とする。   

ただし国が別途定める国庫負担（補助）制度の対象となる事業は除外する。   

（1）児童育成のための普及啓発事業   

（2）児童健全育成に資する模範的・奨励的事業  

（3）児童福祉、次世代育成支援対策等の推進に関し、児童福祉施設・地域住民・社会  

福祉法人・民法第34条に基づく公益法人・特定非営利活動法人・ボランティア等  

に対する普及啓発事業   

（4）児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議   

（5）児童福祉の向上を図るための開発・研究事業   

（6）その他（1）～（5）に準ずる事業  

4 事業実施の手続き   

本事業を実施しようとする場合は、毎年度、別に定める採択方針に従い、事前に協議を   

行うものとする。  

5 留意点   

国は、事業実施の成果を普及するため、実施主体に対して、事業の分析、検証等を行   

うよう求めることができるものとする。  

6 費  用  

（1）都道府県及び市町村が実施する事業に対して、別に定めるところにより補助するも  

のとする．。  

（2）一事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとするが、事業によって必要な   

場合には複数年での実施も可能とする。  
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（別添2）  

平成20年度 採択方針について  

1．平成20年度の児童育成事業推進等対策事業は、以下の事項に基づき予算の範囲内で   

採択する。   

2．原則として、新しい事業展開をする取組や全国的な推進を図ろうとする際のモデルと   

なり、かつ、その成果等を全国に向けて発信することができる取組を採択する。   

3．対象となる事業については、別添1の実施要綱（案）に定めるとおりであり、20年   

度については、一事業に対する補助は原則として単年度限りとするが、事業によって必   

要な場合には、複数年での実施も可能とすることとし、特に、次の事業に取り組む場合   

に優先して採択する。  

（1）次世代育成支援対策の推進に関する取組  

（D 行政とNPO等との協働推進セミナーの開催  

（取組内容）  

単なる行政施策の地域活動の協力という関係を超えて、行政と地域の子育て支援  

活動に取り組むNPO等が地域の子育てをめぐる課穆の共通認識を築き、相互の働  

きかけにより、より効果的な事業・活動を作り上げていくこと（協働）を進めてい  

くための取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

※ ただし、事業の必要性・重要性・優先性等を勘案して、必要に応じて上限額   

を超えて支出を可能とする。（以下同じ）  

② 行政と企業■経済団体等が協働して実施する子育て支援の推進を図る   

取組   

（取組内容）   

行政と企業・経済団体等が協働して、社会全体の子育て支援に対する意識の啓発   

や活動・取組の推進を図るため、子育て支援の取組を推進している企業に対する表   

彰の実施や先進企業の取組紹介、子育て支援をテーマとして企業や経済団体等と協   

働で実施するシンポジウム、講習会等の開催等を実施する取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  
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③ 地域の子育て支援活動者間のネットワークの構築   

（取組内容）   

地域の子育て支援活動に取り組む地域子育て支援拠点（地域子育て支援センター、   

つどいの広場など）、児童館（県立児童厚生施設とその県内の児童館等とのネット   

ワークづくりを含む。）、母親クラブ、主任児童委員等が地域の子育てをめぐる課   

題を共有し、共に学び、高め合うためのネットワークの形成のために実施する情報   

交換や合同研修などの取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

④ 地域支援活動従事者の研修内容の向上を図る取組   

（取組内容）  

各地で実施されている子育て支援活動従事者の養成に関して、それを具体的な事   

業に活用し、必要な技能に照らし研修内容の向上を図る取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

（2）児童福祉週間において新たな取組をする事業  

（取組内容）  

毎年、各地方公共団体における児童福祉週間にちなんだ取り組みについて公表（厚  

生労働省より）しているが、その際、各都道府県から推薦された取組の中で、他の  

自治体の参考となる特色のある、もしくは先駆的な取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

（3）放課後児童の安全確保を推進するための特色のある取組  

（取組内容）  

放課後児童クラブや児童館などの行き帰りの安全を確保するための積極的な取組  

やマニュアルの作成など他の自治体の参考となる取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  
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（4）児童館又は児童遊園において実施する先駆的な取組  

（取組内容）  

児童館が実施する「障害児との交流事業」や児童館を拠点とした児童参加型の「地  

域の子育ち・子育て環境づくり事業」に関するプログラムの提供など他の自治体の  

参考となる特色のある取組。  

また、児童遊園において、子どもと高齢者が一緒に共有しあえる空間づくりに関  

する特色のある取組や、児童遊園を活用した安全、安心な街づくりなど他の自治体  

の参考となる取組。  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

（5）子ども虐待の予防・防止に向けた先行的な取組   

① 子ども虐待防止に向けた地域での取組  

（取組内容）  

子どもの虐待防止に向けた広範かつ効果的な啓発活動である「オレンジリボン・  

キャンペーン」として、シンボル的施設のオレンジライトアップや市民参加による  

パレー ド等の啓発活動など、社会全体で子ども虐待を防止する機運を高める取組（た  

だし、単なる研修会、講習会の開催等は除く。）。  

【取組例】  

シンボル的施設のオレンジリボンライトアップ、イルミネーション  

・ オレンジリボンを付けての子ども虐待防止のための市民参加パレード  

・ 児童虐待をテーマとしたキャラバン、演劇公演  

・ プロ野球・プロサッカー等のスポーツチームとの連携によるキャンペーン  

・ 子どもの参加型による普及啓発活動  

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

② 市町村における子ども虐待の予防・防止に向けた取組   

ア 地域における子ども・子育て見守り事業   

（取組内容）  

妊婦のいる家庭、1歳6か月児・3歳児健診の未受診家庭、保育所や幼稚園に  

通っていない家庭などに対し、児童委員・主任児童委員、NPO、教育機関、ボ  

ランティア等が連携して訪問を行うなど、地域全体で子ども・子育てを見守る先  

行的な取組（ただし、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議  
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会）が既に設置され、生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）  

及び育児支援家庭訪問事業を実施している市町村に限る。）  

（支援内容）  

原則として、1指定都市・中核市あたり500万円を上限  

原則として、1市町村 あたり300万円を上限  

イ 虐待を受けた子どもやその家族への支援・治療の取組  

（取組内容）  

虐待を受けたまたはそのおそれのある子どもやその家族に対し、家族再統合や  

家族の養育機能の再生・強化に向けた支援・治療プログラムの実施し、他の自治  

体の参考となる特色のある取組。  

（支援内容）  

原則として、1市町村あたり300万円を上限   

（6）里親委託の推進に向けた普及啓発のための先駆的な取組  

（取組内容）  

通常の啓発活動に加えて、10月の「里親月間」を中心に職域等に対象を絞り込  

み、里親募集のための啓発活動、里親制度の普及活動など里親委託の推進を図るた  

めの先駆的な取組（単なる研修会、講習会の開催等は除く）を実施し、他の自治体  

の参考となる取組。  

【取組例】  

・企業や地域等と連携して、里親月間中に対象を絞り込んだシンポジウムや講演   

会等の開催  

・職場や学校のPTA等において、地域の里親や里子経験者との交流・意見交換   

等による普及活動の実施  

・対象とする職域等において活用できる普及啓発ビデオの作成   

（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

（7）都道府県と労働局が連携して実施する次世代育成支援対策に関する   

取組  

（取組内容）  

中小企業における一般事業主行動計画策定・実施の促進のため、労働局と連携し  

た、事業主への説明会の実施、事業主訪問、周知啓発用資料の作成・提供など、労  

働局と連携した他の自治体の参考となる取組。  
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（支援内容）  

原則として、1都道府県あたり500万円を上限  

4．本事業の目的は、「2」に掲げるとおり、事業実施の成果を全国に発信し、普及する   

ことにあるため、事業実施後は、事業の分析、検証等を行い、固から求められた場合に   

は、速やかにその報告を行うとともに、他の自治体にその成果の発信を行うことを原則   

とする。  

5．別紙様式2の事業評価書については、平成21年3月末日までに提出すること。   

なお、20年庶事業の協議を行う自治体のうち、19年度においても本事業を実施し   

ている場合は、19年度事業の実施の内容や事業展開が20年度の取組にどのように生   

かされているか等も考慮して採択の可否を決定するので、20年度の協議にあたって、   

必ず、19年度事業について、別紙様式2による事業評価書を提出すること。  

6．次に該当する事業は、採択（対象）しないものとする。  

① 施設や設備を整備することが目的の事業  

② 前年度と同一内容のエ夫がない事業  

③ 人件費を負担するような後年度の費用負担が見込まれる事業  

④ 他の補助金の振替的な事業  

⑤ 自治体の独自財源で実施していた既存事業の振替的な事業  

⑥ 個別施策に関して毎年度実施する研修事業等  

⑦ 単発の単なるイベント的事業  

⑧ 限られた人員を対象とする児童等の海外派遣事業等  

⑨ 備品購入責等一部の費目に偏っている事業  

7．要望額については、当該自治体における事業実施体制等を十分に勘案した適正な金額   

であること。また、原則として、一事業当たりが、都道府県、指定都市、中核市におい   

ては100万円、市区町村においては50万円以下の小規模なものについては採択しな   

いこととする。  
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（資料5）  

事  務  連  絡  

平成19年 3月 2日   

都道府県  

各指定都市 児童委員、主任児童委員事務担当者 殿   

中核市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課  

児童委員、主任児童委員の活動に対する必要な情報提供等について   

民生委員・児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協力を賜り  

厚く御礼申し上げます。   

さて、近年、家庭や地域の子育て機能の低下や、児童虐待事件や少年犯罪が相次ぐなど、  

子どもや家庭等を取り巻く環境が複雑・多様化している中で、地域の住民に最も身近な民  

生委員・児童委員、主任児童委員には、これらの問題への適切な関わりが求められている  

ところです。   

標記につきましては、別添のとおり、当省において開催いたしました全国厚生労働関係  

部局長会議（平成19年1月16日）及び全国児童福祉主管課長会議（平成19年2月2  

3日）でご配慮をお願いしてきたところであります。民生委員・児童委員、主任児童委員  

活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把握しておくことが重要でありますが、一部  

の自治体におかれましては個人情報の保護に関する法律の施行や地域住民のプライバシー  

意識の高まりなどを受けて、民生委員・児童委員、主任児童委員に対しても情報提供に慎  

重となるあまり、児童、妊産婦、母子家庭等の実情を把握するために必要な情報が届かず、  

児童虐待防止等の活動に支障が生じている地域があるとの報告を受けております。   

民生委員・児童委員、主任児童委員につきましては、民生委員法で守秘義務が規定され  

ており、職務上を知りえた個人の身上に関する秘密は守られていることから、各自治体に  

おかれましては、活動の重要性をご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき  

特段のご配慮をお願いいたします。   

また、地域住民に対しても、民生委員・児童委員、主任児童委員制度の正しい理解が得  

られるようご配慮をお願いいたします。  
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（資料6）  

児 童 手 当 荷り 度 の 概 要  

制度 の 目 的  ○児童養育家庭の生活の安定に寄与する  

○次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資する   

支 給 対 象  ○小学校修了までの児童（12歳に到達後の最初の年度末まで）   

手当月額  一律10，000円  
3歳～小学校修了まで  

第1子、第2子： 5，000円  

第3子以降   ：10∴000円  
支払期月   

所 得 制 限  ○所得限度額   

4人世帯（夫婦   被用者   収入ベース：860万円未満   

と児童2人）の  非被用者 収入ベース：780万円未満   
年収ベース  

費 用 負 担  【0歳～3歳未満 児童手当等】  

［被用者］  

事 業 主 7／10  l国1／10l地方2／10  

例給付］  

事 業 主10／10  

被用者］  

国1／3  地方 2／3  

＼務員］  

所 属 庁10／10  

3歳～小学校修了前 小学校修了前特例給付】  

［被用者・非被用者］  

国1／3  地方 2／3  

［ノ  

所 属 庁10／10  

事業主拠出金  ○厚生年金保険等被用者年金制度の適用事業所の事業主が負担  

○拠出金の額は、厚生年金保険等被用者年金の標準報酬月額及び標  

準賞与額を賦課標準として、それぞれに拠出金率を乗じて得た額  

拠出金率（平成20年度予定：1．3／1，000）   

財 源 内 訳   20′ 予算案   （19′ 予算額）  

給 付 総 額 10，280億円（10，270億円）  

国  庫  2，730億円 （2，750億円）  
地  方  5，740億円 （5，760億円）  

事業主拠出金  1，810億円 （1，760億円）  
※19年度予算における制度改正の影響額は、4月施行のため  

10か月ベース  

※公務員を含む。   
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児童手当の財源内訳  
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3歳～小学校6年生（支給月 細  

＜所得制限額＞  
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※＜所得制限額＞は、夫婦＋児童2人家庭の場合の年収ペース。  

※所得制限は、主たる生計維持者について適用する。  



平戒20年度 放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 新旧対照表㈲   



改  正  案  現  行  

放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱  放言果後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱  

（通 則）  

1放課後子どもプラン推進事業費補助金とは、文部科学者所管の放課後子ども教室   

推進事業費補助金及び草生労働省所管の児童育成事業費補助金の⊥部である放課   

後児童健全育成事業等（放課後児童健全育成事業費、放課後子ども環境整備事業費、   

放課後児童クラブ支援事業費）の両補助金を総称するものである。   

放課後子どもプラン推進事業費の国庫補助については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法   

律第179烏以下「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す   

る法律施行令（昭和30年政令第255観以下「令」という。）及びこの交付要   

綱の定めるところによる。  

（通 則）  

1現行のとおり（略）  

（交付の目的）  

2 この補助金は、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推   

進することを目的とする。なお、放課後児童健全育成事業等（平成19年3月30   

日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文部科学省生涯学習政策局   

長、厚生劣働省雇用均等り醐通知「放課後子どもプラン推進事業の   

実施について」の別添2に基づく事業）については、併せて、児童手当法（昭和4   

6年法律第73号）第29条の2に規定する児童育成事業として、児童の福祉の増   

進に寄与することを目的とする。  

（交付の目的）  

2 現行のとおり（田割  

（交付の対象）  

3 この補助金は、以下の（1）～（7）の事業を実施するために必要な経費のうち、   

（交付の対象）  

3 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

補助金交付の対象として、（1）～（3）については文部科学大臣が、（4）～（7）  

についてⅠ剖草生労働大臣が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付す  

る。  

（1）放課後子ども教室推進事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅠに基づき市町村（特別   

区を含み、指定都市、中核市を除く。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県   

が補助する事業並びに都道府県、指定都市及び中核市が行う事業。  

（2）放課後子ども教室備品整備事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文   

部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等り蜘通知「放課   

後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅡに基づき市町村が行う事   

業に対して都道府県が補助する事業並びに都道府県、指定都市及び中核市が行う   

事業。  

（3）放課後子ども教萱諺旨尊者研修・推進委員会事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅢに基づき都道府県、指   

定都市及び中核市が行う事監  

（4）放課後児童健全育成事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局艮連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅠに基づき市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事巣   



現  行  改  正  案  

（5）放課後子ども環境整備事業（放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業）  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文   

部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放課   

後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅢに基づき市町村が行う事   

業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業。  

（6）放課後児童クラブ支援事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅢに基づき市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業。  

（7）放課後児童指導員等資質向上事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学者生涯学習政策局長、厚生労働省、雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅣに基づき都道府県、指   

定都市及び中核市が行う事業。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。   

ただし、算定されたそれぞれの額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  

（1）都道府県分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額  

ア 男Ij表の第1欄の放課後子ども教室指導者研修・推進委員全事業費、放課後子  

ども教室惟甚事業費等（特別支援学校での実施に限る）及び放課後児童指導   

（交付額の算定方法）  

4 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

員等資質向上事業費について、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象  

経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない  

方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交  

付額とする。  

（2）指定郡市・中核市分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額   

ア 月懐の第1欄の区分ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経  

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方  

の額を選定する。   

イ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交  

付額とする。  

（3）市町不扮  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額   

ア 男ー康の第1欄の放課後子ども教室推進事業費等及び放課後児塾陸全育成事業  

費等について、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額  

から寄付金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方  

の額を選定する。   

イ アにより選定された額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額  

とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とす  

る。  

（交付の下限）  

5 4により算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっては10   

0万円、中核市にあっては50万円に満たない場合には交付の決定を行わないもの   

（交付の下限）  

5 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

とする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）直接補助事業に係る場合   

ア 事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙様式7による中止（廃止）承認  

申請書を提出し、文部科学大臣又は草生労働大臣（以下「担当大臣」という。）  

の承認を受けなければならない。   

イ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び  

器具については、令第14条第1項第2号の規定により、担当大臣が別に定  

める期間を経過するまでは、担当大臣の承認を受けないでこの補助金の交付  

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはなら  

∴∴、＿、   

り 担当大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、  

その収入の全部又は⊥部を国庫に糸附させることがある。   

エ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい  

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図  

らなければならない。   

オ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による  

調書をイ旬戎し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならなし＼  

（2）間接補助事業に係る場合   

ア 都道府県又は指定郡市若しくは中核市が市町村に対して間接補助金を交付す  

る場合には、（1）のアからオに掲げる条件を付さなければならない。この  

場合において（1）のア及びウ中「担当大臣」とあるのは、「都道府県知事  

又は指定都市若しくは中核市の市長」と、（1）のイ中「担当大臣の承認」   

（交付の条件）  

6 現行のとおり（田創  



改  正  案  現  行   

とあるのは「都道舟県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と（1）   

のり中「国庫」とあるのは、「都道府県又は指定都市若しくは中核市」と読   

み替えるものとする。  

イ 指定都市又は中核市が社会福祉臥等に対して闘妾補助金を交付する場合に   

は、次の条件を付さなければならなし㌔  

（ア）（1）のアからエに掲げる条件（ただし、この場合において（1）のア及  

びウ中「担当大臣」とあるのは、「指定都市又は中核市の市長」と、（1）  

のイ中「担当大臣の承認」とあるのは「指定郡市又は中核市の市長の承認」  

と（1）のり中「国庫」とあるのは、「指定都市又は中核市」と読み替え  

るものとする。）  

（イ）事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税  

及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び  

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定  

により仕入れに係る消費税額として控除出来る部分の金額及び当該金額に  

地方税法（日新ロ25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を  

乗じて得た金額の合吉傾に補助対象経費に占める補助金の害恰を乗じて得  

た金額をいう。）が確定した場合は、男l願様式第8に準じた様式により速  

やかに指定都市又は中核市の市長に報告しなければならない。  

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、  

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又  

は覇配本所等）で、消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、  

その申告に基づき報告を行うこと。  

また、指定郡市又は中核市の市長に報告があった場合は、当該仕入控除  

税額の全部又は「部を指定都市又は中核市に返還するものとする。  

（ウ）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に   



現  行  改  正  案  

ついて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間  

保管しておかなければならない。  

ウ 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接補助金に   

係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する   

額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付しなければならない。  

ェ 間接補助事業者から財産の処分により収入の全部又は一部の糸附があった場   

合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

オ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部   

の返還があった場合には、その返還額の全部又は一部を国庫に返還するもの   

とする。  

（申請欄  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う事業及び市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

都道府県知事は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月末  

日までに担当大臣に提出しなければならない。  

（2）指定都市・中核市が行う事業  

指定都市及び中核市の市長は、男Ij紙様式2による申請書に関係書頬を添えて、  

毎年度5月末日までに担当大臣に提出しなければならなし＼  

（申請手続）  

7 現行のとおり（略）  

（交付の決定）  

8 担当大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審   

査し、補助金の交付を決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件   

を附した場合にはその条件を交付の申請をした者に、別紙様式3による補助金交付   

決定通知書を送†寸するものとする。   

（交付の決定）  

8 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

（申請の取下けり  

9 前条の通知を受けた者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に   

不服があるときは、申請の取下げをすることができる。   

取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその   

旨を記載した書面を担当大臣に提出しなければならなし㌔  

（申請の取下切  

9 現行のとおり（略）  

（変更申請手続）  

10 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う都道府県知事文は指定都市若しくは中核市の市長は、7に定める申請手続   

に基づき、別紙様式4による変更申請書に関係書類を添えて、毎年度1月末日まで   

に担当大臣に提出しなければならなし㌔  

（変更申請瑚  

10 現行のとおり（略）  

（補助金の概算払）  

11担当大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内   

において概算払をすることができるものとする。  

（状況報告）  

12 担当大臣は、必要があると認めるときは、補助事業等の状況に関する幸陪を求め   

ることができるものとする。  

（補助金の概算払）  

11現行のとおり（略）  

（状況報告）  

12 現行のとおり（略）  

咋油灘吉  

13 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う事業及び市町村が行う事業に対して、都道府県が補助する事業  

都道府県知事は、事業完了後、1か月を経過した日又は翌年度4月10日のい   

ずれか早い日までに別紙様式5による報告書に関係書叛を添えて、担当大臣に提   

（実績報告）  

13 現行のとおり（略）  



改  正  案  現  行   

出しなければならない。  

（2）指定都市・中核市が行う事業  

指定都市及び中核市の市長は、事業完了後、1か月を経過した日又は翌年度4   

月10日のいずれか早い日までに別紙様式5による報告書に関係書類を添えて、   

担当大臣に提出しなければならなし＼  

（補助金の額の確定）  

14 現行のとおり（略）  

（補助金の額の確定）  

14 担当大臣は、13の規定による実績幸陪書の提出を受けた場合において、その内   

容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（10に基づく決定   

をした場合は、その決定の内容）及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、   

交付すべき補助金の額を確定し、別紙様式6による交付額確定通知書を送付するも   

のとする。  

榊掛金の返思  

15 現行のとおり（略）  

僻勘金の返閻  

15 担当大臣は、13に基づく交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に   

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に   

ついて国庫に返還することを命ずる。  

補助金の返還期限は、補助金の額を確定した目から20日以内とする。ただし、   

当該補助金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、   

本文の期限により難い場合には、90日以内とすることができる。   

また、履行期限までに納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に   

係る期間に応じて年利10．95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。  

（交付決定の取消等）  

16 現行のとおり（略）  

（交付決定の取消等）  

16 担当大臣は、6（1）アによる補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び   



現  行  改  正  案  

次の（1）に掲げる場合には、8の交付の決定の全部若しくは一部を取消又は変更  

することができる。  

（1）交付決定の取消等を行う場合   

ア 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく担当大臣の処分若しくは指示  

に違反した場合   

イ 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合   

ウ 補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合   

工 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続す  

る必要がなくなった場合  

（2）担当大臣は、交付決定の取消等をした場合において、既に当該取消に係る部分   

に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一   

部の返還を命ずるものとする。  

（3）担当大臣は、（2）における返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の   

受領の日から納付の目までの期間に応じて、年利10．95％の害恰で計算した加算   

金の納付を合わせて命ずるものとする。  

（4）（2）に基づく補助金の返還及び（3）における加算金の納付については、1   

5の規定を準用する。  

（そ瑚餌  

17 特別の事情により4、7、10及び13に定める算定方法、手続によることがで   

きない場合には、あらかじめ担当大臣の承認を受けて、その定めるところによるも   

のとする。  

（その他）  

17 現行のとおり（略）  

この要綱は平成19年4月1日から施行する。   この要綱は平成19年4月1日から施行する。  



l  事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  【  事業名  】1区分   2基 準 額   3 対象経費    。補助率 

放   放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児童タラ  放課後児童タラ  1／3  放   放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児童タラ  放課後児童タラ  
課   課   プ）費   ブの運営に必要な  課   株   プ）費   プの運営に必要な  
後   後   （1）開設日数 250日以上   経費（飲食物費を  後   後   （1）開設日数 250日以上   経費（飲食物費を  

① 1クラブ（年間平均児童数10～19人）  除く。）  ① 1クラブ（年間平均児童数10～19人）  除く。）  
当たり年額  当たり年額  

990，000円×か所数  990，000円×か所数  

児  児  
② 1クラブ（年間平均児童数20～35人）  ②1クラブ（年間平均児童数20～35人）  

育  
成  

当たり年額  児  児  当たり年額  

事 菓  
1，612，000円×か所数  

成 事  
1，612，000円×か所数  

業  
③ 1クラブ（年間平均児童数36～70人）  （診1クラブ（年間平均児童数36～70人）  

費  当たり年額  業 費  当たり年額  
等  等  2，408，000円×か所数  等  等  2，408，000円×か所数  

④1クラブ（年間平均児童数71人以上）  ④1クラブ（年間平均児童数71人以上）  
当たり年額  当たり年額  
3，204，000円×か所数  3，204，000円×か所数  

⑤開設日数加算額（原則として1日8時  ⑤開設日数加算額（原則として1日8時  
間以上開所する場合）  間以上開所する場合）  

13，000円×251日～300日までの  13，000円×251日～300日までの  
250日を超える日数  250日を超える日数  

⑥長時間開設加算額  ⑥長時間開設加算額（1日6時間を超  
え、18時を越えて開設する場合）  1／3  

1クラブ当たり年額 309．000円×か所数  

90．000円×「1日8時間を超える  
時間lの年間平均時間数  

（診障害児受入推進費額（隆幸児を受入  

687．000円×か 
（2）特例分（開設日数200～249日）  

（2）特例分（開設日数200～249日）  
塾五里全L 1クラブ当たり年額 所数   

（》1クラブ（年間平均児童数20人以上）  
①1クラブ（年間平均児童数20人以上）  当たり年頼  

当たり年額  1．611，000円×か所数  
1，611，000円×か所数  ②長時間開設加算額（1日6時間を超  

②長時間開設加算額（1日6時間を超え  え、18時を越えて開設する場合）  
、18時を越えて開設する場合）  1クラブ当たり年額  

199．000円×18時を越える時間数  296．000円×か所数  
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事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  

2 放課後子ども環境整備事業廉   放課後子ども環  1／3  2 放課後子ども環境整備事業費   放課後子ども環  1／3  
（1）放課後児童クラブ設置促進事業   境整備事業に必要  （1）放課後児童クラブ設置促進事業   境整備事業に必要  

放  放  7，000，000円   な経費  1事業当たり   7，000，000円   な経費  

1，000，000円  放 課 後   放  （2）放i腋後児童クラブ環境改善事業  

童  

課 後 児  課   
1事業当たり                        （2）放課後児童クラブ環境改善事業  

童   

児   児  
（3）放課後児童クラブ障害児受入促進事業  

全 育   全 育  放課後児童タラ  育  全 育  放課後児童クラ  
プ支援事業に必要  成  成  （1）ボランティア派遣事業   プ支援事業に必要  

1事業当たり年額   な経費  事   事   1事業当たり年額   な経費  

成  成 事   

（1）ボランティア派遣事業  

441，000円×事業数  

費   
（2）放課後子どもプラン実施支援等事業  

1市町村当たり年額750，000円  
業   

業   
441，000円×事業数  

1市町村当たり年額750，000円  
（3）放課後児童等の衛生・安全対策事業  （3）放課後児童等の衛生・安全対策事業  

1市町村当たり年額584，000円  1市町村当たり年析584，000円  
（4）障害児受入推進事業  

1クラブ当たり年額  
1．421，000円×か所数  

放課後児童  4 放課後児童指導員等資質向上事業費   放課後児童指導  放課後児童  4 放課後児童指笥眉等資質向上事業費   放課後児童指導  
指導員等資  点等資質向上事業  指導員等資  員等資質向上事業  
質向上事業  都道府県、指定都市、中核市1か所当た   に必要な経費  質向上事業  都道府県、指定都市、中核市1か所当た   に必要な経費  
費   り年額  1，000，000円  費   り年額 1，000，000円  



！現行のとおり（略）  l現行のとおり（晰  

別紙様式2  別紙様式2   

別表1   別表1   

現行のとおり（略）  現行のとおり（略）  

別表2  別表2   

1放課後子ども教室推進事業等   1放課後子ども教室推進事業等   

（略）  （略）  

2放課後児童健全育成事業等  2放課後児童健全育成事業等   
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別表3   別表3  

1放課後子ども教室推進事業等   1放課後子ども教室‡憶進事業等  

（略）  （略）  

2放課後児童健全育成事業等  2放課後児童健全育成事業等  

（1）都道府県分   （1）都道府県分  

現行のとおり（略）  （略）  

（2）指定都市・中核市分  （2）指定都市・中核市分  

①放課後児童指導員等資質向上事業   ①放課後児童指導員等資質向上事業  

現行のとおり（略）   （略）  
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②放課後児童健全育成事業費   ②放課後児童健全育成事業費  

■nlu助暮t什i暮【嬢1●10～19人・Wね自■z50巳山上の鰻■槍l胃暮クラブ）  

餅 開p状況  児 ■ 歓  
州禦   卜3什 

（■）（○ト250  抑……1クラブ名州栓日数開票呈雷芸†酬習ト。…－。引t十瞥分割…；≡蓋幣  
8  州 ～  時  人    人    人   日  日II一喝  人人人  
（晴間）  

（  疇 Ⅶ）  

農期体1日讐  年月 日   ■岬体t8等  
l専一1書  

年 月 日  
岬一 婦  

（時間）   
（叫M） 

（）（）（）  【）（）【）  

8  

日   日l専一 畔  巳  畔 一  畔  人    人    人   （  岬 ¶）  
人 人 人  

（精間）  
長巾休1日雫  年月 日   長胴体■8尊  

岬一 疇  書月 8  

晴一 時  
l晴間）  

（ 埼 ¶ 〉  

日  
【 【〕（）  

r ）（）【）  

日     一  陣  人    人    人   日  日l専一 時  
r 稗¶）  

人  人  人  
（  嶋 Ⅶ）   
1れ休1日響  年 月 日   鴫 －  ヰ  剛一鴫  
（晴W） （晴間） 

【lし1〔）  （）l）（）  

合計 クラフ  日  日 吐皿・・占通 か斯か断  含l十 クラブ  B  日 通 姐か断か断  
．  

l；士1‖■■佃≠卿の中 ⇔ldは 糟王Rlこぶけ員IIRの岨怜■Ⅶ∧t舌h蘭多1ロ貴丁 ′いつ1R■募j■貞11リほ甘1卜占J■lの量旭正也■W■象l▲■Ⅶ■翰の▲血仕鵬⇔lは rlRの随腑■   （注2）「児暮た」l■の（）内は、書讐児歓喜内牡でE入ナもしと，圭トl■暮l■●1■の■は一書－■蓼書け1hム▲▲l・∩白は付十ム・ト  

（注2）「児靂書」■の（）内は、■育児敷を内放でた入すること．  

（注3）「開設日敷加暮対■日蝕」は一年¶開放日戴Jがユ00巳以上の壌含、知日とすること．雷た．精霊8．書期休暮白（土■．E■及び奴8を幹く）及びクラブ疇β上必暮なれ簡臼は・暮畢れ敵日   

徴（2SOEl）に青ま九ているので．封書白熱lこつし、ては、開設疇問が原則8晴間以上のこと。   
（注ヰ）ー開設日畿加■対t日■jはl年間開8日艶J，ら（コ008以上の増含．印8とすること、手た、攫霊日．よ嘲休暮甘（土■」引■1び初月庵欄く）及びクラブれp上必蓼な聞断日は．暮畢開投巳  

（浅4）「分別」■は．年度の途中にクラブを分罰する（した）囁含に0印を付し．分割前の瞼慮捜児tクラブ名を記入すること．   
屯（2SO【】〉に含ま九ていもので 対■臼牡については、開腹岬仰が撫刑自鴨Ⅶ以上のこと。  

（謹5）「年膚途中におけも厭鷹脾班」書は，年度途中にクラブを新規で開設する斗含に○印を付すること。   
し注5）「分¶」■は キーの途中にクラブを分れする（しナー〉≠舎に○印を付L、分割前の放ロー児暮クラブ名をた入ナること．  

（注6）F軒鶴綱貯年月日」I■は、（注6）によリ0を付した場合に、輌嬢間拉する（した序月日を記入すること。  
（注6）r年度途中における書旗間p」■は．年度連中にクラブを漸増で剛般する■舎に0印を付ナること．  

また、基準書の暮出については．月触りによリーヒ出とすること．なお、「書庫靂中l＝おける鮪鶴間乱する（した）クラブlこついては∴監年鷹揖幹1年を■じて帥放した1含に、間m8七事が暮凛  （注7）「断燥Ⅶ敷年月日」■lは、（注6）lこよリ0を付した場合に、麟燥剛毅ナる〔した）年月8善た入ナること．  

開設日■（Z50日〉に1たないクラフは欄れ封書外であるので度量すること。  また、墓睾縛の暮出については．月桝りにより井出とナること，なお、r年度丑中における♯規剛mする（した）ケラプlこついては、丑年鷹以闊1年を■じて内牧した■含に，開放日義■が■事  
肌放日血（250日）に礪たないクラブ11■れ対■外であるので注暮ナること．  

bl占用け■財暮暮計曹■川■t■20”35人・蘭鱒8■z＄0【】以上の触■柵l鼻■クラブ）  
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人    人    人  
（  晴 間）  
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（ 疇 間）  l）【）（）   （ 特M）   

日  
l）（）（）  

日  特 － 1粋  人    人    人   日  8  岬 － 1I  
（  叶 両）  

人    人    人  
（  晴 間）  

■ 一  岬  岬 一  陣  
【 嶋 間）  （ 岬 M）   

l） r 】【）  （）†】（）  
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†l●Ⅳl多11iTl皿lO一点l■全lの】E〃l聾り血■l¶】■事JP入一rム∴′   （注2〉一光t■」■の（）内l才、■書策杜を内書で記入すもこと．妻ト r甘雷I■●1■の▲は■書l■象■l＋1」1点▲貪にn印書付十ムニー  

【注2）「児t■」l■の（＝札は ■薯児歓喜内緻で取入すること   ＝食J＝l■】暮廿の封■はl■一重l■ ▲t▲l■t一■壬■litul■■は暮重■血■さIfl■1＿Tいょニ∫†－1ビl上巳▲■■婁l■l▲tTl＼ない▲仝で■、つ丁■．■l■ W■】8t▲■i義4〉がl■■の1■■t■t二上‖  

（注3汗剛毅日厳加∫対■8叢ノは「年間閣皿8血ノが抑8以上の場合、知日とすること。チた、繚■8．最期体よ8（土t．巳■及び挽8舎熊く）及びクラブれ股上めtな開断日は．暮串間毅日   
政（2508）に古事れているので，対t日舞については．蘭敵陣¶が庸刑8｛間以上のこと．   （注ヰ）「蘭牧田■加r対t8敵Jばr年間爛せ甘廿ノが3卯8以上の書倉、知日とナること．よた．攫雷8、さ胴体書8（土■、8■よび祝日を書く）及びクラブ∬最上必事な蘭帯日は、暮車間敗8  

（注4〉r分割」≠は、年虞の途中にクラブ吉分割する（した）■含に0印を付し．分割何の放p鑓児暮クラブ名を正人すること．   書tz50【】）に書手れているので．対■日数については．開粗相町帆町仙川川以上のこと．  

（注5）「年々■中における新規隅軌■は、年度逢中にクラブを軒餓で開設する■含lこ○印字付すること．   （注引「分軌■は．年度の途中lニクラブを分¶する（した）増舎に○印を付し、分れ前の触旺瞳児▲クラブ租を記入ナること．  

（注6）「鮪嬢≠丑年月日」■侶L（注6）により○を付した斗含に僻隕蘭許するルた）年月日壱t入すること．   （注6）一年覆連中におけも群娩間牧」■は、年度連中にクラブを精根で闘軟ナる■含に0印を付すもこと．  

また、基準醸の算出については、月¶りにより井出とすること．なおノ年度途中における厭凛朋机ナるルた〉クラブについては、翌年度以闊1年をユじて開股した■含に．開般ロー書が▲夢   （注7）「断積開腹年月日」■は．は6）により○を付した■含に、斬雉開放丁る（した）年月8をE入丁ること．  
開放日蝕（250日）に1たないクラブは補助対■外であるので注意すること．   また、暮事麟の井出については、月割りによリー出とすること．なお．「車庫途中における靡鏡剛毅ノナる（したナクラブについては．翌年度以闊1象を■じて開放した■合Jこ．朋捜8鯵▼が基準  

開放日敷（250日‖こ1たないクラブは繍れ対t外であるので注呈すること．  



改  正  案   現  行   

巳慮■鹸■暮什書暮（l慮tl■36－70▲・蘭鮫8魯250白山上の触E地場書ケづフ）   ○【馴■■助暮▲鰍■暮（取■緻36－70人・W貯日蝕250日山上の■丘鐘児■クうフ）  

開8状況   児暮■  開放状況   軋 暮 t  
抑…・…クラブ…酬開票星野綱放珊 し■・＝1■  州幣  抑……tク，プ…晰・開票甜酬矧，－。…瑚什 

出習ぃ…8… 【－）（■トZ印   
管用；憲孟鷲粁  

（■）（■ト之釦  

8  8  ■ 一  人    人    人   日  日  ■ － 1町  人    人    人   
（  疇 M）   （  巾 鵬）   

1〃休暮日暮  
■－   

年 月 8  
叶一 鴫  

く  疇 闇）  （l（）（）   く  嶋 M）  r ）【）（）   

日  日  岬 －  ■  人    人    人   日  8  ■ －  ■  人    人    人   
（  鴫 ¶）   （  ■ 州）   

長≠体t巳讐  
■－   

年 月 8  
■－ ヰ  

（ 岬 間）  r ）（1 f ）   （ ■ 爛）   （1 f ）（ 〉   

白  8  ■ －  岬  人    人    人   8  日  ■ －  ■  人    人    人   
（  け 珊）   （  嶋 M）   
最期休霊日暮  年 月 8   

叶 －  ■   嶋 一  鴫  
（ 岬 間）  （）（）（）   （ 鴫 州）   （】【l（】   

ttt クラブ  甘  8  址皿 か斯 か所  …  クラブ  白   日  、 嘘か斯 か帯  

I ＝欠けもI I I ・ 「 く 
（注2〉「兄▲■J■の（川拍．■書先緻藍内■でE入すること．tトr■書l■●入一の■I±■暮W蓼■l十1hエ▲▲ヒ∩血t鮒■ ‾   

（注2）「児1■」■の（）内はIl書児書を内■でた人事る－と   
い息∴♪ト〃 いない 仁上り   

（注3）「■栓8轟加暮対■日放」は住職剛毅日書」が瑚日以上の■含知日とすることまた、捜暮8t鴫捧鼻白l土■、巳■1び枚巳モーく）1ぴクラブ仇敵上島■な脚色li、暮事≠8B   
■（250白）に食まれているので、対1日譜について甘J叩仲川柏Ⅶ■○鴫蘭以上のこと．   （注ヰ）「蘭腋引Mりけ■8■jは「牛用靡88最」が300E以上の■舎．畑8とナること．また．＃義8、書■体霊ロは■，日■及び祝日を■く）よぴクラフM丘上必書な爛断8は、■揮開設8   

（注4）「分札■lま．年度の葛中lこクラブを分罰する（した〉場合lこ0印を付し、分割憫の鹸書牡児1クラブ名書た入ナること．   譜（250日）に書tれているので、対■8故については．開放特≠が犀■即川帖止のこと．   

（注5）「書庫ヰ中におけるf燥開畏J■は、年度■中にクラブを∫鶴で間取ナるt倉に0印吉付ナること．   （注5）一分軌■は．年魔の1中にクラブを分¶十るルたl■舎に0印書付し．分割鴫の≠書■児暮クラブ名毛色人寸もこと．   

（注も）r★鶴爛熟年只日j■は く注も）によリ0を付した場合に断撫肺すも1した）年月日モモ入ナること。   （注6）「書生暮中における書凱剛勘■は、年度遽中にクラブを蠣1で湘放する■含に○印を付ナること．   

また暮畢■の暮出については月割りにより暮出とすること．なお．峰鷹遽利こおける簸畑貯」する（した）クラブについては、ぎ年虚以■1年をiじてボ改した■含に、爛Ⅳ白■■が■■   （注7〉「緻撫開放年月8J■は．（注6）により○を付した嶋創こ、■九■丘する（した）年月日を正人すること．   

開放8■（2508〉に糞たないクラブは■敵対■外であるので法王すること．   また、暮畢■の■出lこついてIi．月割りにより暮出とナること．なお、I年度途中lこおける書凱剛机するくしたけラフについては、蟹年度以■1年をiじて岬せした■合に、蘭鰻日暮零が▲畢   
闘8日■lz508）に満たないウフプ1土t勤対●外でわもので注tすもしと．  

dl五皿櫨助よ暮朴t書（鳴t世71人以上・∬船8も250日以上の☆丘糧児■クラブ）  d■▲■助■暮鰍■暮（曝書験71人以上・蘭腋日■250日以上の■珪壮絶tクうプ）  

関投状況   兜暮徽  l、J・・  

1鴫間関牧  分れ幣  抑…岨ケラプ…州掴Ⅶ苦星雲意・酬 
（●）（さト2別  址晋1－…… 卿触MIクラブ…恥日・開票甜岬珊矧，－。…一6…十管用…蓋≡富男好   （●）（●ト之帥   

日  日  岬 一 時  人    人    人   8  日  ■ － 1■  人    人    人   
（  疇 間）   （  l雷 M）   
最期体1日■  象 月 8   最期体義臼事  

■ －   
年 月 日   

lI 一  陣  
（ 叶 間）  く 1 t l く l   （ 精 ¶）  

8  

（）【 〉 【1  
白  疇 －  ■  人    人    人   巳  日  ■ －  岬  人    人    人   

（  疇【l   （  ■lM）   
よ無体賽巳尊  書月 8   貴職休■日■  

●一   
t 月 8  

叫－                         （ 鴫 間）  （）（）【）   【 疇 簡）  （ 【l r l   
ヨ  8  疇 －  ■  人    人    人   白  8  ■ － 1I  人    人    人   

（  岬爪町   （  巾 村l）   
長無休暮日事  年 月 B   拝 一  畔   疇 一  疇  
（ 嶋 Ⅶ）  （）（l（）   （ 岬 間）  【）【）【】   

含什  クラブ   日  日  址  か断 か断  …  クラブ  8   8  、 嘘 か斯 か簡  
r．  

r汁t）一嘉■Ⅶ出場のⅡR榊」▲は 樽暮Rに余けるrrRの貯蛤■Ⅶガ嶋■甘蓼細一丁 h、つ1Aはili丁場鶉十島吐合lの1徹一也一徹■i【1■冊≠他の■b瞳tu－uLrlRの旧■t■   ＝tl汀1■¶■■■■は ■tRl＝鼻汁十き1Rの蘭n■廿州貞一州書絃iかつ1月戚右l■量Tl■m十島▲▲l二∩由“オームr⊥   
（戎2）「児暮蝕」■の【）内は」■雷児■を内■で妃入ナること．壬ト「■■l■甘1・の■は∫書■■多量け人丸る▲仝ヒ∩白】事付■るこ′－   

（注2）一児暮奴■の【）内は ■暮児緻を内牡で記入ナる‾と   
‖tヨ1■き■の鮒■は一書重■ ▲仕一書身重■ 鶴刊■■曽蛙暮壬生び暮春芥はlrい員r′トナ上し王■暮i■牡lイLlない仏全下▲1Tl・■一■ 相手錮鰭■暮4〉輪∬魔の曽■■に上り  

（注3）Ⅷ柑柑■加井村■日■」11「年M内政8♯」が∝08以上の叫合印自とすること．手た、櫻■日1れ休儀月（土疇」自■及び祝日を臓（ほぴクラブ開放上必暮な開所別エ、暮■隋せ臼   
■t250tいに含まれているので、対■8散についてlさ、間数晴間が房州8晴間以上のこと，   （注■）rR紋日最加暮対■8■」はr暮間点数日■」が畑日以上のヰ含．押日とすること．また、け薫日．1れ休1日は■．白■及び祝日を■く）1ぴクラフ闇R上必■な開所8は、暮畢爛数日   

（注4）一分割」■は、年虞の■中にクラブを分糾ナるルた）場合に0印を付し．分割前の故J後光壬クラブ名tE入ナること．   ホ（2508）に書手れているので．対暮8■については」剛馳■仰が欄■柑岬間以上のことt   

（洋S）「攣蘭途中における折鶴開設」■は．ヤー書中l＝クラブ享薪積で間取する鳩舎に○印を付ナること．   は5）l分れ」■はト寧膚のi中にクラフを分割▼もルた）■含に0印を付し．分割前の膿■後光∫クラフ名を正人ナること．   

（注6）rf脚投年月8J■は（注6）により○を付した斗食に鴫札的8する（した】年月巳を記入すること．   （注6）lヰヰ濃中における★離間敗j■は．年度土中にクラブモ漸1で開放する■含に○印を付すること．   

また▲事＃の暮出lこついては、月割りによリー出とナること．なお，「年鷹途中における■嬢農凱丁るルた）クラブについては，豊年鷹以■1年をiじて闘放した■舌に、開鰹白最書が暮畢   （注7）「蠣且疇鮫年月日J■は．（注8）によリ0を付した≠含に、＃擁闇投ナる（した）年月日壷t入すること．   
開放8最（2508）に満たないクラブは叫助対象外であるので謹書すること．   fた．暮専■の■出については．月割りにより■也とすること．なお．「隼鷹連中における鋲鷹網軟ける（した）クラブについては・靂書庫以■1象を■じて鋤捜した■含に、開放白熱▼が墓睾  

綱p日■（250日）に1たないクラブは★助詞■外であるので注tすること．  



改  正  案   現  行  

e 国庫補助事業計画書（児蕾数20人以上・蘭蚊日数200～249日の放饅挫児雷クラブ）   皿庫織肋暮集計囲暮（児童軌20人以上・開設日勤200－249E】の愉煙捜児tウラブ）  

開 設 状 況  l 児  童  数   開 設 状 況  児  童  数  

榔名相後児空クラブ名棚没。敢  分割   実施市名 放輝練児土クラブ名年間…  開糾問 習ト3年4－6年 肝   分封  闘脚 習ト。…一絹 針  

6  鱒 一  時  人  人  人   日   時 一  時  人  人  人  
（  時 間 〉   （  時†椚）  
最期休業日等   最期休業日琴  

時 一  時   時 一  時  
r    8i 闇 1   

8  時 ～  時  
（   陰 闇 ）  

人  人  人   日  時 ～  時  人  人  人  
（  時 間）   （  時間 二  
長期休業日事   最期休業8等  

時 一  時   時 一  時  
〕   

日   8年 ～  時  
（   は l甥 1  

人  人  人   日  時 一  時  人  人  人  
（  時 間）   （  時 間）  
最期休業日苓   よ期＝休鼻＝］琴  

時 一  時   時 一  時  

人 人 人  
r    は W l  

人 人 人   
合 計  クラブ  堕凪  か所   ＝十  クラブ 通  か所   

＝千1）「昇給閻随10の平日～）り馴土 糟暮日における「1日の規l官給闇が6騰間奏紹云T かつ1月自さ多】汝篇丁間1冒する壇食lの一巨Ⅳ用り餌織Ⅳ憎   にぶける1 克かつ1創蛛喜劇ほ 

（汗1汀↓鵬WW貯lのI覇は18暮白日の闇！○瞼Ⅷが6瞼Ⅶ妄」相T∬！ゃする1■含に∩【□引寸するニケ＿  

王丘ム土星⊆上⊥ （注2）「分割」欄は、年度の途中にクラブを分割する（した）場合に○印を付し、分割前の放課後児童クラブ名を紀入すること。  

（■）  

・、」  

実施か所敷  児    童    数  
開設日敷  実輌名abc ㌫了加詣－ト3年ト6年雷十管  d㍉憲e  

人 人人  

（）（）（）  

（汗1）「暮1蔽か所軌l相の（）lねは■Ⅷ引Ⅶ偶剛貯鯛に【つ【n多t2入l＿トか所鞠多内勤で＿「1内は．Ⅶl瞥日勤加工の射t′なるりうプのか新教多  

内勤て；】R入寸‘るこ⊥＿  

（注2）「開設日数加事封書日数」欄は、間取日数加算の対象となる日数の総数を記入すること。  

（注3）「児暮数」欄の（）内は、陣書児数を内放で記入すること。壬ト「随暮l瓢啓入lの∬は血書僻妄執十人九る壇創こか詐執を前人するこ′ 

実施市町村敷 児童数  

1～3年4～6年計  

人人人  

（）（）（）  

（注1）「開設日数加算対象日数」欄は、開設日勤加井の対象となる日数の総数を紀入すること。  
（注2）「児童数」欄の（）内は、障害児数を内救で記入すること。   



改  正  案   現  行  

③放課後子ども環境整備事業費   ③放課後子ども沢  田 費  

現行のとおり（略）  
（略）  

④放課後児童クラブ支援事業費  ④放課後児童クラブ支援事業費  

aボランティア派遣事業   aボランティア派遣事業  

現行のとおり仰封  （略）  

b放課後子どもプラン実施支援等事業  b放課後子どもプラン実施支援等事業  

現行のとおり（略）  （略）  

c放課後児童の衛生・安全対策事業  c放課後児童の衛生・安全対策事業  

現行のとおり（略）  （略）  

d障害児受入推進事業  

玉出 盟鈍足五五遥 鑑 舶 

一木町村がT軋相澤維服り弓づに瀬；暮  

∞壷7豊監豊芸聖霊相凱和書晰細目が  
l竃ウうプが■照1▲▲当は縮i■■ヒ庄る鰊  

量左馳血盟  

2川軋皐の■鮪柵梱  
皿ユ五空豊既望  

3鮒彙■捜児tウうプ州■田1▲当払拍】暮ilこ  



現  行  改  正  案  

（3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費  

巨＝ 市町拝寸令 ＼ヽノ ′   l■  ■l」ノJ   

①放課後児童健全育成事業費  

■皿■l■上‖■▲  ← ■ ■  ▼    ■    ■  

稟欄け‖トM毛   

臼   臼  ■－■  （叫WJ  人  人  
書■●●11■  

■－■  
年 月 日  

l■咄）  
B  ●I－■  
＋■叫＋  人  人  人  
曇Il体】■【l攣  

●－■  
年 月  日  

1■lⅥ〉  

■▼＋  
1■●■8■  

■－■  
キ  ■  目   

（叫間〕  （ ）  

人  人  
」 l†   クラブ   と丘  ▲亜  か斯  か緬  

B   
（■lれ）  人  人  
■■＝■■l】●  

●一■  
年 月 8  

r■〃l〕  

臼   8  l⇒－1I  
（岬■l）  人  人  
■岬騨■ロー  

■－■  
キ 早 口  

十■■十       ■   
臼   臼  ■－■l  I●■＋  人  人  人  

●ll■■l】■  
■I■  暮 月 日   

（鴨■l）  

人    人  
l、 什   クつブ   血丘       p   か帯  か顔  

含l†  
人 人 人  

（＋ホl町11  クワプ  日  B 出  出 か薦 か簡  
‖tll†■■肘膿  

■E‖■l▲船暮■  

■ ■  児   暮   書  
■t●◆   

彙鳥市■l村名   

日  ■十■ ■佃）  人  人  人  
11巨体轟＝ヨ▼  

l単一岬  

奮  月  8  

■■＋  

巳   」 ■I問  人  人  人  
集札＝九雷＝ヨ事  

■－疇  

年 月  E  

8  q－岬  ■叩  人  人  人  
長州体嘉a事  ■十■  

書  月  8   

hⅥ）  人  人  人   
J l十   ウうプ   8   B  丘庫  皇皿  か析  か断  

8  岬一喝   人  人  人  
♯冊 鳥肌傷暮自事  

lI→■  

餐  月  8  

日  一 ＝   ■Ⅶ）  人  人  人  
■■●●U▼  トー■  

女  ■  8  

ロ  ■－1I l書付〉  人  人  人  
1朋憬■B■  剛一鴫  

毎  月  巳   

人  人  人   
卜  Iナ   クウプ   旦皿  か禰  かホ  

含l十  
人 人 人  

イ市町†マJ  クラブ  姐出  か粍  
L山    馳里且且11ほ  

r注2）「た1最」l■の（：内「暮、■亨児bモ内書でU入丁ること．  

（．13〉りM鰻D■加■劉■臼■jは咤間間組8■」鋼船日払上の場合、帥8と丁ること，また．績■巳．轟嘲撫暮B′土■，8tlU欄口舌書ぐ1ぴクラブ蘭拉上あ■な鵬所即暮・1暮岬掛目  

句（250E＝に含ま九ていもので．錮暮日■については」Ⅵ岨■欄ほⅦ‖机州別押 上のことく  

（主■）りI¶J■l才．年魔の轟中にクウプ乏分¶丁る（した：場合に○印き付し、分¶前の膿p■兜1クラブ名書た入すること．  

・′lら＼「年鷹豊中lこおけも断11Ⅶ勘■l子 年鷹途中にウうプを断嬢で間埠十る坤倉にOmfMTること．  

（．よ81「■叫鮒腑年月［＝■は、（二重6〕により○をl†L仁鳩舎に、書規棚奴丁もルた1書J＝ヨ套∝入ナもこと，  

チた集事uの∫出については，月¶りに上リT出とナること．なお．一年1塵利こおけるホ嬢間泣」ナも化†＝′クウブl＝ついてl士、t年鷹u■1ギt遇じて膿放した叫禽に帆柱8■零が嘉■  
間旗日■（～50［）‖こ1r＝ないケつプは疇勅封■｛でぁるのでf王暮丁ること．  

（注4）「蘭拉巳■加■対■8■再出‖拍Ⅷ柑t」が加日以上の■書．氾日と丁もこと．tた．牒暮8．▲鵬♯■8（土■．日■1び横白書書く？■【lクサブ根上ぁーな鮒柄日は・■事網鹸8  

■（2ち081に●t九ているのて㌧t■ロ■については．鮒鰍■仰が眞H8■¶以上のこと．  

（法ら）「分¶J■は、霊鷹の逢引ニケサブt分tH＝いした‖■色に0印書付し．分¶礪の■血書景▲クラブ名書E入丁もこと・  

（詫○〉rヰ鷹鐘ヰl＝おけも■■間慮」■l量．キ鷹慮¢にクワプき断廣で間鮫ナる■tに○印書何丁ること．  

（．主7〕r簡規蘭p年月日」■は．（】1811こより○瞥付した■量に．書横〝欄丁も化た】年月日モk入↑ること．  

fた、蔓■曲のT出lこついては、月¶明＝上り事出と丁ること．なお、r霊1豊中におけ●鱗1れp」ナる（したけつプについてl▲、■年よ以■1■モ1じて■止した■含に・叫繹月■事が嘉暮  

洲p自■（2508）に1たないクワブは繊れ対■れでぁるので注書すること．   



改  正  案   現  行   

h ■■蓼■■暮 か■暮l■■■ク凸～3S人．暮■R■250邑以上の■■I●■■ケ弓ブI   
h ■■I■■l暮 ■I■暮（l■t■クb一月ほ▲・■ll●月■タ蠣ORuトの】■■l■■tウうプ】   

・・・  □■】■   ＼・一  ■＝＝】－】   

脚村㈹脚も棚…闇雲甜w明 分一 幣  
【●）（■一之釦   地迷冊……  晰相……t乃プ名皿・…断雲諾㌢．．欄H甜巨朝巨朝lトHだト■；慧… 幣     t■）（●ト2知   

8  白 ■一  人  日  8 ■一  人  人  
llll■〉  （■M）   

■－   
（  嶋 僧）   （＋＋lll■  ）   

日  8 ■■－ ■l  B ■・一  人    入  
（坤【轟）  （＋＋llI■   

■－   ■－   

【 ■ Ⅶ）  ）  l   
（  ■ M）   

81 巳■－   日  E■・一   人   
【■何l）  【■■）  

■－  lI一  

l■職I  ）   

…   兵プ   日   日  劇  か靡 か靡  …  クラブ   巳   8  か犀 川  
，），   …，  

∪ ■－ ■  人  日 ■l‾－  

l岬Ml  ★ ■■十   
■－   

l ■M）  （ （） ）   （ ■ 礪）  

ヒl■l一一  人  人  人  tヨl▼一－ ■  〉      ）  
（叶Il）  【■Ih）   

■l   ■－   

l 岬爛I  〉  ）   l ■ M）  ）   

日  8  日 ■一  81I一  人 人  
（叶l岬）  （■l■〉   

■－  岬－  

l拷問）  く 疇精l  

人  …   ”プ   8   日  

．，  ”プ   8   日  州 か・  
－ 

t注之）一策t■1■郎】内は、■■兜■を内Ir亡E入ナること．雷I・r■t－■■1▲の此■◆■暮■▲●l◆1hエ■▲l▲nR嘉一■▲＝シ  

tま2）ー兜暮■」■の（）内は■■兜瞥を内tでた人ナる‾と  
lまr♪l・ド ヽない 

は3）一句■日義血暮〃■臼■Jは「事間絆日暮」がこl008以上の■七∴50白とfること．王た．け暮日、曇■陣義日1土■．日■及び祝日豪沖く）よびクラブ■■上必■な■書臼は、轟礪■■8   

●（之508〉に倉蕾hているので．対象8tについては．■帥巾が■■ほ川劃■張上のこと．   （注▲）r■l■日脚■対■8■川山川川■B■Jが】00E以上の■倉、脚巳とrること．fた．■暮日．t附暮lれ土■．8■1び覆8魯■く）1【／ケラプ■最上¢■む■靡日は∴暮礪■■日   

【注■）I分■J●は、キよの手中にクラブを分椚▼も（した）■禽にOFlモ付し．分榊の鞭■橡鸞雷タラプ毛をた入rもこと，   ■ほ漕○日‖コ■暮れていろので．舛暮巳■については．■■■¶が■■18■¶以上のこと．   

l珪引l■t■中におけもー■1放」●lは、事鷹連中にクラブ善書■で疇致すも■書に0印主用丁もこと．   l迂6汗分■】■は、事■の途中lニケラブモ分■ナる（した）■●に0印を付し＿分榊の牡■書兜1クラブ亀倉E入すること．   

（注6）l■I■〟■暮月日」1轟lよ．1戎8）によリ0壬付した■倉に．書棚敦ナる（した‖F月上‖‖巳入Jlこと．   （注●】一事1連中におけも■t■書J■は．事鷹■中にクラブモー■で■慮ナも■倉に0印壬付ナること．   

また 暮事｛のT出については 月鋼りに▲り■出とナることなおノキt逢中における麒★■飢ナるlした）ケラブlこついては，t暮正札■】事瞥■じて■最Lた■倉に、■■8■■が暮轟   り王丁け職員皮事■E」爛は、は8）によリ0手付した■書lこ…■rる（した）書月日奮E入ナろこと．   

H■8■12808）に■たないクラブはHれ銅■外であるので液量すること．   fた．暮■■の■出については．月■りに上り暮出とすもこと．なお．r■t土中における嘉t■轟けも（した）クラブについては．t暮t以■1羊毛1じて■■し仁■●lニ、■■巳■■が暮■  
■■日■一之50日）に1たないクウプはけ職対■外であもので朗丁もこと．  



改  正  案   現  行   

c血鷹ub▲tト虞暮い■t■コ6－70▲・血廿日■ク5【）白じ1トの★■牡■■▼ケうプ〉  

一  
脚R…・…クラブ…冊だB一 豊   

〔●）（■トヱ弱   ・   
日l●～1事  人  人  人  臼  8 ■叫 ■  

（ ヰ†疇）   人  人  人  
帽lⅥ）  

蝉一 疇  ■－1I  
l事「印  （■間）  

8 嶋～ 峰  人 人 人   日Il－ ■■  
（ 疇憫）   人  人  人  

（lIl■〉  
11＝ホ1日■  

II一岬  鴫－ ♯   
暮 月 日  

疇 間）  j  ） ）   （ 嶋 村 ブ  

巳  巳l■－1■  ）  ）   
日 ■－ ■一  人  人  人  

〔瞬間）  人  人  人  （ ■蘭〕   

岬－1I  ■－ ■  

〔晴間）  】   （  ■ Wl   

…   ケラプ   址岨 か・川 か簡  …  ク，プ  日  墟 址 か…・靡  
8  8 ■I～ ■  8 R－1■  人  人  人  

（叫ー楓〕  l ●■†   

ll一 叶  

叫－Il 【岬Ⅷ、   l〉 し J  （鴫M）（）】l）   
日  II 一  陣  人     人     人   巳  巳  ●I －  ■  

（■l■l  （ll閲）  

畔一岬  ■－■   

疇Ⅶ  l （）  〉   （ ■ ML）  】  ）   

日l■－1一  日  日 ■－11  人  人  人  
【峰州）   

叫偶）  
■－ ■   

（  畔 nl）   l ■ 朋）  】      1   
人 人 人  

…  ”プ  臼  ／ 寸可「rて㌻r …  ”プ   址  址 か…・幣  
／  

クラブ   日   日  畑劇 か斯 か静 か・  
、】  （， クラブ   白   日  通  出 か断 か・  

＝無けムー 
t‘  

†ヰ11r■■l■■tl◆■け ■■Rl一女け▲11】の■■l■■l■▲t員■■●欄i＜、rlll■嘉一■丁■■■つu■■l二∩血書付ナ▲二♪  

111，lⅥさ托i 【注2）ー兜t■」■の（】和l、■■鸞書手内●でE入ナること．・r■■●11の■lナ■t■暮●け1hよ▲▲l‾∩椚●は十ふ＝ト  

l注2）「兜1■J■の（）内は■■兜■を内徽でだ入丁ること  
rItll▲■川トの■l■けl■t▲■▲l▲■曽●■▲■l■■■血▲▲■Lt暮■▲t・rL＼▲丁⊥トナJl11■▲暮■l■lTLヽむい1▲丁▲1ナ▲．■■■■■■l■■】■4＼肋■■lJlt●暮lT▲し」   

（崖JJ√書最日義加■封書8れはJ蒙間■毅8たノが脚8以上の■倉、∬8とナjこと．fた．柵■β、虞■幹事8L土■、8t且び讃8さ＃く）及びクラフ几♪上必■な■房8は．暮攣■息巳   

蝕（2508）に■蒙hているので、対暮日蝕については、月旦峰Ⅶが■飢8■M以上のこと．   （躍■lr■■日暮■▼II■F■」は一書M■丘8■」▲tよ泊日仏上の■書．知日とすること．豪た、輝■F．▲■休■日（土■．日■1U用引訂書■くJ▲ぴグラブ■線上β■な■■8「よ、■■■書8   

l珪4）「分■」憫ri，年すの途中にクラブ右分割ナ引した）■倉lこ○印を付し，分事■の披け瞳兜tクラブ名書監入すること．   ■（250E）に書象れていもので，舛■日■については、■P■■が■■引町■以上のこと．   

（凄5）「零す■中における断爛■欝J欄は＿事t墟中にクラブを叛1で疇拉ナる■倉に0印盲付十ること．   （注5汗分■」■は．書生の▲利＝クラブ奮分■ナ1＝した〉■禽に○印書付し、分■¶の虻■★寛暮クラブ名書た人ナもこと．   

（迂6）ー事儀■数年月巳J■は．1謹8）に上り○を付した■禽l二、書■■鰹丁もい」た）年月日書P入ナること．   lまも）一書t書中におけも麟■■■」■lよ、事t途中にクラブ書…で■■ナも■●に○印書付ナること．   

嘉一－、■ホ鍼の■出についてIi、月朴ノにより暮出とすること．甘首ノ年度連中における■九■8」ナるルた）クつプについてl土，■■A以■1キモ■じて■験した■禽lこ．■■日■■が暮■   （注7）【書1■鰍事月日」■は．（遭6】に▲リ0き付した■倉に、甑■■■↑る（した】事員8舌E入ナること．   

内p日■ほ50【】＝二苅†こないクラブは繊軌対■外であるので慮1ナもこと．   また、▲■■の∫tbについては．月■りに▲リ1出とナること．なね、「事鷹■申における■1■■」ナるルたけつプについては＿1事鷹山■l書手▲じて用■した■さに、■■自檜■が暮■  

■■日■【Zき08）に■たなし、クラブはHれ鯖■外であるので注暮すること．  



改  正  案  現  行  

d■血u血膚‖■出■暮り■●■71uト鳳■日■2508川乱上J■■止Wt”プー  

d■■仙■▲▲≠■■（■t■71▲u‖卜■鼻白■ク5けR山一の■■■■■ケープ）  

状 ー ■数枚賓  兜 ▲ ■  
】  

事・……クラブ…誓B－蕪≡・≡哺還ト3：ニ什州；琵…幣  
日   日 岬－ ■  人 人 人  ． （■巾】  人 

（ 叶M）  
8   

）  81▼－q  人 人 人  白  日 ■ 一  
l■M〉  

人  人  人  

（ ■慣）  －  ）  －  
人 人 人  8  8 ■ － ■  日  巳M－q  （鴫間】  

】 

8  日 … ”プ  址か… 
… クラブ   （ 

日  日呵一叩  （■闘）  

〈  ■M】  
日  

〉1）  一  
81I一鱒  人 人 人  日  日 ■ － ■  

（■憫）  

■ 
．－，  

（ ■M〉  

B  

）  

、  

白●I－■   人 人 人  8  日■一   
（■慣l  

疇 
．間  t ■闇－   －  

（ 

上叫倉甜肘損．軋腑L脚事日（土■、日一員び研■く）1ぴク，北上必・珊8は・…如  
雷t250即に書手れているので、対1日■については、■象■間が■■18■¶以上のこと・  

｛珪．，慧警告法れ．糊．仰が抑6以上州畑肘も。と．批．拙L▲…。（土．．。．．び梢…ぴ，，棚上必…柑l．…．E  
【注■｝ー分れ憎は、－丘の■中にク，プを分割ナるルた）舶lこ0印壬付し▲分軸の書■吐九暮クラブ手書E入ナること・  

t1250亡川ニー豪九ているので．村暮日■については、■■■Mが■■○■僧以上のこと一  

ほ8｝ー雷虎■中における■凱抑凱■li、事虞■中にクラブモー札で内戚十川曾に0（咋竹ナもこと・  
t注5）「珊」欄11．事虞の▲中にクつプ象分■▼もルた）■合に0々，を付し、州■のt¶暮九土ク，プもモモ人－もこと・  

は8）r■兼■絆十月巳J■は・は8‖こより○を付した■針こ▼ホ員H■丁るルた）手相萱モ入ナること・  
t注8】「雷正壬中に紺ナる書1■書J■腋ノ用川け吠クラブf義■で■さ－る■●に0印象付ナること●  

また▲嘉川の－鮒二ついて！ま1月－りに▲リー出と†ること・なお・†年度▲中における相■書ける（した）”プについてl▲・1■■u■“を■じて仙した■創こ、■■8■■が暮■  
（注7）r■1■■年月日」●lは．1注疇；によリ0書付した■禽に・rl■血する（Lた）tJ＝引引巳人ナること・  

■■8■ほ¢08）lこ1たないクラブは托馳珂■外であるので注1rること・  
fた嘉蓼■の■出については、月■リl＝上り■出とナること，なお．一書t▲中における事t■■」ナ射した）ク，プ■こついては・Ⅰ■覆】－1暮檻■じて押した■，に・開脚義－が暮轟  
■丘B■ほさ○巳）に■た射りラブlま欄れ村暮≠であるので注tナること．  



F【■暮l■lh■1  
閲は状況  児 壬 難  

実他市町村名   分書l  

日  ■－■  人  人  人  
（帝間）  
最期休暮8事  

二  
t■忍1  

日  疇－1■  
（時間）  

人  人  人  
長軸休▲臼■  

疇－q  
■llnl  日   ＝  人  人  人  

（鴫同）  
■■ヰt8■  

鴫＋【■＋■  

」 研   クラブ  旦屈   か贋  
日  R－畔  人  人  人  
（I書同）  
書〃休1日事  
疇一輪  

6  縛一輪  
（lI間）  

人  人  人  
最期休霊日暮  
疇一嶋  

／t■朋l               日  闊一岬  

（ヰ間）  
人  人  人  

轟鞭体事8事  
疇一時  

人  
トI†  クラブ  且皿  か断  

含l†  
人   

（市■一打〉  クラブ  膣皿  か断   

■：t■l■■●1  

・1 ■ －  児 暮 ■  

稟t¶町村名   

日  ■－■  人  人  人  
（岬間）  
■継体霊日■  
胃一鴨  

／▲旧）  
8  ll－1甲  人  人  人  
（頑聞）  
よ嘲休事日事  

■－■  
■闇1  

日  ■－■l  
（lI間〉  

人  人  人  
1期体薫日■  
帝一片  

■■lbl  人  人  人   
小  鮒   クラブ  盈こ虎  か贋  

甘  l書・－I可  人  人  人  
（帯同）  
1∴・・・■■三  
鴫一鴨  

日  精一嶋  
【晴間〉  

人  人  人  
1月＝薫霊日暮  

■－■  

t■朋l               臼  鴫一瞬  

（坤閲）  
1糊休薫B事  
鴫一輪  

人  
】、M  クラブ  血比  か所  

含I十  
人   

（市町村）  クラブ  血圧  か所  



改  正  案   現  行   

f厘鷹補助事業計画暮総括喪（a～eの計）  
実施か所敷   flコ血＃助暮暮】什さl暮総括嚢（●－モの計）  

実施か所蝕  
∴．i－ ＝ ぅ   

児 暮 数  

加－   
ji▲ ＝ ▲   

∂  b c  細市佃名 8 b c  d 霜 8 芸蒜琵  詣加吉宗－－一昨4－6年 計 管   d 霜。  
か所  か所  か所  か所  か所  か所  か所   日   人    人    人   

2三三艶  

（）（）（）  

肉■で押入するこ♪▲   
‖薯1汀】書触か計数Il■の（）肉は1給血聞輪dヒ〔）囲碁押入l▲トか声i■l多肉】■乎「11大‖士服貯8】■Inlの射■トなるウうプのか昇一奏  

（注2）【関取日数加暮対tロー」qは、間取日数加1の対暮となるローの総批を記入すること．  

（注3）r児暮牡」欄の（）内は、陣書児敷を内放で記入すること．圭ト「址暮職曹人lの■は瞳暮l■右置け入九る壇食にか露軌右鮮入するこ♪＿  

実施市町村数 児童数  

1～・3年4■－6年計  

人人人  

（）（）（）  

（注1）「開設日数加算対象日数」I闘は、開設日数加算の対象となる日数の総数を記入すること。  

（注2）一児主数」事鋼の（）内は、謄写児教を内勤で記入すること．  

③放課後子ども環境整備事業費  ③放課後子ども田費   

現行のとおり（田割   （略）  



現  行  改  正  案  

④放課後児童クラブ支援事業費   

aボランティア派遣事業   

（略）  

④放課後児童クラブ支援事業費   

aボランティア派遣事業   

現行のとおり（田酎  

b放課後子どもプラン実施支援等事業  

（略）  

b放課後子どもプラン実施支援等事業   

現行のとおり（略）  

c放課後児童の衛生・安全対策事業  

（略）   

c放課後児童の衛生・安全対策事業  

現行のとおり 佃割  

d障害児受入推進事業  

五虹且凰   且批  全血   
1圭  

1市■丁目がT閂l▲鮒t■捜l■書りうプに1腐i暮  

寸が  
血走  

3相性柵1斤書りうプが■爾l．当l食指三■■に係る繰  

7輪一事捜咽昔々うプがt田l．手の■月多薦■「‡ 丞1手書′l＿T書出   
暮春7転■丁目がil出1  

1禽■r村が丁繹＝＿触擢捜咽妻クラブに兼鷹  

寸が  
ロコ五   ク触！一緒l腋奮ウうブが■fF」．子の書田妄禽■‖ 墨】肇■′」一‾「書出  

3繚牲権l■tノ，弓づが■月l．当l食指】iiに優るl羊  
■多】右■rホ†がIl肋  

1寓■r村が■田l＿愉tt確l胃t／7弓プに漉i書  

ク愉！t著書l胃管りうプが】■円」子の暑用事】右■T」Hが  皇艶  

曹古木■一事寸｛q■出1  





12放課後児童健全育成事業等  l2放課後児童健全育成事業等   
曹  

‖巾■軒■檜  い）■■材■ガ  

放l■一児tn場■■■■向上■■轟  
■ロー児tI■■■▼1T内上事tれ  

・暮＝もけ虻． 

rz亨Itれ市中はホ分  （2）川土■ホ・中軸ホ分  

■l■●▼t■●■▼t■■上●■■  

……れも，．． 

1   

■■■■■t●■■t■■■  

伸一・…・も正 ■f・…間島仔 ”‥鮒．′ヲ．‖川．ト，、．，‥‥ 

1¶ttlD－19人b、■   

l，lt■20－3古人か粁   

・I／■■■JO－7¢人か＃   

】≠t書71人－か■  

●■■▼■■■■■●■ l■Ilq■■■十■R  

…＝●▲■＝  
Lllt■●2D人－か醜   

円  
＝‥‥■t・・・・t  

／ 
…兜tケ‥榊・ 

レ 
也－t  
■■l■■■llちての内■  

■■●▼t●●■●■■   

■■●▼■▼ヽ十■t■■■■   

… 
ー  



改  正  案   現  行   

相川珊閥骨   
■ t  

（き〉ホ■村分  

■暮■■■■●■■■一事■■1■■  
・■●■tt■t■■■1■■  

t＝もー鎗  ＝t”  ■t  暮■－一心…■■●  ●暮■t■■ ■■●暮暮■■■■■  

…．．．い，＿．，・． ，，．，tlト．．叩‖－い1一服－ 
叫ゼ！t■■して◆  

■t■  

00■  

州  

一，ブ1  

■■●t■■曽●  

1■t  

・ 
⊂氾●  

州   
．   

ウ，プⅠ  

．1ゝ  

80  雪印しモ▼■¶■lこ■b▼て．■1t人■t■や▼こ亡．  

干＝■■し一三■¶■l■に○口■し．■■‖■ノー▼■p▼こ⊂．  

別表3  別表3  

1放課後子ども教室推進事業等   1放課後子ども教室推進事業等  

（略）   
（略）  



2放課後児童健全育成事業等   2 放課後児封建全育成事業等  

（1）都道府県分   （1）都道府県分  

現行のとおり（略）  （略）  

（2）指定都市・中核市分  （2）指定都市・中核市分  

①放課後児童指導員等資質向上事業   ①放課後児童指導員等資質向上事業  

現行のとおり（田討  （略）  

②放課後児封建全育成事業費  ②放課後児童健全育成事業費  

0－19人・一分日払Z50已じL上のゼIl■】▲l■tウうプ＼  ■暮1暮■t≠t●110－19人・職飴色■250B以上の触t牡l■tウラブl  

開 設 状 況  児  1  譜   M 鮫 状 況  児    暮    ■  

…ケラプ各州設日数間君呈詣一酬出晋卜…… 州……孟夏 深         1晴間間般    （■〉（■卜258   （●）（○ト2鮒  抑…＃…クラブ…醐8・開票話芸・酬Wト3…一純朴皆州 男粁  
日  日  鴫 一  職  人    人    人   巳  日  ■ －  ■  人    人    人  

（  岬 Ⅶ）   （  岬 〝l）  
よ爛体暮臼蠣  
岬 一  掃  象 月 8  

陣 － 1雫  
（ 疇 ≠）  t  嶋 ¶）  

日  
r l（）（）  【】（ ‖【）  

日  岬 一  岬  人    人    人   日  日  ■ － 1I  人    人    人  
（  拷 問）   （  ♯ 闇）  
最期体嘉8書  年 月 日   最期体1日讐  

均 一  什  年 月 日  
疇 一  時  

（ 岬 間 〉  （l r ）  l   （ 鴨 間 〉  

日  
【ll）（）  

日  畔 一  晴  人    人    人   日  日  II 一  岬  人    人    人  
（  時 間）   （  岬 巾）  
長期体象日暮  年 月 8   1嘲休▲8事  

■ ～ ll  
年 月 8  

岬 ～  畔  
（ 晴 間）  （）【）（）   （ 書 Ⅶ）   【】l）（）  

… クラブ  か ヵ、簡  …  クラブ 巳 8  、 址 か…、断  （（  ．  

「 に無けるr 「 † 
（注2）「兜1机■の（）内は、■書児血を内■でE入すること，圭†－ r血書l■■りしHn■はH▲■l■蓼■叶ナ人士ふ■仝」ニ∩白lさ｛hト乙ニ′  

（注2）「児ま数」■の（）内は 陣育児傲を内職でた入すること   

F l■暮l■の射■は ●t王■ ▲仕■暮暮重■鑓軸l■■縫一重纏虹tさ■■仁一いよ了♪トナノー 王■■さ■■上rいない▲全下▲1丁‘．た■l■書出止■暮小脆▲出のt■■‖ニ上り  

（浅3）r開設日触加暮対■日■」はr年間開放日蝕」が3008以上の場合即日とすること．また、嬢よ8、よ剛体■日は■、日■及び祝日を疇く）及びクラブ隋股上必事な間断日Ii、暮攣剛毅8   

敷（250日）に含まhているので．対1日数については、開設掃間が靡則8晴間以上のこと．   く注4）鳩鰻B■加嘉対■E書jは峰蘭蘭R8難jが3008以上の1含．知日とすること．また．線嘉日．▲れ休暮日（土■、日■1び祝日を特く）及びクラブ開放上必■な肌断臼は・暮攣開貯日  

【注4）†分罰J■は、年度の途中にクラブを分割ナる（した）場合に○印章付し．分割前の放且汝児暮クラブ名をE入ナること．   ■（250日）に含ま九ているので．対暮自■については、剛毅鴫Ⅶが∫■8■叩以上のこと．  

（注5）「年女途中における新規間投」■は．象正途中にクラブを餅捜で闇貯する嶋舌に○印を付ナること．   （注5）l分¶」■は、年tの違中にクラブを分れする（した）■含に0印を付し、分■前の鰍■■兜暮クラブ名を正人すること．  

（注6）「僻旗間取年月8」■は、（注6）により○を付した囁含にJ相川Ⅷすも（」た）年月日をだ入すること．   （注6）「七度霊中におけ甘腋肌瓢腋川佃．年度遽中にクラブを書観で間数すも■舎に0印を付すること．  

また暮拳縫の∫出については、月割リによリr出とすること．なお†象オ麓中における≠攫Ⅶ枚」する（した）クラブについては、豊年鷹以■1年を■じて鱒絆した■舎に、鵬数日徽事が益攣   （注7）「■蝿M鮫象月8J■は、（注6）に■り0舌付した■倉lこ」k櫨■放する（した）年月日をた入すること．  
間腹臼♯（2508）に濃たないクラブは積れ封書外であるので法王すること．   手た、暮■事の暮出については．月割りにより暮出とすもこと．なお、「象廣一座における♯姓■扱ける（した）クラブについては、饗ヰ鷹以♯一書を通じて爛放した●針二・剛股臼■讐が益鳥  

M投日■（250日】に1たないクラブは書れ対t外であるので注雷ナること．  



改  正  案   現  行   

b■暮事d（l■t蝕20－35人・蘭給巳■250日以上の放■壮児Tウうプ）  b暮暮暮嘘（憬■徽20－35人・好日8250【】以上の■丘址l■暮ク弓プ）  

開設状況   児t最  、・・－  

1岬Ⅶ蘭放   分・深  脈触旗…クラフ名珊…開票呈詣・馴 肌膿M暮クラブ…冊…牌票呈詑Ⅰ醐仙習，＿。…－6…十管用Ⅵ粁  （■I（ 
（■）（■ト之知  址晋ト3…瑚l† ■ト2畑   

日  日岬一掃・  人 人 人   臼  白片－■  人 人 人   
（鴫【れ）  （鴫¶）   
長舟休1日等  年月日  1期休1日事  

鴫一疇   
年月日  

時－1鴨  
（ 時 間）  （ 鴫 脚）  

〔）（） r ）  （）（l（l   
自  白樗一職   人人人  日  日岬一何  人人人  

（叫周）   （岬闇）   

曇れ休暮日専  七月8   岬一鴫  疇一時  
（鴨場） 【）（）（〉  （）l）【l  （疇Ⅶ）  

B 【】鴫一岬  人人人  日 日■－■  人人人  
（精lⅦ）  （疇¶）  

長州休1日書  霊月日  1爛休18攣  年月日  
ヰ一片  糟－■  

’ （■叩） （）（）（ 

合一ナ  ウラフ B 日 址 か… … クラブ B B 嘘 嘘か斯か断 

場lは「 l注1】rl■膿瘍給■■け＃暮Rt＝無けふ1Rの■貯■州hN挿■H‖h日日F】、つ1R■右■量Tl別m曽1u■貪l二∩日暮付ナムニ♪   

r＝手l‖＝■dⅦⅦ掛の立Rく｝l■は け量R■二女什ムーlRのⅦn一円hHけ－≠蔓』壬T hつ一月一象山壬一「l鵬輪‥－1▲■爪土Wヱ‖も■Ⅶ■婁「■▲M墟貯の1血仕■1Rの■舟■  （注2）「児t■」●lの（）内lよ、揮暮兜■寺内■で混入ナること．壬ト「t●霊W尊1，の■は■曽－■塞1■目上L▲L昌一▲l二∩印象付■員r▲  

は2）r児童■」■の（）内は．什苫児蝕室内致でた入すること．  
いなl、壇全丁▲「†霊・■hl■千畑h■暮仏触■dの書○■に上り  

（注3）r開放日■加井村書8■Jは坤間開設日敷」が3∝旧以上の■合．即日とすること．また．捜1日、書嘲体■白（土■、B■及び祝日を曝くほぴクラブ開放上必暮なれ断引i、暮■M数日  
■（250〔川こ食まhているので、対■日数については、蘭鮫鞠間が胃則8晴間以上のこと．  （注4）rl岬8数加事対t日暮」は「攣Ⅶ冊数8れがよ泊8以上の壇含、即日と▼もこと．また．積霊日J■叫慎J＝（土■．8■及び祝日を■くほぴクラブ開杜上必事な¶断8は、i準剛毅日  

（注4）「分罰」■は、年度の逢中にクラブを分割する（した）場合に○印を付し、分割前の放伊撞児暮クラブ名を正人すること・  ■〔250【＝に書手れているので、対■巳■については、間股疇間が粛朋8鴫蘭以上のこと，  

（注5）一年正豊中における折線¶投」暮は，年度途中にクラブを軒規て開腹する増含に○印を付すること．  （注5）「分割J■は．年度の途中にクラブを分事ナる（した）■針＝0印を付し．分¶前の緻拝鑓児暮クうプ名を正人ナること・  

（注6）「斬蹟開没年月8Jl■は．（注6）により○を付した蟻会lこ．斬規蘭放する（した）年月日を正人すること．  （注8）「年度途中における撫檀開放」■は、事鷹巣中にクラブを事填で開放する斗舎lこ0印を付ナること．  

また．暮畏■の∫出については、月網りにより■出とすること．なお、「年度途中における♯規Ⅶ投jする｛した）クラフについては・豊年虞以降一年モ1じて鋼放した媚舎に」腋8日七■が■攣  【注7）l新枕蘭毅年月日」■li、（注8〉により○を付した1舎に、■規開設丁る（した）年月日をE入すること．  

間p日数（250El）に1たないクラフは繊助封■外であるので法王すること．  壬た．1畢■の書出についてIi∴R罰りにより■出とすること．なお、惟計量中における新鶴開放」－る（した）クラブについては・享年廣以托1年を■じて開現した■合lこ・蘭紋日■専が▲攣  
開設日モ（25【〉8）に礪たないクラブは補助対■外であるので注竃すること．  

－70人・蘭lO日放25【）日以上の緻圧繍】斤tノ）弓ブ】   c暮暮暮仙（≠t■36－70人・Ⅶn白欝之508以上の触丘掛l員tクラブ）   

闘没状況 児暮数  ∴l・・・ 

…クラブ各州…呪禁呈菅笠‡酬 丘鴫間開n  珊深  脚……暮クラブ………開票呈苦芸・掛川惰掛1瑚相計管用………蓋鷲貯 （○）（ 

址管ト…8… ■ト之帥   （■）（8ト之抑   

白  日■一疇   人人人  日  8■－岬  人人人  
（廿醐）   （鴫間）   

長期休1日尊  書月日   よ職休養日鶉  
精一  

年月8  
精一畔  

（岬W） （‖（）（）  （鴨川） 【】（）【）  

日 日岬一陣  人人人   日 日■一疇 人人人   
l時IⅥ）   （岬間）   

よ期休稟日響   年月日   最期体霊ロー   
岬一鴫   

年月日  
岬一特   

（時間） （）（）（）   （鴨間） 【l（‖（）   

B E義時一職  人人人   日 日胃一瞬 人人人   
（埼憫）   （鴫間）   

長巾体暮日事   年月8   最期休業日鬱   年月8   

峰－｛   疇一鴫   
（鴫憫） （■間） （）（）【l  t）【）（）  

… クラブ B 日 出血 か…、断 … クラブ 日 日 址 通か…、断 
（ 

l汗11「上比冊Ⅶ柑のⅡR傭l■l±＋爛‖■F‖二よけÅrlRのW給血仙∧t仁一∬右〟iナ ナ，、つ1R一重山王TW掛■ナー一食■爪虚血‡也▲慣■右 rl■肝加蜘の▲h仕£合一は rlRの牡n■   （注2）一児暮散Jl■の【）内は、■暮児散を内■でE入ナること．圭トrlt蕾l■場1・の▲は■は川日日劃十人九j鯛Hこ∩釦書付十島二′－  

（注2）「児i鮭■の（）肉はけ育児触を内散で正人ナる‾と  
（注3）r開設日徽加算対象日蝕」は「年価開設日赦jが即0日以上の場合．即日とすること■また－ほ霊8、農期休■B（土■・日■及び祝日を■く）及びクラブ粥股上必事な¶析日は、暮拳M数日  

敷（Z50日）に含まれているので、対t日数については、開設時間が原岬8疇M以上のこと，  （か）一所鮫白七加暮対t臼血」lよ峰Ⅶ開設日最Jが3008以上の1含，即日とすること．また、繊t8、1爛体■Bし土■、日■及び祝日を■く）及びクラフ開設上必事な開所8は・墓事開放日  

（注4）「分割」爛は．年度の豊中にクラブを分割するルた＝■舎に0印を付し．分割前の敵陣墟児稟クラブ名を妃入すること．  血（Z50【＝ーこ含まれているので、対■日牡については、蘭愴嶋間が傭岬8鴫蘭以上のこと．  

（注5）「年度蔓中における斬娩間や」■は．年度連中にクラブを新規で醐捜する鳩舎に0印を付すること．  （謹5）「分恥■は．年度の途中にクラブを分甘する（した川音に0印を付し、分割前のせ書後児tクラブ毛をR入すること・  

（注6〉r軒規蘭8年月日j♯は、（注6）によリ0を付した鳩舎に、新規間数する（した）年月白をE入すること．  （注8）「年す連中における事醜開拉」l■は．年度途中にクラフを断積で開8する■含に○印を何丁ること．  

また．基準欄の井出については．月富里ノによリー出とすること，なお、咋鷹途中における斬鶴間設∫ナる（した）クラブについては・翌年鷹以坪1年をiじて開設した■含に・開世B徽事が暮鶏  （注7）「新札Ⅶp年月日J■は，（注6）により0を付した■合に、k焼印8する（したI年月8をた入ナること．  

間放日蝕（ヱ50巳）に1たないクラブは欄れ対■外であるので謹書すること．   また、墓華｛のT出についてIi，月計ノにより■出とすること．なお．「牛虎逢中における新鶴椚最」ナる（した）クラブについては．丑年虞以降1年を1じて開致した場合に・開設日微曹が■事  
冊数日数（25（】白）に薫た心いクラブは1助対暮外であるので注暮すること．  



改  正  案  現  行  

’ 蘭怜 セ   ’ 放tl撞1〝■ク‾プ）  

開 設 状 況  児   暮   散  ・  ＝■■－  児    壬    蝕  
年正連中 における  年度途中 における  賽蝿市名   放繹瞳児暮クラブ名                      分椚   

（■）   

稟絶市名  放揮譲児壬クラブ名                     分書I    新規開放  新鶴聞及 年月8  
8   8  l専一1署  人  B   日  岬～岬  人  

（埼閏11  
〔峠間）  

よM休1日讐  年 月  日  最何体1日讐  
均一崎  

年 月  日  
疇一晴  

（ll聞）  
（時¶）  

（）   
日   

r）   

日  時一陣  人  白   目  精一1雪  人  
（晴間）  

〔坤Ⅶ）  

暴れ休蔓自害  年 月  8  
・■＝・  
ヰー岬  

年 月  日  
埼一時  

（晴間）  
（時間）  

（）   
（）   

日   日  剛－II  人  臼   日  精一岬  人  
t晴間〉  

（特冊）  

靂剛体美白専  年 月  8  
・・；  提 月  日  

埼一喝  嶋一時  
（lIlⅥ〉  

（鴨川）  （）   
（）   

人  人  
B   日  かホ  か断  舎 l十   クラブ   日   白  血虚  か吊  か所  

合 l十   クラブ  虚血  且皿  （）   
（）   ＝主‖＝l畔  

（注2）「光量■」■の（）内は、陣事兜廿を内徽でた入丁ること．重た＿ー岬  

（′如）「隅敗日最加膚鋼■日最」は峰≠朋放日数」が300日以上の■合、帥8とすること，また・輝よB・t神体霊日（土■、8■及び祝日を8く）及びクラブ開放上必書な開所白は、■凛W旧ほ  

数（250日）に含まれているので．対■B■については．隋鮫叫Ⅶが欄粥8■間以上のこと．  

（淫5）「分¶」■は、覿鷹の遽中にクラブを分割する（した）場合に○印章付し、分椚≠の触■醜児■クラブ名をた入ナること・  

（注8）「年度途中における新規開設」■は、年度さ中にクラブを斬燥でⅦ蝕する■含に○印を何すること．  

（淫7）「飯燥開放年月日」■は、（注6〉によリ0を付した場合に」相川柑する（した）年月8を記入すること．  

また、基畢qの暮出については，月れりによリー出とすること．なお．「象オ途中■こおける新規闇毅Jする（したけラフについては・翌年鷹以降1年を且じて蘭放した1含l二・れ設日蝕等が基準  
関数□■t250日）に遍たないクラブは補助封書外であるので注モーること。  

MM⊥t岨」此山 
（注2）「児壬廿」■の（〉内は、陣亨児敷を内敵でた入すること。  

（浅3）「開放日数加算対t日蝕」は「年間開設日散」が卸88以上の叫合．即日とすること．壬た」諷薫臼∴打腋沐▲日（土■・8■及び祝日を畔く）及びクラブ隋拉上必■な開所白は・墓■叩段目  

徴（250日）に含まれているので∴対■日数については．蘭拉時間が原則8晴¶以上のこと。  

（注4）「分軌♯li、年債の途中にクラブを分割するルた）■合に○印を付し、分利罰の放は吐児圭クラブ名を記入ナること・  

（注5）「年覆途中における斬規朋凱■は、年度途中にクラブを新枕で開設する鳩舎に○印を付すること．  

（ユ6）ー新規開放年月日」■は、（注6）により○を付した壌含に、新枕開放する（した）年月日をだ入すること．  

また、基準欄の井出については、月割りにより算出とすること．なお、「年度途中における斬細開放」する（した〉クラブについては・翌年度以書1年を通じて開設L・た鳩舎に、開設日数等が暮鶏  
開設巳敷（Z50日）に満たないクラブは補助粥t外であるので浅手すること。  

手蔓婁鑓（児  

開設状況  児   童   数  分割  

雫俺市名   

白  」：＝二  人   人   人  
（時間）  
長期休♯日等  

隋～時  
r曲闇1  

日  ：・＝【  人   人   人  
（時間）  
最期休業日零  

時一時  
（藤間1  

日  ここ ＝  人  人  人  
（時間）  
最期休業日等  

曙一時  
Jl曇lⅥ）   

人   人   人   
合 計   クラブ  出血  か所   

事業事績（児  

開設状況  児   暮   数  

実施市名   
分割  

日  曙一時  人   人   人  
（時間）  
最期休業日等  

帰一時  
〔はⅦ）  

日  時一時  人   人   人  
（時間）  
最期休業日等  

時一時  
（由I旧）  

日  曙～時  人  人  人  
（時間）  
長期休某日等  

時一時  
r白書憬1   

人   人   人   
合  一十   クラブ  塗盟  か所   

1 

僅墓ミF棺円肝弧苦だ鼎gたm配品洗眼柑斯現敲号習！E   〔塁1辻旦些■卑¢干巳分」■は．書暮8における「1日の■Mが8■l■f■1て・かつ1創■暮11て■【■Lた■書い  

畔 （注2）「分軌欄は、年度の途中にクラブを分割する（した）場合に○印を付し、分割前の放詳後児iクラブ名をた入すること8  



改  正  案   現  行  

f】n■義蛾Ii数轄■（a－tのt十）  

実施か所敷  児    工    数  
開設日歓  

純市名 a b c  詣加詑－1周年小錦 計 管  d 霜。  
人    人    人  

（）（）（）  

r；書1）r！■條か再i緻Il■のrllねはt縫WMtくH■lこ∩自】右『入l＿トか声帯数多内勤で＿rl肉は．I仇蜘咤‖覿旭1の射t．レなるウうプの升＼所散右  

（注2）「間取日数加嘉封書日蝕」■は、開設日数加算の対■となる日数の総故を記入すること。  

（注3）「児量数」l■の（）内は、陣亨児数を内数で記入すること。壬ト「吐暮唄場入lの一■は随一l胃右尊け1九息量■ヰにか露■妄1巨人1ト乙ごっ㌧  

実施市町村勤 児童数  

1－3年4－6年貫十  

人人人  

（）（）（）  

（注1）「開放日数加算対象日数」欄は、開披日数加算の対象となる日数の総数を妃入すること。  

（注2）「児童数」欄の（）内は、障害児数を内勤で記入すること。  

③放課後子ども環境整備事業費  ③放課後子ども掃開業費  

現行のとおり（田割  （略）  

④放課後児童クラブ支援事業費  ④放課後児童クラブ支援事業費  

aボランティア派遣事業   aボランティア派遣事業  

現行のとおり（田討   （略）  



改  正  案  現  行  

b放課後子どもプラン実施支援等事業  

現行のとおり（田鉛  

b放課後子どもプラン実施支陵等事業  

（略）  

c放課後児童の衛生・安全対策事業  

現行のとおり（略）  

c放課後児童の衛生・安全対策事業  

（略）   

d障害児受入推進事業  

正且且五   
会血  止圭          貪址   

1寓℡「出力く ！F閂l一触It彿牌青々うっに；病；瞥  

血走   2触！捜手鼻促音クラブが雇用l一その曹用を市■一書寸が 萎！手書′l，T古Hl  
3鮒！一緒I胃昔々ラフが■用Ⅰ＿当！法治5▲畠に係る繰  

穏多雨■r村が補助  

1市■「ホナが管用L．触月柑‖計iウラブに価柑  

ホh吊  

□Jユ五   2触煙鎗l膚昔々うプが■繹Il＿子の■用妄語J「 魯l手書′l．‾「古津  
3鮒ほ‡重唱書りうプが官用【．当怯指i▲占に係る繰  
替を市■「村が繊助  

1市計‾ホヤカく書用l＿放l雪踏闇書りうブに濾；e  

2■馳虻日豊明月トケ弓づ虻り■犀l．阜の曹月】を舌℡†1寸力く  盆放  
「粛月打‡寸勤   ）  参拝書ナト丁‾古川  

3納tt臨旧昔々うづ｛くF円l．当三方1告i■■l二僅点線  

せ多薦■r】Hが‡▲財l   

注2）当叩、った  



改  正  現  行  

（3）市町村分   （3）市町村分  

①放課後児童健全育成事業費   ①放課後児童健全育成事業費  

■ ■川r■沌■（岬 l■10・－19人・MlO日も250日山ヒの触仕掛貯tウ1ブ）   

開 設 状 況  児   暮   ■   ＝・・・  ■ ■暮暮」廿（甘 ■11】－1！I▲－Wt08 25D8山トの繍コ1嘉l胃■ウ1づ〕                                 ■■■遭■■■コ■■■コ  

州 豊  
脚村＝附クラブ＝棚拉8競闘賢呈雷芸∫ 帖剛出豊1－……十  脚欄……暮”プ…棚…川君呈雷雲一 柳瑚畳ト。…－√「庵中畑器」讐     （●〉（■ト2知  

日  日 疇一 鴫  人  人  人  日  日 ヰ一 輪  人  人  人  
（lI〝l〉  （岬間）  

lキー 衿   

f   l一 冊）  f     （  〉     ）   
（ R 佃）  

日  【l（）  8 q－ ■  人  日  日 嶋－I亨  
（l尋問1  （鴫rれ）  人  人  人  

■ －  ■   
ま対陣事巳事  

II － 1曝  
年 月 8  

（  ■ W）  

8  
日 ■－ q  （ ） （ ） r ）   人  人  人  （ 嶋 蘭）   

日  8  胃 －  ■  （）（】 〕  
（■Ⅶ）  （■W）  人    人    人  
■M休義日事  

鴫一鴫  象月日   
（書■Ⅶ）  （〕（）（）  （RⅦ〉 （）ー）l  

…  ク，ブ  白  日 ／ 姐址【人∴： か所か所  … ク，ブ  

日  
日  日 適 通か所用 

日鴫一掃   （■間）  人 人 人  日  日   人  
（ ■間〉  

■一 ■  
一 曲Ⅳl】  〉（）〔）   日  人    人    人   （ 鴫 肘）  

日  中 一  野  】（  

（■間〉 最期体事日事  年 月 B   
日  8 胃一 疇  

（l書Ⅳll  人  人  人  
鴫 一 鴨  

、   ‘l  

日  ll－1零  
日 疇－ ■  （RJⅥ）  人  人  人  （｛間 

8  
日 鴨－1書  （〉†）（  
（特研  人  人  人  

鱒一時  一 冊 1  r  l （ ） J   1糊休義日事  

■－■  
年 月 日  

… クラフ 臼 B 規塊 か所か所 （胃醐） ）【1  
人 

人 ・・† ク，フ 

8 B 
B B 出 出か所か耕 

．】 ク，プ か所か所 ．． 

√ ■ 人 
（三士11h■■㍍WlOの平日く｝L■け霊●■RにおけもrlRの蘭l曾】▲仙九一点bⅦ主城主▼＜、つ1■t■暮暮■■Tl肌妃一員l■義一の】EW一触■蘭l■象「■■岨▲別○の■■刑1■hllHrTIRの岨lO■■  （町， ク，プ 巳 巳 出 出か所か所 

－ 
（注2）ー児t■」l■の（】内は．■書児歓を内杜で記入すること，   二お来 l≡書1汗■l■∬出檜Il■仕1■■1‖日IRの肝lO■〟皿帖■欄i▲di れ、つ1A瞼象■■丁肌蛤ナよ止仝lニ（「Fn嘉何十員r′  

（淫3）「開設日■加∫対t8■Jは「年間開披6機Jがコ00日以上の場合．印日とナること．また、櫻■巳、1剛体嘉8（土巧．日■及び祝8主書く）五びクつプ帆投上必tな購ポ巳は．よ畢鵬鰍白   （5王2）「児■t」l■の（〉内は．■書児■を内暮で記入ナること．fト r■暮卿●1・の■l士■暮■さ●什1ムA止▲巨∩印象付t且こ」  

牡【250日）に曽蒙れているので、対18散については、師鮫れIⅥが膚舶8闊Ⅶ以上のこと．   ＼むLl i6tlさ ‖霊11■l■l■JHH■は ■t■■■ ▲一▲t■量▲王■■ 姓tll■■暮暮■王暮IJ】■書声扁l▲lTいょニ♪ト†ヱト 重l■l■i■il▲iTll■▲丁・▲〔Tt．■■▲ 町t錮l轟ポIl■■knt9暮l二上L」  

（漣4〉r分≠」l■は．年度の逃中にクラブを分¶丁る（したり■含に○叩き付し．分¶前の機才鎗児1クラブもをた入ナもこと．   

（浅5）ー年虞■中におけ引附則剛軋■は、年鷹連中にクウプを新川で叩給ナる場合に○【咤付丁ること．   （注ヰ〉「閥挽巳緻加暮対■8■」は「年間帆絵白■Jが300甘以上の鳩舎、畑8とすること．また．櫻靡巳．事岬牡t日し土■、8■及び祝8手職く）1ぴクラブ開披上必事な閉所8」i．暮掌間険8  

（注6）ーホ鶴川駿ヰ月日」■は．（潅6）に上り○を付した場合に．野川間没するルた）年月日を℡入丁ること．   ■（250日〉に禽f九ているので、劉●8■lニついては．聞腋■吼帆札町卯州机上のこと．  

fた、基準■の暮出については∴月一往により■出と丁ること．なお．「年丘遽中における廿且鯛飯ける（した〉クつプについては∴■ヰ虞烏托1年き毒じて帆鮫した場合に、仰般B■事が■■   

聞般8■（2さOl］）lこ濡たないクラブは補助対暮外であるので注暮すること．   

（三重5）「分¶」l■は．年tの嚢中にクラブを分¶丁るルた）場合lニ0印書付し．分¶前の放課暮兜量クラブ毛をた入丁ること，  

（5主6）ー年度途中におけも断隕W担」l■は．葦鷹途中にクワプ亡新嬢で闇鮫ナる■舎に0印を付ナること．  

（ノ主7）「ホ醜聞往年月8J柵は．（注8）によリ0善付した1今に．斬鷹M鮫ナる（した〉年月B青だ人丁ること．  

また、曇攣はの■出については、月れりによリー出とすること．なお、「ヰ鷹i中における新規蘭勘丁るしした〉クラブについてlま，里中鷹以■1年吾iじて蘭拉した場合に．帥絵日書事が墓場  

帥鮫8■（250日‖こ濃たないクラブは縞勅封■外であもので注暮ナること．  



b】■暮暮はり  

l  

t■20－35人・■静   

児   童   蝕  」■■－ －  l   兜   t   散  
★穐ホ巾村名  鼻疇  車虎連中 分割における   年度社中 にける  

‡●‡  
里且丘   ■t■■  ＋■†   

旭丘瞼児暮クラブ毛   
日   日II一時  人  臼   日  岬～■  

（嶋間）  
人  

（疇間）  
鼻¶体集8専  年 月 8  

最期休纂臼事  
■十■  年 月  日  

岬一陣  
（疇間）  （J   

t麟僻）  
日   

しl   

日  q～l■  人  日   日  lI－q  
（岬蘭）  t晴間）  

農耕休薫日事  年 月 8  
▼、●＝  

■－岬  
年 月 日  

！  

（岬間）  i〕   
（■蘭）  

E   8  ■l～l■  

l鴫蘭）  
1岬休嘉日事  年 月 日  年 月 8  

疇一岬  
（疇佃）  【）   

／ハ 折   クラブ   日  8  乱盟  か断  か・  小 針   む丘  か断  か断  
（）   （）   

日   日  ■－一l可  目   日  lI－■  
t疇朋）  （■聞）  
■耕休稟8書  年 月 8  

t剛体賽日■  

疇一輝  年 月  日  
■－■  

（叫間）  （ ）   t■蘭）  （）  （ ）   

8   臼  l零■、■▼  人  日   日  ■、  人  
（時間）  （吋瑚〕  
最期休霊8讐  キ 月 日  よ対休■日書  

■一埼  年 月 8  

疇一時  
く晴間J  〔晴間〉  【l   

日   日  叩一時  ロ   日   8  胃一群  
（埼r椚〕  （晴Nl）  
よ劇休嘉日■  年 月 巳  よ無休霊8事  

＝ ＝  
年 月 日  

疇一喝  
（鴫間）  （）   （縛間  （ I   

人  
小 ■ト  クラブ  日   日  拉皿  且正   か靡   か断  小 計   クうブ   日   日  一色丘   血丘  か断  か■i  

（）   l  ）   （l   

人  
日   8  

合 計  人  
虚血  か断  （1小町何   クラブ   臼   巳  血丘  止血  か断  か輝  

（）   （）   

「 ▲ r汗11＝■■l相川■tl爪立R小11■はl■義R卜火什ムーlRの山一d．Ⅳlh16■■lヨ£細iT ∧、1 ■■■主▲壬－rlbIOナス1■1■l爪■和l】■h■▲l■■さ†▲dllⅦ血■の1】■t量■⇔lは rlRの山一■dl  

W力檎細事」甘ir〟l■ナ．黒土■身lの】F朋】■上l」さ州別■右pl寸■る＝′  （注Z）ー児1凱■の（）内は．■書児鴨を内敷でた人ナること．重ト「廿暮■■●1・の■は什t■■書●【十人h息■▲，二nh＄付ナエニ⊥  

（注2）「児エー」I■の（）内は 陣書児♯を内救で記入ナること  

（注3）rll腋引削り川暮日廿」は「年珊開設日や」が3即日以上のt合．聞日とすもこと．暮た、捜義日、暮榊陣幕白（土■、日■及び祝8を陣く）及びクラブ■最上必暮な巾ホBは、暮峯嘲敵B  

汝（2508）に富ま九ているので．対象日数lこついては、開放時瑚が傭■18｛隅以上のこと．  劃鮎過＆出品」                    （注4）「Il貯日義加■銅■臼■」はー年¶Mせ日数」がユ∞巳以上の■含．知8とすること．また．捜1巳．■欄休暮巳は■．日■及び祝日舎持く）及びクラブれ放上必■な■簡日は、暮濃R数日  
t注4）一分欄」¶は、年度の途中l＝クラブを分甘するルた）増倉に○印を付し、分割罰の根J捜児tクラブ毛をた入↑ること．  徽（250日）に倉≠れていもので、封18故については．■敦嶋Ⅶが群M8疇間以上のこと、  

（注5）「年度逢中における断t隅貯」l｝は、年度連中にクラブを断炊で剛毅する■倉にO官権付すること．  （注5）「～〉割」■l壬、年女の途中にクラブを分割ナるルた）■含に○印書付し．分紺の慮疇仕児暮クラブ毒舌丘入ナること．  

（注6）「脆性綱8年月日」■は、l注6）により○を付Lた■倉に、隷醜聞数十る（Lた）年月日をた入すること．  （注6）「年度社中における畿1円緻J■は．年度途中にクラブを♯現で■静丁る■倉に○印喜付すること．  

壬た．▲撫鵬の暮出l＝ついては．月朴ノlこより算出とすること．なお、「年虎■中における♯脚敦」するルた）ケラプについては．！年度錘1年を■い欄膿Lた■倉lこ．鵬農日■■が嘉掌  （注7）†附耶帽堰和則I■は．＝王6）により○を付した■創こ、書朝敵ナるルた）年月日をた入ナること．  

開設日書（250日）に＃たないクラブはM助詞暮外であるので法王ナること．  暮た、暮事瞥の暮出†＝ついては、月射りに▲リ■出とナること．なお、rヰ鷹■中における■痍欄農ノーるルた）クラブについてIi．丑年鷹以■1年を■じて■捜した■倉l二．陣駄目数事が■準   

円盤日■（250【‖に濃たないクラブは川助対1外であるので立憲すること．  



改  正   案   現  行   

G■暮暮止川r■■38－70▲・山お ●250巳以上の■はひ廿tノ〉うプl   

状 t 
亡▲■暮■【■t■ユ長一70▲・■■ ■28d8山上血書■暮■tウうプ）   

分■ ■■憬t   ★ ■ ■  
脚舶…醐珊讐日一≠・闇 1－a雫什 憲1響  ■脚……暮”プ…椚・■苦措－．…甘，朝川什管分・；憲… Ⅵ瞥   （■）（■ト2軸   

日  8  ■ －  ■  （  ql■l   人    人    人   日  日  ■ 一  
（  ■ ■）   

人    人    人  

（ 疇 疇）  ll11【l   （ ■ M）  
日  日  II －  岬  

t － t － r ）  
（  叫 両）   人    人    人   日  日  ■ 一  

（  ■ 僧 〉   

l ■間）  （】（）（】   （ ■ 疇）   
日  日  ■ 一  人    人    人   （）l）（）  

（  ■ 間）   
巳  a  ■ 一  人    人  

（  ■l■）   

（ 疇 闊I  lll） － 】   l ■ ¶）  （】（l（】   

…  クラブ  白  日  亜埋 川 か・か・  …  ク，プ   日  日  、 涌 か腰  
日  日l■一  人  人  人  白  8 ■・一  

（ ■闇）  
人  人  人  

t ●■）   
点燥ロ  ー月 日   

L  ■間）  l）l）（】   （ ■鵬I  
日  日  ■ －  ■  人    人    人   t）l）【）  

（疇l『〉  
日  日  ■ －  ■  人     人     人  

l■碑）  
▲体8  雫月日   

l 書 簡I  
日  ll【）ll   

8  ■ －  ■  
（ ■ 疇）   l ゝ t － t ）  

Cn  
人    人    人   

l嶋帆）  
日  8  ■ 一  人    人    人  

l●■1  

（ ■ 屑）  t ll）l）   （ ■ M）  l） t l【l   
…  クラブ   8   8  岨亜 か靡 か輝 か†  …  クラブ   

（．  
8   日  墟 か靡 か斤  

（， クラブ  8  8  出血 か靡 か・か・ 
（， ク，プ  日  日 嘘 痛か断  

「 く《■暮†加il鶴主 I 

」■l轟tÅ■山一l＄細iTl■l■ナ■．】■▲lの量」Ⅶ皿蝕l暮lⅦ】■さ■りいrふニ♪＿  
（注2〉「先ttJ■のl】内は．■雷鷺■を内■で七人ナ阜こと．雷トr 

（法2）一光工■」l■の（）内は、■暮光■を内書で正人ナること．   い▲ニーナ←lJ いむい 
（蓮3）りl数日ホ加暮対暮日t」はr■隕■最巳れ1がユ肌色以上の■食，馳巳とすること．壬た．サ暮B．1蝿陣纂∈＝土■．8■及び祝日を書く）1ぴクラブ■故上必蔓な■断馴士、暮暮■欝日  

に上り  
七（2508）に曽事れているので，対象日■については．爛放疇仰が慮■は岬間以上のこと．   

（注ケ汗分欄」■は，■慮の■中にクラブを分割ナるルた）■食lこ0印を付し、分割仰のは｝墟児1クラブ名をた入すること．   
（注ヰ）r■■B■血■対象8書Jは「書闘■書戸■」がよP日以上の■倉、知日とナること．雷た、繚嘉8、1■体暮8（土■、8■1び薇日書■く〉よぴケラプ■最上必■な■靡巳ば、暮■■88  

（珪S）「年度連中における♯1■敵J蠣は．筆立豊中にクラブを■tで岬8ナる■tに○印を情丁ること．   
■ほ508）に食事れていもので．州暮8■については、ヽ■■t■が■■8■M以上のこと．  

l注ち）ー織■p事月日」■lは、t注6）によリ0を付した■倉に．輌儀H放ナる（した〉年月8を上人ナること．   
（擾5】r分■l■は、■靡の■lHこクラブ亡分■ナる（した〉■倉に0印を付し、分¶tの軟■徽寛暮クラブ鴨fE入ナること．  

また．嘉事且の書出については、月■りにより■出とすること．なお．ー雫正■中における書九円最」ナる（Lたトクラブについては．1事t以■l事電■じて■放した■倉に．■t日■■が暮攣   （逢6）r書虞逢中におけ£書1■汝」l■は．隼よ▲中にクラブを…で■pTる■倉に○印書付ナもこと．  

■敷8■1250巳）に■たないクラブは細れ珂■外であるので注暮ナること．   
は7Ir書1■書■月日J■は、lま6】に■り0書付した■禽に、■■■tすもくした）t月8t■入すもこと．  

暮た．暮事■の書出については．月事りにより書出とナること．なお、「t虞ヰ中におけ棚暮■■Jナる（した）クラブについては、t事女u■1書を■じて■■した■倉l＝．■瞥B書■が暮■  
R■日義（2808〉に濃たないクラブはIlれ胃■れであるので珪暮すること．  



人以上 ■甘8■25【】以上の■l■吐慎1■クラブ  

、  ■   ▲  t    t    ●  
、、・・・  

鼻疇  キ正書中 における  攣鷹き中 における  

賽梅ホ¶村名  触■撞児暮クラブ毛  里且怠   Jこl‘   （■）   

1t｛■r†書名  醜■檎北暮クラブ名                          分■    撫l■M敦    慮 8  

日  日  人  臼   8  ■～  

（疇簡）  
人  

（疇闇）  
曇糾体▲甘事  事 月 日  1剛体事8▼  

疇－■  
B  

岬～ヰ  
一時間）  【岬仰）  

日  
（）   

（）   

ヨ   人  8   日  ■－疇  人  
（晴間）  （嶋間）  
■■叶■8事  事 月 日  暮沖＝■義【■  

叫－■  
日  

疇一岬  
（lIlⅦ  （）   

lll間】     （J   
8   白  lt－II  人  日   自  ■～lI  

l疇′疇）  
l＋＋lIl■】  

農期休暮日事  ■ 月 日  ♯■体暮日■  
■－  

日  
疇一疇  

l特価）  （）   
（■M〉  l）   

人  
小 t†   ウラブ   巳   白  カ、■F  か■戸  

小 計   クラブ   日   8  血丘  か■‡  か靡  
t）   

日   人  日   日  ■′・・■  
（J   

8  lI～R  
人  

（l雫一句）  
（叶両）  

轟沖＝木霊日暮  事 月 日  1■韓」l日■  

■一書  B  

疇一綺  
（す向）  （）   

★●■十     （）   
日   甘  lI～■  人  日   日  ■一－1■  

（岬洞）  （岬闊）  
貞パ嘲体薫日事  事 月 白  鼻■燥霊日事  

岬一特  疇一疇  
（鴫吼）  （叫間）  

日   l）  
ll   

日  q一瞬  人  8   日  ■－■  人  
（l雫l司）  

（岬両）  
曇れ休暮白■  事 員 日  1れ休嘉巳■  

■－■  lI－1徽  
（lIl句  【■爛）  

l）   
（）   

人  人  
小 が   クラブ   日   日  か断  かl斤  J‡＼ 什   クラブ   日   日  か■F  カヽ■F  

【）   （】   

人  
B   日  書It  合l†  

（I‖巾軋   クラブ  邑皿  慮血  か■i  か■  （¶■r輔）   クラブ   日   日  か爬  血、断  

（）   
（）   

‖fll＝ における1 I I 

（注2）l兜暮徽J■のl）内は、■書児■盲内■でE入ナること．妻トl■tl■■1－の■l士■雷■事●什1hふ蟻▲ヒ∩履は欄fよ√⊥  

（注2）「児t■」l■の（）内は 陣t兜■を内■でた人事ること  
〃事3）】■l■」■の封▲I士l■■事▲」■l暮▲暮暮霊l■l▲tll■t曇▲暮王▲■暮さl■義■lTい息r♪トナご】11■t■象■l■lTいなLり■▲や■117‾l．■l■囁■■墟■暮〃ゝがl▲■l  

（注3）ー粥設8サ加1対■日中jは「雫㈹綱毅日勤が抑日以上の■倉．沌日とナること．また．糧霊日、曇蜘体義日【土曜、8曝及び祝日舌■く〉及びクラブ｛汝上必■な■市日は、▲畢■数日  

散（250日）に古妻れているので 対暮8最については．職p岬間が札■は疇Ⅷ岨上のこと、  
（注●）l■■日■血書対暮8■」はー事≠■汝8■Jが珊8以上の■倉．聞日と丁ること．手た．け■巳．■｛休嘉【＝土t、日■及び欄月毛■く）1ぴクラブM故上必■な■簡8は  

（迂4）「分椚J■は．キ魔の■中にクラブを分割する〔しr－）■倉に○印を付し 釧‖相場■♯児暮クラブ名著た人ナること．  
■（2与0日）l＝雷まれているので、珂■白書についてlま、■緻欄爛ほM‖仰■聞以上のこと．  

（注引「年度■中における★糧開放」欄は．年度途中にクラブを甑1で開放ナる■倉lこ○印を付すること．  
（注5）「分＃J■は．零度のさ中にクラブを分♯ナるlした）■倉に0印書付し．分■■の■■■兜暮クラブ毛看た入丁もこと．  

（注6）r♯1円数年月8」l■は（注6）l＝より○を付した■合lこ．蠣欄川椚腋ナる＝」）年月日をた入ナること．  
l注8）一事鷹姓中における■t■農j構は、キ■士中にクラブを織で■pTる■倉に0印書何丁ること．  

また．暮霊疇の書出については．月割りによリT出とナること．なお、一年覆i中における♯t■詮」ナるルた）クラブについては、■雷■以■1年を1じてⅦ蝕した■合に、Mp自書■が暮鶏  （注7）l蠣脚数年月8J■は、【注8）により○書付した■倉に、■れ■丘丁射した）■月日蟹t入丁ること．  

M紋日■（Z50E‖lこ■たないクラブは神助対1外であるので迂壬ーること．  
雄  

離農唱■（2508）にメたないクラブは榊∬対1外であるので謹書ナもこと．  



改  正  現  行   

20人じ1上・†現地白畿200－24さ日の蝕触緩慢tウうプ）  
開放状況  児量敷  ○暮t■書rl員■書20▲以上・∬鰍日蝕ZOO一之ヰ9日の鐘慮繍児暮クうプl  

間独状況  兜1t  畑  
実析輔亀敏楓後見1クラブ名鯛開放8致闇糾問習1→3年4一昨針 分割  細市晰名膿繍児霊クラブ名年棚即・開桝筒管ト3年4一昨I†   

日韓～   人 人 人  
（時間）  

8■一輝  人 人 人  
最期休業8専  （疇間）  

鴫一疇  ■剛体義8事  
■－鴨   

8胃一喝  人 人 人  
（縛lⅥ）  B■－■  人人人  
轟剛体薫日事  （lI間）  

隋一噌  1剛体井口讐  
疇－  

日R一句  人 人 人  
（時間）  81＋l■－1一  

人人人  
1期休霊日事  

鴫一鴫  よ期体義臼尊 l書－■  

人 人 人  1   

什  クラブ  雌  か顆  人  人  
小 針  クラブ  血盟  か稀   

日l署一瞬  人 人 人  
（拷問）  B胃－■  人 人 人  
1期休業8専  （韓間）  

ヰ一喝   t■体■＝ヨ■ 疇－   

一［  

日韓一鴫  人人人  〔  
（時間）  日韓－■ 人人人  
農相＝ホ暮［事  （鴨I『）  

時一疇  事欺体薫日専 精一鴫  

日時一陣  人人人  
（鴫間）  B■一  人人人  
1袖休纂甘事  （峰岡）  

疇一時  
111bl  t期＝体l＝ヨ■ 鴫一疇  

人人人  
小計 クラブ   員且  か断  人人人  

小鮒 クラブ  か賄  
人人人  

クラブ   幽  か断  人人人  
（，  （， 

か斬   

（汗1‖1■■廿日lOの平日⇔l鳥は柑■日における「1日の隙什は甘が6熟暦事細貢丁 かつ1R■霹織貞丁膿粋Lト壇倉】の立間平地■∬■   

王妃ム土左J」 （注2）r分割J■l土、年度の途中にクラブを分割ナる（した）叫含に○印を付し、分割前の放書換几暮クラ7毛を記入すること．   



f 事業案織 総括養（a－eの書十）   
実施か所叡  児   童   数   

■lI蔓 ヽ   実竺醐∂L一3年年十 

内勤でl戸入すること（   

（：手1け塞1蔽か諸掛11舶の（】内は罵【践閻隠i甘l偏に∩臼】妄I戸入l一トか所勤妄内勤で「11札止加給口数加宣の対生′なるクラブのか所軌を   

（注2）「開設日蝕加算対象日数」‡閑は、即位日蝕加算の対象となる目数の総数を記入すること。  

（注3）「児童欄り欄の（）内は、障害児敷を内勤で妃入すること。壬た＿「瞳￥促せ入」の糧は吐露児多せけ入九る壇禽lこか詐軌を厭入するこ′＿  

実施市町村数児童数 1～3年4～6年計 人人人 （）（）（）  

（注1）「開設日散加算対象日数」榔は、開設日数加償の対象となる日数の総数を記入すること。  

（注2）「児童数」偶の（）内は、障害児数を内数で記入すること。  

②放課後子ども環境整備事業費  ②放課後子ども環境整備事業費   

現行のとおり（略）  （略）  

③放課後児童クラブ支援事業費  ③放課後児童クラブ支援事業費   

aボランティア派遣事業   aボランティア派遣事業   

現行のとおり（略）  （略）  

b放課後子どもプラン実施支援等事業  b放課後子どもプラン実施支援等事業   

現行のとおり（略）   （略）  



改  正  案   現  行   

c放課後児童の衛生・安全対策事業   c放課後児童の衛生・安全対策事業   

現行めとおり押掛  （略）  

d障害児受入推進事業  

弧i 血騰 
址鮨  

皿壷 

1而■「射がt■月弓l愉l■1暮l■青々弓プに崩は  

□皿2盟墓室澄志朗1子のi緬i指く  
3愉l■l嘉l計■ケヲブが 

1禽℡†鮒〟t現し1ねt■1暮曙tウうづに一点檀  

■tl，うづが■田1手の●用さ市町村が  全社  
血＿＿．＿⊥＿」型⊆皇些≦茎些 3触王■竃嘉I別■ウライ轟く■円仁虫Ii‡岳j■■にl王る8  

（ミキ11rl騰i■■の】Ft‾舞注t鑓t士t暮当‾事もt良一一打患に0をすること＿  

（簿ク）当11仕度にE■暮隈の啓入右手雷l．Tいト〟やれ燻1■ない暮書■に上り銭1がlにl■暮l胃力tウ弓プ募力l田IJ上人、「ナー1■禽は■嘉】■に手の  

理由皇妃▲土塁こ上．＿  

別紙様式6  男Ij紙様式6   

現行のとおり（略）  （田鉛  

別紙様式7  別紙様式7   

現行のとおり（四討  （略）  

別紙様式8  別紙様式8   

現行のとおり（略）   （略）  



（別紙）  児童厚生施設等整備費交付要綱新旧対照表  

現  行  改  正  後  

別 紙  

児童厚生施設等整備費交付要綱   

（通 則）  

1．児童厚生施設等整備費の国庫補助については、予算の範囲内にお  
いて交付するものとし、法令又は予算の定めるところに従い補助金  
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第17  
9号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令  
（昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。）及  

び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年厚生省・労働省令  
第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。   

（交付の目的）   

2．この補助金は、児童手当法（昭和46年法律第73号）第29条  
の2に規定する児童育成事業として、児童厚生施設等の整備の促進  
を図ることにより児童の福祉の増進に資することを交付の目的とす  
る。   

（定 義）   

3．この要綱において「児童厚生施設等」とは、次に掲げるものをい  
。   

（1）平成2年8月7日厚生省発児第123号本職通知の別紙「児童  
館の設置運営要綱」（以下「設置運営要綱」という。）の第2か  
ら第4に定める小型児童館、児童センター（大型児童センターを  
含む。以下同じ。）及び大型児童館（「C型児童館」を除く。以  
下同じ。）。   

（2）平成19年3月30日18文科生第587号・雇児発第0330039号  
文部科学省生涯学習政策局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局  
長連名通知の別添2「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づ  
く事業（以下「放課後児童健全育成事業」という。）を実施する  
ための施設（以下「放課後児童クラブ室」という。）。  

4．この要綱において「施設整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲  
げる整備内容をいう。   

児童厚生施設等整備費交付要綱  

（通則）  

1．（略）  

（交付の目的）  

2．（略）  

（定 義）  

3，この要綱において「児童厚生施設等」とは、次に掲げるものをい  
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4．（略）  



改  正  後  現  行  

整備区分   整  備  内  容  整傭区分   整  備  内  容  

創 設  創  設  新たに施設を整備すること。  
ただし、小型児童館及び児童センター（大型児童セン  改  築  既存施設の改築整備をすること。  
ターを除く。）においては、年長児重用整備を伴う整  拡 張  
備をすること。  

改 
延面積の増加を図る整備をすること  

築  （2）既設の小型児童館及び児童センタ十において  
ただし、小型児童館及び児童センタ ー（大型児童セン  放課後児童健全育成事業を実施するため、延面積の  
ターを除く。）においては、年長児童用整備を伴う整  増加を図る整備をすること。  
備をすること。  （3）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  

拡 張  ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  
延面積の増加を図る整備をすること。  既存施設の延面積の増加を図る整備をすること  

（2）既設の／ト型児童館及び児童センターにおいて、  大規模修繕   

放課後児童健全育成事業を実施するため、延面積の  08号厚生省児童家庭局長通知「児童厚生施設整備  
増加を図る整備をすること。  における大規模修繕等の取扱いについて（以下「通  

（3）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  知」という。）」により整備すること。  
ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  （2）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  
既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。  ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  

大規模修繕   上記通知による整備をすること。  
08号厚生省児童家庭局長通知「児童厚生施設整備  
における大規模修繕等の取扱いについて（以下「通  
知」という。）」により整備すること。  

（2）既設の小型児童館及び児童センター（大型児童セ  
ンターを除く。）において、年長児童用整備を伴う  
上記通知による整備をすること。  

（交付の対象）  （交付の対象）  
5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  5．この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  
（1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備  （1）設置運営要綱に基づき都道府県が設置する大型児童館の施設整備  
（2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  （2）設置運営要綱に基づき指定都市及び中核市が設置するB型児童  

館、小型児童館、児童センター及び3の（2）に定める放課後児  館、小型児童館及び児童センターの施設整備  
童クラブ室の創設のための施設整備  

（3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  （3）設置運営要綱に基づき市町村（特別区を含み指定都市及び中核  
市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  市を除く。以下同じ。）が設置するB型児童館、小型児童館及び  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  児童センターの施設整備に対し、都道府県が行う補助  
ための施設整備に対し、都道府県が行う補助  

（4「設置運営要綱に基づき社会福祉法人及び民法（明治29年法律  （4）設置運営要綱に基づき社会福祉法人及び民法（明治29年法律  
第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「社会福  第89号）第34条の規定により設立された法人（以下「社会福  
祉法人等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館、児  祉法人等」という。）が設置するB型児童館、小型児童館及び児  
童センター及び3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創設の  童センターの施設整備に対し、都道府県、指定都市又は中核市カ  
ための施設整備に対し、都道府県、指定都市又は甲核市が行う補 ‾  
蘭  

行う補助   

の
N
 
 
 



改  正  後   現  行   

（5）その他厚生労働大臣が特に必要と認める児童厚生施設等の施設   （5）指定都市及び中核市が設置する3の（2）に定める放課後児童  
整備  クラブ室の創設のための施設整備  

（6）市町村が設置する3の（2）に定める放課後児童クラブ室の創   
設のための施設整備に対し、都道府県が行う補助  

l  

（7）その他厚生労働大臣が特に必要と認める児童厚生施設等の施設   

（整備補助の対象外）  

6．この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないもの   
とする。  

（1）土地の買収又は整地に要する費用  
（2）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築するこ  

とより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を  
除く。）に要する費用  

（3）門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要す  
る費用（B型児童館の野外活動設傭に要する費用を除く。）  

（4）その他整備費として適当と認められない費用   

（交付額の算定方法）  

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  
（1）都道府県設置分  

別表の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支  
出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第1欄の区分  
の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して  
少ない方の額（以下「補助基本額」という。）に3分の1を乗じ  
て得た額の範囲内の額を交付額とする。  

（2）指定都市及び中核市設置分  
7の（1）に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額  

（整備補助の対象外）  

6．この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないも  
のとする。  

（1）（略）  

（2）（略）  
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（4）（略）   

（交付額の算定方法）  

7．この補助金の交付額は、次により算出するものとする。  
ただし、算出された額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  
（1）（略）  

の
∽
 
 

（2）（略）  

3分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。  ナ
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町村設置分   （3）（略）  
7の（1）に定める方法と同様の方法により算定した補助基本額  

に3分の2を乗じて得た額と都道府県が行った補助の実支出額と  
を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内の額  
を交付額とする。   



改  正  後  現  行  

（4）（略）  （4）社会福祉法人等設置分  

7の（1）に定める方法と同様の方法（ただし、その費用のため  
の寄付金があるときは、その寄付金の額は控除しないものとす  
る。）により算定した補助基本額に3分の2を乗じて得た額と都  
道府県、指定都市又は中核市が行った補助の実支出額とを比較して  
少ない方の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。  
なお、前年度からの継続事業において、別表の第4欄（3、4、   

第2欄の区分が拡張であるもののうち第4欄の2及び第2欄の区分   
が大規模修繕であるもののうち第4欄の2を除く。）に定める基準   
額を算定する場合には、平成18年度の単価を適用する。   

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣  

の承認を受けなければならない。  

（2）事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大  
臣の承認を受けなければならない。  
ア．建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の  

軽微な変更を除く。）  
イ．建物等の用途  

（3）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を  
受けなければならない。  

（4）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難に  
なった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受  
けなければならない。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並  
びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円  
以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第  
2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま  
で、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に  
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は馳果こ供してはならない。  

（6）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入が  
あった場合には、その収入の全部又は→部を国庫に納付させるこ  
とがある。  

（7）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業  
の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとと  
もに、その効率的な運用を図らなければならない。  

（8）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした  
別紙11の様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管  
しておかなければならない。   

なお、前年度からの継続事業において、別表の第4欄（3、4、   
第2欄の区分が拡張であるもののうち第4欄の2及び第2欄の区分   
が大規模修繕であるもののうち第4欄の2を除く。）に定める基準   
額を算定する場合には、平成ユ＿旦年度の単価を適用する。  

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）（略）   

（2）（略）  

（3）（略）   

（4）（略）  

（5）（略）  

（6）（略）  

（7）（略）  

（8）（略）  



改  正  後   現  行   

（9）  （9）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかな  
る契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に  
請け負わせることを承諾してはならない。  

（10）（略）  （10）地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約につい  

l  

ては、一般競争入札に付するなど都道府県、指定都市又は中核市  

l が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 ■   

（11）この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉   
付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本   
小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受け   
てはならない。  

（12）都道府県、指定都市又は中核市が、市町村又は社会福祉法人等   
に対して間接補助金を交付する場合には（1）から（8）に掲げる条   
件（ただし、社会福祉法人等については（8）の調書に替えて「事   
業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び   
支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業   
完了後5年間保管しておかなければならない。」の条件を加え   
る。）を付さなければならない。   

（11）（略）  

（12）（略）  

「
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この場合において、（1）、（2）、（3）、（4）及び（6  
労働大臣」とあるのは「都道府県知事又は指定都市若  
市の市長」と、（5）中「厚生労働大臣の承認」とあるのは  
道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と  
中「国庫」とあるのは、「都道府県、指定都市又は中核市  
それぞれ読み替えるものとする。  

（13）（12）により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若し  
くは中核市の市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚  
生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。  

（14）市町村又は社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又  
は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国  
庫に納付させることがある。   

（申請手続）   

9．補助金の交付の申請は、別紙1から5の様式による申請書に関係   
書類を添えて、毎年度8月末日までに厚生労働大臣に提出するもの  
とする。   

（変更申請手続）  

10．補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追   
加交付申請等を行う場合は、9に定める申請手続に従い、毎年度別  
に指示する期日までに行うものとする。   

（13）（略）  

（14）（略）  

（申請手続）  

9．（略）  

（変更申請手続）  

10．（略）  



行  現  改  正  後  

（交付決定までの標準的期間）  

11．厚生労働大臣は、9若しくは10による申請書が到達した日から   
起算して原則として120日以内に交付の決定（変更交付決定を含  
む。）を行うものとする。   

（補助金の概算払）  

12．厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払   
計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。   

（状況報告）  

13．施設整備に係る工事に着工したときは、別紙12の様式により工事   
に着工した日から10日以内に、また、工事進捗状況については別  
紙13の様式により毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに   
厚生労働大臣に報告しなければならない。   

（実績報告）  

14，補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。  
別紙6、7，8、9又は10の様式による報告書に関係書類を添  

えて、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日（8の（3）   
または（13）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当   
該承認通知を受理した日から1か月を経過した日）又は翌年度4月   
10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなけ  
ればならない。  

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に   
係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、別紙14の様式に  
よる報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。   

（補助金の返還）  

15．厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合におい   
て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定  
めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。   

（その他）  

16．特別の事情により、7、9、10及び14に定める算定方法、   
手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承   
認を受けてその定めるところによるものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

11．（略）  

（補助金の概算払）  

12．（略）  

（状況報告）  

13．（略）  

（実績報告）  

14．（略）  

（補助金の返還）  

15．（略）  

（その他）  

16．（略）  



改  正  後  現  行   

別 表  別 表   

芸  況  ≡書  芸  ヨ  ≡－   

1区 分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費   1区分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費  

施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整    施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整  

及  び  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事    整備費  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事  
l 【災   架  lア A型児童館  ‖  ‖                                                                                   ‖   】 改  築  】 ア A型児童館   l請負費及び工事事務費（工  

事施工のため直接必要な事  

務に要する費用であって、  

旅費、消耗品費、通信運搬  

費、印刷製本費及び設計  
監理料等をいい、その額は  

工事費又は工事請負費の  

2，6％に相当する額を限  

度とする。以下同じ。）  

厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

都道府県の人口規模により、付表1に掲   

げる補助基準面積の範囲内で、2，000平   
方米以上のもの。）に1平方米当たり基   

準単価356，800円（実1平方米当たり基   

準単価に満たないときは実1平方米当た   

り単価とする。）を乗じて得た頼。  

イ B型児童館（1，500平方米以上）  

535．414千円   

（ただし、A型児童館と併設する場合に   

は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）小型児童館（217．6平方米以上）  

29，112千円  

都市部で児童館用地の取得が困難と認   

められる場合等（163．2平方米以上）  

21，833千円  

事施工のため直接必要な事  
務に要する費用であって、  
旅費、消耗品費、通信ユ垂搬  
費、印刷製本費及び設計  
監理料等をいい、その額は  

工事費又は工事請負費の  
2．6％に相当する額を限  
度とする。以下同じ。）   

厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

都道府＝県の人口規模により、付表1に掲   

げる補助基準面積の範囲内で、2，000平   

方米以上のもの。）に1平方米当たり基   

準単価356，800円（実1平方米当たり基   

準単価に満たないときは実1平方米当た   

り単価とする。）を乗じて得た額。  

イ B型児童館（1，500 平方米以上）  

535，41‘1干円   

（ただし、A型児童館と併設する場合に   

は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）小型児童館（217、6 平方米以上）  

31．105千円   

都市部で児童館用地の取得が困難と認  

められる場合等（163．2平方米以上）  

23．826千円  

（3）児童センター（336．6 平方米以上）  

44，866千円  

ただし、大型児童センター（500平方  

米以上）については、次に掲げる額。  

62，516干円   

（4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  

とは別に整備する場合に限る。）  

12，500千円   

2 1の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク   
ラブ重（31．8平方米以上）を設ける場合、   

次の額を加算する。  

3，981千円   

3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度   
設備を施設と一体的に整備する場合、次の   

額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  

100L 389千円   

（2）小型児童館及び児童センターについて   

は、1施設当たり  2，469千円  

（3）児童センター（336．6平方米以上）  

46，859千円  

ただし、大型児童センター（500平方  

米以上）については、次に掲げる額。  

62．516干円   

（4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  

とは別に整備する場合に限る。）  
12，500千円   

2 1の（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク   

ラブ室（31．8平方米以上）を設ける場合、   

次の額を加算する。  

3．981干円   

3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度   

設備を施設と一体的に整備する場合、次の   

額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  

100，389千円   

（2）小型児童館及び児童センターについて  

は、1施設当たり  2，469干円  



現  行  改  正  後  

ただし、年長児童用設備を施設と一体  

的に整備する小型児童館及び児童センタ  

ー（大型児童センターを除く。）につい  

ては、1，993干円を限度に加算する。  
大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，462千円   

4 平成2年8月7日厚生省発児第123号   
「児童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3，682千円   

5 平成3年11月25日社施第121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   

には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

本文の4の表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同欄（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の′ト型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   
1施設当たり  4，462千円  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，462干円   

4 平成2年8月7日厚生省発児第123号   
り巳童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3．682千円   

5 平成3年11月25日社施第121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面積（ただし、   

本文の4（7）表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同欄（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の／ト型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児主用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462千円  

車両の購入費及び改装費   車両の購入費及び改装費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  

事務費   

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   

ただし、第5欄に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462千円  

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   

ただし、第5榊に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする■。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   
備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，462干円  

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事  

事務費  



単  価   備  考   

1 2 4， 9 0 0 円  
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改  正  

別紙（2）  

事   業  計   

1 対象施設の概要  

（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  

（4）設置主体及び経営主体  

（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  

中学生等  

計   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  ポ  

別紙（2）  

事   業   計   

1 対象施設の概要  

（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  

（4）設置主体及び経営主体  

（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  

中学生等  
計   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  ポ  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  

ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設、改築、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、移動型児童館用車両の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  

ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設、改築、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、移動型児童館用車両の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

オ 建物の構造 （  造）  オ 建物の構造 （  造）  

（注）1各室ごとに室名、塑造及び面積を明らかにした表を添付すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

3 B型児童館については、上記に加え近隣の自然環境等のわかる資料を  

（注）1各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

3 B型児童館については、上記に加え近隣の自然環境等のわかる資料を  

添付すること。  

（2）整備費内訳   

ア 工 事 費   

イ 工事事務費   

り （小 計）   

エ その他の工事費   

オ 初度設備   

力 移動型児童館用車両   
キ 合  計  

添付すること。  

整備費内訳   

工 事 費  
イ 工事事務費  

ウ （小 計）  
エ その他の工事費  

オ 初度設備  

力 移動型児童館用車両  

キ 合  計  

（2）   

ア   

（1n了当たり  円）  円
円
円
円
円
円
円
 
 

円（1n了当たり  円）  



現  行  改  正  後  

初度設備の内容  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  

2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  

イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（3）財源内訳   

ア 国庫補助金   

イ 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

寄付金   

ウ 合  計  

（4）施工計画   

ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   

ウ 着工年月日   

工 完成年月日   

オ 事業開始年月日  

（5）その他参考事項   





別紙（1）  

児童厚生施設整備費申請額算出内訳  

（整備区分：創設・改築・拡張・大乱模修繕）  （施設の名称）  

総事業費  同J屯補助  

区  分  基本恕  国J車補助金 所要額      面積等  単  価  金  額  長の瓜実  苧A製E㌢l  面積等  

G   円  K  円  

圭ヒ  三拝  費  m  

工  事  事  務  費  

初 度 設 備 相 当 加 昇  

年 長 児 寛 用 加 算  

移動型児童館用司i二両  

（  小   計  ）  

そ の 他 の 工 事 費  

計  

（注）1 （整備区分：創設・改築・拡張・大規模修繕）には、該当する整備区分に○印を付すこと。  
2 1う欄には、施設整備費の工事費の対象面梢を、移動型児童館用車両については設餞台数を記入すること。  

3 C柵の金額に1円未満の端数がある場合は、l円未満を切り捨てて記入すること。  

4 工事事務費の：D欄には、A欄の金額と工事費のD欄の金額の2．6％に相当する金額を比較して少ない方の金額を記入すること。  
5 J欄には、D欄、F欄及び【欄の金額を比較して最も少ない金額を記入すること。  

6 K欄には、J欄の会名即こ所定の同庫補助率を乗じて得た顎を記入すること。ただし、1，000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

感  

別紙（1）  

児童厚生施設整備費申請額算出内訳  

（整僻区分：創設・改築・拡張・大規模修繕）  （施設の名称）  

総事業費  国庫補助  

区  分  対象経螢の英文出（予定）額            基本街  国産補助金 所要額      両手胴享  1注  価 企  柳    雪A製E㌍  面積等  

G   円  K  円  

泄  
］二  事  資  田  

I二  llt l片  務  費  

初度設備相 当 加策  

i早 良 児 遣 用 加 舞  

移動牒＝児童鮪用東両  

闇  

その他の－仁  

／          ／   ／  
（注）l（整備区ク  

2  1童用加算の欄には、拡張又は大規検修繕の場合のみ記入し 創設又は改築の場合は 工事費に含めて記入すること  
旦 B欄には、施設整備闇の工事狩の対象面相を、移動型児桓館用布両については設一捏台        己入すること。  
4 C順の金町に1円未満の端数があか場合は、1「未満を切り捨てて記入すること。  
旦 工朝一携汁のD欄には、∧欄の金街と二「昭やの【）偶の金顆の2・6％に相当する金町を比較して少ない方の企槻を記入すること∩  

督  旦J欄には、【）欄、F欄及び巨閑の金額を比較して最も少ない金願を言じ入すること。  
ヱ K㈱には、＿＝閥の金柑に所定のl郡甘酢助率を乗じて得た槻を記入すること。ただし、l，000【甘木偶の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

了5   



改  正  

別紙（2）  

事   業  計  
1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等  

計  

事   業  計  

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等   

計  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 

2 施設整備費に係る事業計画  
しり次世代育成支援行動計画等名   

（注）次世代育成支援行動計画等の該当部分の写しを鱒付すること。  
〔旦L施設の規模及び構造   

ア 敷地面積  ポ  

2 施設整備費に係る事業計画  
（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  
イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  
り 整備の区分   
施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、年長児童用加算、移動型児童館用車両の  
有無）  

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）   
り 整備の区分  

・施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  （頓現轡嘩  
工 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ  

エ 建物の面積  建築面積  
（放課後児童クラブ室（再掲）  

オ 建物の構造 （  造）  

（放課後児童クラブ室（再掲）  ポ）  （注）1 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。（複合  
施設の場合は、施設全体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした  
ものであること。）  
なお、拡張の場合は、既存建物との関係を明示すること。  

2 配置図及び各階平面図を添付すること。  
なお、拡張の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。  

3 B型児童館については上記に加え、近隣の自然環境等のわかる資料を  
添付すること。  

オ 建物の構造 （  造）  

（注）1 各室ごとに室名、用途及び面積を明らかにした表を添付すること。（複合  
施設の場合は、施家蚕体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした  
ものであること。）  

なお、拡張の場合は、既存建物との関係を明示すること。  
2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

なお、拡張の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。  
3・B型児童館については上記に加え、近隣の自然環境等のわかる資料を  
添付すること。  

建 
ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
り （小 計）   
エ その他の工事費   
オ 初度設備   
カ 年長児童用設備   

キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

（2）整備費内訳  

ア 工 事 費  
イ 工事事務費  
り （小 計）   
エ その他の工事費  

（※）オ 初度設備  

（※）カ 年長児童用設備  

キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

円（1rげ当たり  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

円  

円）  （1nf当たり  円）   円
円
円
円
円
円
円
円
 
 （注）メ7の年長児童卿創設ヌは   

改築の場合には、アの工事費に年長児童用設備の金額を含めて記入すること。  



現  行  改  正  後  

（※）オ、カの内容（整備区分ごとに記載）  都度設備L年長児重用設備の内容  

（整備区分ごとに記載。創設又は改築の場合には、御重用設備の  
内容を必ず記入すること。）  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  
2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  
イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（注）1 工事費費目別内訳書を添付すること。  
2 車両を整備する場合は次の資料を添付すること。  

ア 整備車両の概要説明書  
イ 車両整備を必要とする理由・目的  

（3）財源内訳   

ア 国庫補助金   
イ 00補助金   
ウ 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

工 合  計  
寄付金  

（4）施工計画   
ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   
り 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（5）その他参考事項   

し竺⊥財源内訳   
ア 国庫補助金   
イ 00補助金   
り 設置者負担金  

（内訳）一般財源  

地方債  

工 合  計  
寄付金  

（5）施工計画 ‾‾  

テ 直営・請負の別   
イ 契約年月日   
ウ 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（6）その他参考事項  

円
円
円
 
 



改  正  後  

別紙3  

5（3）又は（4）の間接補助の場合  

号
 
日
 
 
 

厚 生 労 働 大 臣  殿  

道
定
核
 
 

都
指
中
 
 

県
市
 
 

府
都
 
 
市
 
 

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金の交付申請について  

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請  

する。  

申  請  額  金  1
 
2
 
3
 
4
 
 

施設の名 称  

申請額算出内訳  別紙（1）のとおり  

事 業 計 画  

（設置主体から都道府県（指定都市又は中核市）へ提出された申請書の事  

業計画の副本）  

（別紙2の別紙（2）の様式を準用すること。）  

（添付書類）  

・都道府県（指定都市又は中核市）及び設置主体の歳入歳出決算書（見込   

書）抄本   







別紙（1）  

放課後児童クラブ室整備費申請額算出内訳  

1卜  ＼さT－  

（注）1B欄には、施設整備費の工事野の対象面積を記入することd  

隠  2C欄の金掛こ1円未満の端数がある場合は、1円未満を切り捨てて記入すること。  
3工事事務費のD欄には、A欄の鯛と工糊のD欄の鯛の2・6％に相当する金額をて少ない方の金額を記入すること。  

4j欄には、D‡臥F欄及びⅠ棚の金額を比較して最も少ない金額を記入すること。 5K欄には、J欄の金臥所定の国庫柵率を乗じて得た額を言己入すること。ただし、1，000円未満の曲が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

別紙（1）  

（略）   

憩  

崗  

畜  

81   



改  正  

別紙（2）  

事  業  計   

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

／ト学生  

中学生等  
計   

2 施設整備費に係る事業計画  
（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  ポ  

別紙（2）  
事   業  計   

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  
（2）所在地  

（3）事業の目的及び効果  
（4）設置主体及び経営主体  
（5）利用（1日当たり予定）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等  

計   

2 施設整備費に係る事業計画  
（1）施設の規模及び構造  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 

ア 敷地面積   
イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  
り 整備の区分   

施設整備の区分（創設）  

（初度設備相当加算の有無）  

イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）  
ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設）  

（初度設備相当加算の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  ポ、延面積  エ 建物の面積  建築面積  
オ 建物の構造 （  造）   オ 建物の構造 （  造）  

（注）1各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。（複合  
施設の場合は、施設全体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした  

（注）1各室ごとに室名、用途及び面積を明らかにした表を添付すること   
施設の場合は、施設全体の面積及び各施設ごとの面積を明らかにした   

ものであること。）  
2 配置図及び各階平面図を添付すること。  

ものであること。）   

配置図及び各階平面図を添付すること。  
費  

2
 
 

備  整
 
 

）
ァ
イ
ウ
エ
オ
カ
 
 

2
 
 

（2）整備費内訳   

ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
り （小 計）   
エ その他の工事費   
オ 初度設備   
力 合  計  

（1汀f当たり  円）   工 事 費  
工事事務費  
（小 計）  

その他の工事費  
初度設備  
合  計  

円
円
円
円
円
円
 
 

（1汀f当たり  円
円
円
円
円
円
 
 



現  行  

初度設備の内容  

（注）工事費費目別内訳書を添付すること。  

源
 
財
 
 

内訳  ）
ァ
イ
ゥ
 
 

3
 
 国庫補助金  

00補助金  
設置者負担金  
（内訳）一般財源  

地方債  
寄付金   

工 合  計  

（4）施工計画   

ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   
ウ 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（5）その他参考事項   





改  正  後   現  行  

b□  

（芹  モヨ  

琳（  トJ  

科制一義淳鴇  
8壱＝碁5日芝電  
回穎べ＝妙計ミ  

暮雲感付茫贈  

かnr討i戸閏  
＝不）■R＞  
什妾ヰ益ヰ  
いミ）か］県か  

○バ「  

0
0
∽
 
 
 





区  分  

事  薄  

工  事  事  務  甜  

拍 塵 設 備 相 当 加 算  

移 動 型 児 竜 折 用 車 両  

（   小   計   ）  

そ の 他 の 工 事 費  

計  

（注つl B‡闇には、施設整備甜  

2 C欄の金額に1円未描  

3 工事二部務努のD珊には  

ヰ J‡闘には、D欄、F欄  

5 K珊には．J欄の金額   

憩  

別紙（1）  

（略）   

華  

国  

畜  

大型児童館（A型、B型）整備費精算額算出内訳  

（施設の名称）  

支 出 漬  対象経費の実支出額    寄 付金  算定基牒による算定額    国庫補助  国庫補助金  国庫補助金    国庫補助金l差引過△   
その他の  不足額  

総事業費  面積等  単  価  金  頓   収 入   
A   円  B  C  円  D   円  E  円  F    円  G  H  円  l  円  J  円  K    円  1＿   円    M   円 N  円  

ld  ポ  

の工事軌こついては対象面碩を、移動型児童館用車両については設置台数を記入すること。  

の端数がある場合は、1円未満を切り捨てて記入すること，  

、A柵の金額と工事費のD仰の金額の2．6％に相当する金額を比較して少ない方の金額を記入することっ  

及びl欄の金額を比較して最も少ない金額を記入すること。  

に所定の国庫補助率を乗じて得た額を記入すること。ただし、1，000円未満の端数が生じた場合はこれを切り指てるものとする。  

87   



改  正  後  

事 業 実 績 報  

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  
（3）設置主体及び経営主体  
（4）利用（1日当たり）人員  乳幼児  

小学生  
中学生等   

計  

人
人
人
人
 
 

2 施設整備費に係る事業内容  
（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  
イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収地の別）  
り 整備の区分   
施設整備の区分（創設、改築、大規模修繕の別）  

（初度設備相当加算、移動型児童館用車両の有無）  
エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  
オ 建物の構造 （  造）  

カ 野外活動用設備等の状況（B型児童館に限る  

（2）支出済事業費総額   

ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
り （小 計）   
エ その他の工事費  

・オ 初度設備   
力 移動型児童館用車両   
キ 合  計  

（1nf当たり  円）  円
円
円
円
円
円
円
 
 

初度設備の内容  

品  目  数 量  規  格  単  価  金  額  

円   円   

計   



現  行   改  正  後  

（注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書  
を添付すること。  

（3）施工期間   
ア 契約年月日   
イ 着工年月日   
ウ 完成年月日   
工 事業開始年月日  

（4）その他参考事項   

（添付書類）   

1 請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

4 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

5 建物内外主要部分の写真   
6 工事契約金額報告書（別紙①）   
7 契約書（又は請書）の写   
8 検収調書（又はそれに代わるもの）の写   
9 車両内外主要部分の写真   

（注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書  
を添付すること。  

（3）施工期間  
▼一一丁    十Tl′．L／1→ 「「  

［   ′  巽ホリ1干月 ロ   

イ 着工年月日   
ウ 完成年月日   
工 事業開始年月日  

（4）その他参考事項   

（添付書類）   

1 請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名、旦塗及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）  

4 建物平面図（建物面手責を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）  

5 建物内外主要部分の写真   
6 工事契約金額報告書（別紙（D）   
7 契約書（又は請書）の写   
8 検収調書（又はそれに代わるもの）の写   
9 車両内外主要部分の写真  

0
0
¢
 
 



改  正  後   現  行   

別紙①   別紙①   

（略）   番 号  

年月日  

各都道府県知事殿  

社会福祉法人000会  
理事長0000  

施工業者  

株式会社△△△建設  
代表取締役△△△△  

工事契約金額報告書  

発注者（委託者）社会福祉法人000会と請負者（受託者）株式会社△△△建  
設は、◇◇◇施設建設工事に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとお  
り締結し施工するとともに、国庫補助金についてもこれに基づき算定したことを  
報告する。  

契約年月日 金 額  

当初00工事請負契約平成年月 日金 円  

00変更（追加）契約平成年月 日金 円  

平成年月 日金 円  

設計監理委託契約平成年月 日金 円  

平成年月 日金 円  



改  正  後   現  行   

別紙7  別紙7  

（略）  5（2）の直接補助の場合  

l  番  号   

年  月  日  

厚 生 労 働 大 臣  殿  

指定都市の長  

中 核 市 の 長  
（∈百）  

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金の事業実績報告について   

平成  年  月  日厚生労働省発雇児第  号で交付決定を受けた平成   

年度児童厚生施設等整傭費補助金に係る事業実績については、次の関係書類を  

添えて報告する。  

精  算  額  金  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 

施設 の名 称  

精算額算出内訳  別紙（1）のとおり  

事業実績報告書  別紙（2）のとおり  

指定都市又は中核市の歳入歳出決算書（見込書）抄本   



別紙（1）  

児童厚生施設整備費精算額算出内訳  

腰併区分・創設・改築・拡針大規模修繕）  （モの名称）   

支 出 済 対象鐘状の実支出額     寄付金  拝定基準による算定析    国東補助  
その他の差引額  不足傾  

区  分            収入（∧－E）        基本額   
D 円  

lト ヾr  

工 1匡  事  務  費  

初 度 設 傭 相 当 加 算  

年 長 児 受 用 加 昇  

穆・動 用児涯館用 車両  

（  ′ト   計  ）  

そ の 他 の 工 事 計  

謡  

（江）1（整備区分：創設・改築・拡張・大規模修繕）には、抜当する監制区分に○印を付すこと。  

2 B欄にIま、施設整備ぎ†の工事費の対象面楠を」移動型児童館用車両については設置台数を絶入すること。  

3 C聞の金附こl円未満の端数がある場合は、1円未満を切り捨てて吉      己入すること，  
4 工事事務サのD棚には、A欄の金額と工事弊のD欄の金額の2・6％に相当する金板を比較して少ない方の金惚を記入すること。  

5J珊には、D欄、F欄及びⅠ欄の金額を比較して最も少ない金額を記入すること・  

6K肌こは、J欄の金紗こ所定の阻随補助率を乗じて得た額を記入すること。たれ、1・000円末牒の端数が生じた場合はこれを切り櫓てるものとするっ   

別紙（1）  

児童厚生施設整備費精算額算出内訳  

（】無役の名称）  

支出績  昇｛基準による算定額    国庫補助  国庫補助金  国庫補助金  国斤耳輪助金  差引適△  
その他の  不足額  

区  分   総事業費   

C円   

巡  事  費  †J  

工  事  事  務  狩  

初 産 設1南 柏 当 加 弾  

年 長 児 曳 用 加 詳  

移動用 児誌盤用 軒・両  

国  

その他の工軍曹 

A  計  

（往）1 く盤悌区分：創設・改築・拡張・大隠模様紹）には、吉哀当する盟棚区分に○印を付すこと∂  

年長l計碇用 加儲の欄に比、拡倭又は大愚絶結線の揚含のみ記入し      A     －A〆て記入すメ‾  
旦 8肌こは、施設整備狩の工珊の対級面積を・移動型児堕舘用車両については投花台数を記入すること。  

A C柵の金楓こ1円未満の端如こある場合は、l円東浦を切り捨てて苫己入すること9  

畜  旦工事啓冊のD欄には・∧珊の金聯と工事抒のD珊の金脚）2・6％に相当する金額を比較して少ない方の細を記入すること。  
6J柵には．D軋F珊及び－即）金額を比較して最も少ない金額を言己入すること。  

7 K欄には、川の金酢こ所定の国庫補助率を乗じて得た傾を記入すること。ただし、1・000円兼捕の端数が生じた場合はこれを切り持てるものと1‾る〇  
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別紙（2）  

事 業 実  
1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  
（3）設置主体及び経営主体  
（4）利用（1日当たり）人員  

書  告  報  績  事 業 実 績 報  
1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  
（3）設置主体及び経営主体  
（4）利用（1口当たり）人員  

等
 
 

児
生
生
 
 

動
学
学
計
 
 

乳
小
中
 
 

乳幼児  

小学生  
中学生等   

計  

人
人
人
人
 
 

人
人
人
人
 
 2 施設整備費に係る事業内容  2 施設整備費に係る事業内容  

（1）施設の規模及び構造  
ア 敷地面積  

（1）次世代育成支援行動計画等名  
の該当部分の写しを添付すること。  

イ 敷地の所有開発  己所 地、借地、買収地の別）  
ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  
（初度設備相当加算、年長児童用加算、移動型児童館用車両の  
有無）  

ア 敷地面積  ポ  
イ 敷地の所有関係  己所 地、借地、買収（予定）地の別）  
り 整備の区分  

・施設整備の区分（創設、改築、拡張、大規模修繕の別）  
（初度設備相当加算、年長児童用加算（拡張又は大規模修  エ 建物の面積  建築面′積  

（放課後児童クラブ室（再  
ポ、延面積  ポ  

に限る。）、移動型児童館用車両の  
エ 建物の面積  建掛  

（放課後児童クラブ室（再亀   
造  ポ、延面積  

ポ）  

オ 建物の構造 （  

造  オ 建物の構造 （  
（3）支出済事業費総額   

（2）支出済事業費総額  
ア 工 事 費  
イ 工事事務費  
り （小 計）   
エ その他の工事費  

（※）オ 初度設備  
（※）カ 年長児童用設備  

キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

（1rげ当たり  円）  円
円
円
円
円
円
円
円
 
 

ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
り （小 計）   
エ その他の工事費   
オ 初度設備   
カ 年長児童用設備   
キ 移動型児童館用車両   
ク 合  計  

（注）カの年長児重用設備には、  

円（1rげ当たり  

円  
円  
円  
円  
円  
円  

円）  

円  
拡張又は   汐 の場合のみ記入し、創設又は  

には、アの工  ること。  

初度設備、年長児重用設備の内容  （※）オ、カの整備内容（整備区分ごとに記載）  
とに記  り設又は改築の場合には、年長児重用設備の  

内容を必ず記入するこ   

目  数 量  規  格  単  価  金  額  

円   円   

目  数 量  規  格  単  価  金  額  

円   円   

（注）工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書  
を添付すること。  

（注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書  
を添付すること。   



現  行  改  正  後  

（3）施工期間   
ア 契約年月日   
イ 着工年月日   
り 完成年月日   
工 事業開始年月日  

（4）その他参考事項   

（添付書類）   

1請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

4 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

5 建物内外主要部分の写真  

（4）施工期間  
テ 契約年月日   
イ 着工年月日   
り 完成年月日   
工 事業開始年月日  

〔旦Lその他参考事項  

（添付書類）   

1請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名、用途及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付丁たものと同一の場合は省略）   

4 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

5 建物内外主要部分の写真   
6 工事契約金額報告書（別紙①）   
7 契約書（又は請書）の写   
8 検収調書（又はそれに代わるもの）の写   
9 車両内外主要部分の写  

工事契約金額報告書（別紙①）  
契約書（又は請書）の写  
検収調書（又はそれに代わるもの）の写  
車両内外主要部分の写真   

6  

7  

8  

9  

∽
－
 
 



改  正  後   現  行   

別紙①   別紙①   

（略）  番  号  
年月日  

各 殿  
！   中核巾の長  

社会福祉法人 ○（⊃○会  

理事長  0000   

施工業者  
株式会社 △△△建設  

代表取締役 △△△△  

工事契約金額報告書   

発注者（委託者）社会福祉法人000会と請負者（受託者）株式会社△△△建  
設は、◇◇◇施設建設工事に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとお  
り締結し施工するとともに、国庫補助金についてもこれに基づき算定したことを  
報告する。  

契 約 年 月 日   金  額   

当初00工事請負契約  平成  年  月   日  金  円   

○（⊃変更（追加）契約  平成  年  月   日  金  円  

平成  年  月   日  金  円   

設計監理委託契約  平成  年  月   日  金  円  

平成  年  月   日  金  円  



現  行  正  後  改  

別紙8  

5（3）又は（4）の間接補助の場合  

番  号  

年  月  日  

厚 生 労 働 大 臣  殿  

都道府県知事  
指定都市の長（毎わ  
中 核 市 の 長  

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金の事業実績報告について   

平成  年  月  日厚生労働省発雇児第  号で交付決定を受けた平成   

年度児童厚生施設等整備費補助金に係る事業実績については、次の関係書類を  

添えて報告する。  

1 精  算  額  金  

2 施設の名 称  

3 精算額算出内訳  別紙（1）のとおり  

4 設置主体から都道府県（指定都市又は中核市）へ提出された事業実績報告   

書副本   

（この事業実績報告書の記載内容及び添付書類は、別紙7の様式を準用   

すること。）  

5 都道府県（指定都市又は中核市）及び設置主体の歳入歳出決算書（見込   

書）抄本   



別紙（1）  

児童厚生施設整備費精算額算  

（整憫区分：創設・改薫・拡張・大規模修繕）  

設狂者の  算定基準による昇定欝病  
支出・i新  その他の  

区  分     総事業費  

A   円   B   C  円   D   円   E  円   F   円   G   H  円   Ⅰ   円  

工  事  抒  f  

工 帯  革 棟  数  

緋度設備 相 当 加算  

年 長 児 魔 用 加 訝  

移動型児立転用車両  

（  l   計  ）  

そ の 他 の 工 事 費  

計  

（注）l（整備区分：創設・改薫・拡張・大規模修繕）には、冨兵当する整偵区分に○印を付すこと。  

2 

3 CⅧの金簡に1円未満の端数がある場合は、1円未摘を切り楕てて記入すること。  

藤  
5 J暮れには、D欄、Ff■及びⅠ■の金頼を比較して最も少ない金犠を紀入すること。  

6 L憫には、Jl¶の金1頓に茶道府県（指定席市又は中核市）の補助すべき割合を乗じて得たt贋とK欄の金簡とを比較して少なし  

7 M†附こは、L柵の金簡に所定の同価補助率を点じて得た櫛を記入すること。ただし、】，000円未満の端数が生じた場合l   

別紙（1）  

児童厚生施設整備費精算額算  

（整伯区分：別様・改築・拡肇・火規様様柑）  

投一世 
支出 

区  分  

∧  
寒  

L  事  好  

］二  重  宰  秩  貨  

初度設備 相 当 加罪  

年 畏 児 立 相 加 罪  

国  

（  」  計  ）  

そ の 他 の 上 ■笹 汁  

へ  言ト  ／   ／            ／   ／  
注）1（矩相区分二釦儲・改童・正誤・大娩柁If繕）にrl、畏友当する整憧区分に⊂）印を付すこと，  

畜  
旦 B欄に（L施設惣備曹の上明†♂〉才一鋲前著dを、移動型児夜露用混両については設聞台数を記入すること。  

旦 C偶の企雪月に1円未満ノ〉場数がある場釦士．1円未満を切り捨てて記入すること。  

旦 工事T笹子方1モのD†網にけ ∧Ⅷの金閻と工＝一軒柁のD珊の企価の2・6％に相当する金額を比較して少ない方の金朝を記入する  

旦J欄には、nⅧ．F欄及びⅠ珊の企邪を比較して励も少／【い金栃を記入すること】  

ヱ L欄に1LJ欄の金順に軌道府IJ．t（指定都市又け「中棒市）の補助すべき割合を采じて得た粕とK偶の食柏とを比戦して少な  

旦M†附こは、L澗の食掛二所定の屈庫補助て寺呈五■染して得た欄を言己入することっただし、1．000門奈捕の端数か生じた場合  

｝＿【，   

対象経世の実支出額       寄付金   算定基準による昇定欝病    都道府県  都道府丑  国旗補助  国庫柵肋金  風隠補助金  国庫補助金  差引過△   
一新  薙引甥  （指定都市）  不足額  

収入    （AけE）           面相等   単  価   金  額       面積等   単  価   金  書責  
新補  

円  B  C  円  D   円  E  円  F   円  G  H  円  Ⅰ   円  J   円   K 円  L    円  M    円  N   円  0    円  P  円  

者の  井定基準による算定徹  
済  その他の  （指定都市  不足額  

事集‡モ  
哺助基本額   

済積  
円   B   C  円   D   円   E  円   F   P】   G   H  円   t    円  
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別紙（1）  

放課後児童クラブ室整備費精算額算出内訳  

（整備区分：創設）  （設の名称）  

区 分  
舞 染ん  の｛支出額    寄付金  昇定基準による算定額    国庫補助  国庫補助金  国庫補助金  国庫補助金  差引過△  

その他の  不足額  
総事業費   

A    円  B  C  円  D   円  E  円  F    円  G  r】 円  1   円  j  円  K    円  L    円  M   円  N  円  

工  事  穀  

工事事務訝  

初度設備相当加算  

（小 計 〉  

その他の工事訝  

A  計  

（注）1 B欄には、施設盟傭費の工事舞の対象面相を記入すること。  

2 C欄の金額に1円未満の端数がある場合は、1円東浦を切り持てて記入すること。  

隠  3 工事事儲朋のD偶には、A欄の金額と工事費のD偶の金栢の2．6％に相当すも金額を比較して少ない方の金額を記入すること。  
4J欄には、D欄、F欄及びl欄の金額を比較して最も少ない金頼を記入すること。  

5 K欄には、J欄の金掛こ所定の国庫補助率を乗じて待た額を記入すること。ただし、1・000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。   

別紙（1）  

（略）  

憩  

国  
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改  正 後  

事 業 実 績  書
 
 
 

告
 
 
 

艮
 
幸
 
 

1 対象施設の概要  
（1）施設の名称  

（2）所在地  
（3）設置主体及び経営主体  
（4）利用（1日当たり）人員  乳幼児  

小学生  

中学生等  
計  

人
人
人
人
 
 

2 施設整備費に係る事業内容  
（1）施設の規模及び構造  

ア 敷地面積  
イ 敷地の所有関係  己所 地、借地、買収地の別）  
ウ 整備の区分   

施設整備の区分（創設）  
（初度設備相当加算の有無）  

エ 建物の面積  建築面積  ポ、延面積  
オ 建物の構造 （  造  

（2）支出済事業費総額   

ア 工 事 費   
イ 工事事務費   
ウ （′ト 計）   
エ その他の工事費   
オ 初度設備  

（1rげ当たり  円）  円
円
円
円
円
円
 
 

計  

初度設備の整備内容  

目  数 量  規  格  単  価  金  額  

円   円   

（注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書を  
添付すること。   



正  後  

（3）施工期間   
ア 契約年月日   
イ 着工年月日   
ウ 完成年月日   
工 事業開始年月日  

（4）その他参考事項   

（添付書類）   

1 請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付したものと同山の場合は省略）   

4 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）   

5 建物内外主要部分の写真   
6 契約書（又は請書）の写   
7 検収調書（又はそれに代わるもの）の写   
8 車両内外主要部分の写真   

（3）施工期間   
ア 契約年月日   
イ 着工年月日   
り 完成年月日  
主 事業開始年月日  

（4）その他参考事項   

（添付書類）   

1 請負の場合は、工事請負契約書の写  
直営の場合は、支払領収書の写   

2 工事完了を確認するに足る検査済証の写  
（建築基準法第7条第3項又は第18条第7項の規定による検査済証）   

3 各室ごとに室名、用途及び面積を明らかにした表  
（交付申請書に添付てモものと同一の場合は省略）   

4 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図  
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）  
建物内外主要部分の写真  
契約書（又は請書）の写  
検収調書（又はそれに代わるもの）の写  
車両内外主要部分の写真  

5  

6  

7  

8  一
〇
一
 
 



現  行  改  正  後  

別紙10  

5（6）の間接補助の場合  

番  号  

年  月  日  

厚 生 労 働 大 臣  殿  

都道府県知事 唾）  

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金の事業実績報告について   

平成  年  月  日厚生労働省発雇児第  号で交付決定を受けた平成   

年度児童厚生施設等整備費補助金に係る事業実績については、次の関係書類を  

添えて報告する。  

1 精  算  額  金  

2 施設の名 称  

3 精算額算出内訳  別紙（1）のとおり  

4 市町村から都道府県へ提出された事業実績報告書副本   

（この事業実績報告書の記載内容及び添付書類は、別紙9の様式を準用   

すること。）  

5 都道府県及び市町村の歳入歳出決算書（見込書）抄本   



別紙（1）   

放課後児童クラブ室整備費精算額算出内訳   

腰傭区分：創設）  （麻殻の名称）   

実支黒1碩    寄付金  算定基準による算定額    都道府県  都道府l鶏  国庫補助  国庫補助金  圏庫補助金  国僅補助金  差引過△  
支出凛  その他の  不足簡  

区  分  
済桶   

A    円  B  C  円  D    円  E  円  F    円  G  H  円  Ⅰ   円  J   円  K   円  L   円  M   円  N   円  0   円  P  円  
「」、 ヾ▼・・・  

工  「町  費  

工  寧 事 務  資  

胡度設備相 当 加 算  

（  ′ト   汁  ）  

そ の 他 の 工 事 貯  

計  

（注）1 B欄には、施設整備舞の工事費の対穀面積を記入すること。  

2 C柵の金隠こl円未満の端数がある場合は、1円未満を切り捨てて記入すること．  

3 工事事務費のD欄には、A聞の金額と工事資のD欄の金額の2．6％に相当する金額を比較しで少ない方の金橋を記入すること。  

4J欄には、D欄、F欄及びⅠ仰の金額を比較して照ら少ない金恨を記入すること。  

5 い軋こは、JⅧの食掛こ都道府県の補助ナペき割合を乗じて得た額とK欄の金額とを比較Lて少ない方の金額を記入すること。  

6 M欄にほ、L椰の金額に所定の回腸補助率を乗じて得た額を記入すること。ただし、1．DOO円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする－   

蘇  

別紙（1）   

（略）  

ミ堅  

国  

畜   
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別紙11  

児童厚生施設等整備費補助金調書  

平成  年度 厚生労働省所管 厚生保険特別会計 児壷手当勘定  （地方公共団体名）  

国  地  方  公  共  団  体  

歳  入  歳  出  
交付決定柵   備  考  

史  助  うち国庫補  うち国庫捕  
の密l率  支出済簡   

助金相当額   砂金相当額   
円  円   円   門  円  円  円   円   円  

（項）児立育成捗集貨  

（目）児童育成秘薬牒  

帥助金  

（積辣内所）  

児盈厚生施設等整備数  

主体工耶欝  

その他の工萄常  

初度設備費等  

醇  
作成要領）  

1「国」の「交付決定の  

2「地方公共団体」のr  

配分が、日の内訳に係る  

3「予算現額」は、歳入  

4「備考」は、参考とな  

5椰助事業等の地方公姫   

おいて地方公共団体の歳入の科日に「前年度繰越額」を掲げる場合は、そのr予界現額」及び「収入済顎」の数字下欄に国庫補助金額を内罫（）をもって附記すること。  

6 市町村が間接補助邪業者等である場合における調番の作成は、本表に準ずることも この場合においては、本表中「匡】」とあるのは一都道府県」と、「地方公共同勘 とあるのは「市  

町村」とし、歳出の予算現額欄、支出済栃欄及び翌年度繰越額欄の次にそれぞれ「うち間接補助金等相当額」の欄を設けることG   

別紙11  

児童厚生施設等整備費補助金調書  

平成  年度 厚生労働省所管 生企特別会計 児亜手当勘定  （地方公共団体名）  

国  地  方  公  共  団  体  

歳  入  歳  出  
交付決定捕   備  考  

歳出 予 算 科 目  助  うち国庫綿  うち国庫補  
の櫛率  支出済領   

憩  助金相当額  助金虻当頼  
円  円   円   円  円  円  P】   円   円  

（項）児童育成事業蒲  

（大部項）  

児菰の腱全裔成こ必封  
柑）児亀有成弥ニ  

補助  

国  （積算内訳）  

児墾厚生施設等  

主体工  

その他の  

初度設備  

畜  
1「国」の「交付壬  1」は、交付決定適  むの補助                           企の斬の区分に応じて、記入すること。  

2 「地力公共用体」の「科机 は、歳入にあっては、放、項、日、節を、歳汎にあっては．款、項、目をそれぞれ記入すること。なお、故山については、前記】の毒引こ対応する捷曹の  

配分が、日の内訳に係るときは、当該托致の配分を日の内訳として記＜すること乙  

3「予算現餅」は、歳入にあっては、当初予算軋補正子孫朝等の区分を、歳出にあっては、当初予算紺、WiEr牒組子愉呈！支出簡、流椚増減梧乍冨のF分を明らかにすること；  

J「麻生は参考と′る′き事項尤’｛｝－する－と    lソ一：亡へ◆ど適且．．じ人 －。  

5補助邪菜等の地方公共閉作の歳日子蘭灘の維趣が行なわれた場合における翌年度に行われる乳該補助率英軍こ係る柵助金等についての調節の借成は、本蓑に班ずること；二の場合に  

おいて地方公共即本の爺入の稗鋸＝「iポ川‡度繰越軌 を掲げる場合は、そのト丁頂現帆及び「収ん斤軌 の敬二手下順に同種補助金祁を内お（）をヰJつて附託することて  

6 市町村が描1棲補助召i業者等であろ場合における調書の作成は、本牒に准ずること。この場合においては、本表中「問」とあるのは「都道J在県」と、「地方公田冊ノF」とあるのは「市  

町村」とし、歳机の予算呪財瀾、支H済恕瀾及び聖咋庶練越研欄の次にそれぞれ「うち間接補助金等棉当軌の榊を設けること。   
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別紙12  

施   設   の  

構  

建物の構造及び面硝    建築再  

1ト  ヾヽ－・－  

廷面  

金  

主†本］二 朝  

％  

出  

金  
その他の工1㌍  

％  

来  

金  

謡  初度設備粁等  
％  

荷  

企  
A   計  

％  

別紙12  

（略）   

ミ撃  

国  

畜  

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金による施設の工事着工報告書  

（粛；道府県 指定都市名又は中核市  

設  恩  田  体  

直潜・貢青負の別  主 作 工 事 費  

そ の 他 の 工 事 扮  

初 度 設 備l貯 等  

A   ぎ十   

契 約 年 月 日  
経  費  内  訳  

着 工 中 月 日  

完成予定年月 日  
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別紙13  

平成  年度児童厚生施設等整備費補助金による施設の工事進捗状況報告  

（都道府県、指定都市名又は中核市名）  

創設、拡張  12月末日の  

ユヒ  圏腐巨補助額  繰越見込高  考  

等の別  出来高  

A  円    B ％   ％   D（100－C）％   

謡  計  

別紙13  

（略）   

潜  

国  

畜  
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交 付 決 定 の 内 容  年 度 内 遂 行 実 績  翌 年 度 繰 越 領   華 美 実 施 期 間  

事  業  名  摘  要  
事 業 費  国庫補助  

基本額   実績見込額   年 月  

円   円   円   円   ％   円   円   円  

窃  

（別 紙）  

（略）   

潜  

胃  

畜  
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平成20年度 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱 新旧対照表（案）  

改  正  案  

6
 
 

3
 
 
 

年
 
 

第
9
 
 

発
成
 
 

児
平
 
 

9
 
 

3
 
 
 

第
 
 

発
成
 
 

児
平
 
 

号
日
 
 

6
 
5
 
 

9
 
 

月
 
 

月
 
 
 

6
 
 

年
 
 

9
 
 

第一次改正 児 発 第 3 0  
平成10年4月  

第二次改正 児 発 第 5 6  

号
日
号
日
号
 
 

第一次改正  児 発 第 3 0  
平成10年4月  

第二次改正 児 発 第 5 6  

号
目
号
日
号
日
 
 

3
7
2
 
 

9
 
 3

7
2
 
 

9
 
 

l
 

平成1  月
 
 

6
 
 

年
 
 

2
 
 
 

平成1  月
 
 

6
 
 

年
 
 

2
 
 第三次改正 雇児発第 4 2 2  第三次改正 雇児発第 4 2 2  

平成13年6月26   平成13年6月26日  
第四次改正 雇児発第0510003号  

平成14年5月10日  
第五次改正 雇児発第0401015号  

平成15年4月1日  
第六次改正 雇児発第0331031号  

平成17年3月31日  
第七次改正 雇児発第0331035号  

平成18年3月31日  
第八次改正 雇児発第1002003号  

平成18年10月2日  
第九次改正 雇児発第0507002号  

平成19年5月 7 日  

第四次改正 雇児発第0510003号  

平成14年5月10日  
第五次改正 雇児発第0401015号  

平成15年4月1日  
第六次改正 雇児発第0331031号  

平成17年3月31日  
第七次改正 雇児発第0331035号  

平成18年3月31日  
第八次改正 雇児発第1002003号  

平成18年10月2日  
第九次改正 雇児発第0507002号  

平成19年5月 7 日  
第十次改正 雇児‡発第撃※※※号  

平成2  0年※月※日  

都道府県知事   

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

厚生省児童家庭局長  

児童環境づくり基盤整備事業の実施について  

少子化や核家族化の進行、都市化の進展、地域社会の子育て機能の低下等に  
伴う育児不安、多様な人間関係を経験する機会の減少など、子どもや家庭を取  
り巻く環境の変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育っための児童環境づくり   

都道府県知事   

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生省児童家庭局長  

児童環境づくり基盤整備事業の実施について  

少子化や核家族化の進行、都市化の進展、地域社会の子育て機能の低下等に  
伴う育児不安、多様な人間関係を経験する機会の減少など、子どもや家庭を取  

り巻く環境の変化を踏まえ、児童が健やかに生まれ育っための児童環境づくり  



の基盤整備を総合的に推進するため、別紙のとおり「児童環境づくり基盤整備  

事業実施要綱」を定め、平成9年4月1日から実施することとしたので、本事  
業の適正か？円滑な実施を期せられたく通知する。   

なお、本通知の実施に伴い、本職通知平成4年5月18日児発第513号  
「都道府県児童環境づくり対策事業の実施について」、本職通知平成6年6月  

23日児発第610号「子どもにやさしい街づくり事業の実施について」、本  

職通知平成元年5月29日児発第401号「家庭支援相談等事業の実施につい  

て」及び本職通知昭和61年8月30日児発第727号「児童福祉事業適正化  

対策特別事業について」は廃止する。   

別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱   

1 目 的  
少子化や核家族化の進行、未婚化・晩婚化という結婚をめぐる変化に加   

え、結婚した夫婦の出生率の低下、夫婦共働き家庭の一般化、家庭生活との   

両立が困難な職場など、児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、子育て   
しやすい環境を図るとともに、次代を担う児童の健全育成を支援することを   

目的とする。   

2 事業の内容  
この要綱において、 次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とする。   

（⊥）県立児童厚生施設事業（ネットワークづくり事業）（内容について  

は、別添1のとおり）   

（旦）児童環境づくり推進機構事業（内容については、別添旦のとおり）   

（旦）児童育成事業推進等対策事業（内容については、別添且のとおり）   

（旦）健全育成推進事業（内容については、別添旦のとおり）   

（旦）民間児童館活動事業（内容については、別添旦のとおり）   

（旦）児童福祉施設併設型民間児童館事業（内容については、別添且のとお  

り）   

（ヱ）地域組織活動育成事業（内容については、別添ヱのとおり）   

（旦）児童ふれあい交流促進事業（内容については、別添旦のとおり）   

（旦）地域子育て支援拠点事業（内容については、別添旦のとおり）  

の基盤整備を総合的に推進するため、別紙のとおり「児童環境づくり基盤整備  
事業実施要綱」を定め、平成9年4月1日から実施することとしたので、本事  
業の適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。   

なお、本通知の実施に伴い、本職通知平成4年5月18日児発第513号  
「都道府県児童環境づくり対策事業の実施について」、本職通知平成6年6月  

23日児発第610号「子どもにやさしい街づくり事業の実施について」、本  
職通知平成元年5月29日児発第401号「家庭支援相談等事業の実施につい  
て」及び本職通知昭和61年8月30日児発第727号「児童福祉事業適正化  

対策特別事業について」は廃止する。   

別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱   

1 目 的  
現行どおり （略）  

2 事業の内容   

この要綱において、 次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とする。   

（削除）   

（⊥）児童環境づくり推進機構事業（内容については、別添⊥のとおり）  

（旦）児童育成事業推進等対策事業（内容については、別添旦のとおり）  

（旦）健全育成推進事業（内容については、別添旦のとおり）  
（旦）民間児童館活動事業（内容については、別添Aのとおり）  

（旦）児童福祉施設併設型民間児童館事業（内容については、別添旦のとお  

り）  

（旦）地域組織活動育成事業（内容については、別添旦のとおり）  

（ヱ）児童ふれあい交流促進事業（内容については、別添ヱのとおり）  

（旦）地域子育て支援拠点事業（内容については、別添旦のとおり）   

3 事業の実施方法等   

各事業の実施については、別添1～旦に定めるところによるものとする。  

3 事業の実施方法等   

各事業の実施については、別添1～且に定めるところによるもの  とする。   



別添1  

県立児童厚生施設事業（ネットワークづくり事業）実施要綱   

ヒニ  
日   1 趣  

都道府県が設置する児童厚生施設（以下「県立児童厚生施設」という。）   

と都道府県内（以下「県内」という。）の児童館・児童センターとのネット   

ワークづくりを推進するとともに児童館の設置されていない地域を中心に移   

動型児童館（以下「プレーバス」という。）を巡回させること等により、児   

童健全育成の一層の向上を図るものである。   

2 実施主体   

本事業の実施主体は、都道府県とする。   

ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉   

法人、財団法人等に委託することができるものとする。   

3 事業内容及び実施方法   

この事業は、県立児童厚生施設が、県内の児童館・児童センターと連携を   

図り、次の事項を基本として実施するものであること。  
（1）ネットワーク運営委員会（以下「ネットワーク委員会」という。）の  

設置  

本事業を実施するため、県立児童厚生施設の施設長、児童館長、母親  

クラブ役員及び子ども会役員等を委員とするネットワーク委員会を設置  

し、年間総合計画等を立案するものとすること。  
なお、ネットワーク委員会として、「児童館の設置運営について」  

（平成2年8月7日児発第967号厚生省児童家庭局長通知）の1の  

（3）のアに定める運営委員会を充てても差し支えないこと。  

（2）児童館活動等の情報の収集  

県内の児童館活動の内容、利用状況及び児童遊園その他の遊び場の利  

用状況等を把握し、幅広く情報提供すること。  
（3）遊びの指導技術の開発研修  

児童館等で開発、改良された新しい遊びの指導技術について、その研  

修を行うこと。  
（4）プレーバスの巡回等  

① 児童館の設置されていない地域を中心に、土・日曜、祝祭日及び夏  

休み等を利用し、プレーバスの巡回を行うこと。  
② 巡回に当たっては、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第   



63号）第38条に規定する児童の遊びを指導する者を派遣するこ  
ととし、地域の児童館及び母親クラブ等のボランティアの協力を得  

ること。   

（5）広報誌の発行等  

児童館活動事例、イベント情報及びプレーバスの巡回に係る活動状況  

等の情報を県内の児童館等へ提供するため、広報誌の発行など幅広く情  

報提供を行うこと。   

4 費 用  
都道府県が実施する事業に対して、国は別に定めるところにより補助する   

ものとする。   

別添旦  

児童環境づくり推進機構事業実施要綱   

1 趣 旨  

少子化や核家族化の進行等子どもと家庭を取り巻く環境の変化に対応し、   

子育て家庭を支援するための事業や子どもを取り巻く環境を改善するための   

事業等を振興・助成するため、その推進母体として財団法人こども未来財団   

が設置されている。  

地方においても、地域の実情に応じた子育て家庭への支援及び子どもを取   

り巻く環境の改善を具体的に進めるため、中央に財団法人こども未来財団を   

位置づけ、特に大都市を抱える都道府県を中心に児童環境づくり推進機構   

（以下「推進機構」という。）による子どもが健やかに生まれ育つための環   

境づくりの一層の推進を図る。   

2 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県又は推進機構として厚生労働大臣が認めた   

法人とする。ただし、都道府県は、事業の全部又は一部について推進機構と   

して厚生労働大臣が認めた法人に委託して実施することができるものとす   

る。   

3 事業内容   

（1）地域の子育て・子育ち力を高める気運づくり  

① 児童環境づくり運営協議会（以下「運営協議会」という。）の設置  
・運営  

（ア）推進機構には、運営協議会を設置するものとする。   

別添⊥  

児童環境づくり推進機構事業実施要綱   

1 趣 旨  
現行どおり （略）  

2 実施主体   

現行どおり （略）  

3 事業内容   

現行どおり （略）  



（イ）運営協議会は、福祉関係、保健医療関係、教育関係、経済関係、  

労働関係、マスコミ等各種団体等の関係者及び本事業を推進する  
ため必要と認められる個人（子育て当事者等）又は団体等をもっ  

て構成すること。  

（ウ）運営協議会は、本事業の実施に関する企画・立案を行うととも  

に、運営協議会の構成団体等は傘下組織を含めて必要な協力を行  
「＋、ユ ／1・、1．＿＿L・7 ソ1bリノこ9ノつ。  

なお、必要に応じて運営協議会の下部組織として部会を置くこと  

ができるものとする。  

② 子育てや子どもの育ち等をテーマにした取組  
地域全体で子育てや子どもの育ち、子育て支援のあり方等を考え、  

子育てしやすい環境やそのまちづくりを進めるため、推進機構及び運  
営協議会構成団体等によるフォーラム、ワークショップ等の開催、テ  

レビ・ラジオ、インターネット等を利用した広報活動及び子どもや子  

育て当事者等の視点を取り入れた機関誌等の発行  

（2）子育てや子育て支援に関するネットワークの充実強化  

管内の子育てサークルやボランティア団体等地域の子育て支援関係団  

体、行政、民間団体・企業等の交流を促進し、地域における子育て支援  

活動の強化に向けた円滑な連携を図るための取組を実施する。   

（3）地域の子育て人材確保・養成に関する取組  

① 子育て環境づくりを進める人材の育成・支援  
地域における子育て支援活動を積極的に展開する、福祉、保健、医  

療、教育、健全育成等の幅広い分野の指導的役割を担う人材を対象と  
したセミナー等を開催する。  

② 親、学生等に対する子育て講座等の開催  
核家族化が進む中、子育ての知識を身につける機会が少ない 父親・  

母親や、学生その他子育てに関心のある者を対象とした講座等を開催  

する。   

（4）子育て環境づくりに資する地域の実情に応じた取組  

次世代育成支援対策等を踏まえ、地域の実情に応じた先駆的な子育て  
支援事業であって、その成果等を他の都道府県に向けて発信・普及する  

ことができる取組を実施する。   

4 事業実施の手続き   

本事業を実施しようとする場合は、毎年度、別に定める方法により、事前   

に協議を行うものとする。   

4 事業実施の手続き  

現行どおり （略）  



5 留意事項   

現行どおり （略）  

5 留意事項   

（1）推進機構には、都道府県や関係団体との密接な連携の下に、本事業を  

総合的に進めていく強力な指導力を発揮できる人材を確保すること。   

（2）財団法人こども未来財団が実施する事業との連携、調整を図り、事業  

の効果的、効率的実施・協力に努めること。   

（3）都道府県社会福祉協議会、都道府県児童福祉関係団体等と共働で実施  

するなど協力体制を整備するとともに、各種NPO・ボランティア団体  
の協力はもとより、幅広い参加と協力が得られるよう配慮するものとす  

ること。   

（4）上記3の事業内容に係る費用のうち人件費は、3分の1以下であるこ  

と。   

6 費 用  
都道府県が実施する事業、又は助成する事業に対して、国は別に定めると   

ころにより補助するものとする。   

別添＿旦  

児童育成事業推進等対策事業実施要綱   

1 目的   

児童の健全育成に資する模範的・先駆的な事業等を実施することにより、   

児童育成事業の普及や次世代育成支援対策等の一層の推進を図ることを目的   

とする。   

2 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）と   

する。   

ただし、事業の一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財   
団法人等に委託することができるものとする。   

3 事業内容  
次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろうとする際のモデルとな   

り、かつ、その成果等を全国に向けて発信することができる取組を対象とす   

る。  

ただし、国が別途定める国庫負担（補助）制度の対象となる事業は除外す   

る。   

（1）児童育成のための普及啓発事業   

6 費 用   
現行どおり （略）  

別添ヱ＿  

児童育成事業推進等対策事業実施要綱   

1 目的  
現行どおり （略）  

2 実施主体   

現行どおり （略）  

3 事業内容  

現行どおり （略）  



（2）児童健全育成に資する模範的・奨励的事業   

（3）児童福祉、次世代育成支援対策等の推進に関し、児童福祉施設・ 地域  

住民・社会福祉法人・民法第34条の規定により設立された法人・特定  
非営利活動法人・ボランティア等に対する普及啓発事業   

（4）児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議   

（5）児童福祉の向上を図るための開発・研究事業   

（6）その他（1）～（5）に準ずる事業   

4 事業実施の手続き   

本事業を実施しようとする場合は、毎年度、別に定める方法により、事前   

に協議を行うものとする。   

5 留意事項   

（1）6の（2）に定めるとおり、国の補助は原則として単年度であるが、  
事業の実施主体は、当該事業を継続するよう努めるものとする。   

（2）国は、事業実施の成果を普及するため、実施主体に対して、事業の分  

析、検証等を行うよう求めることができるものとする。   

6 費 用   
（1）都道府県、指定都市並びに中核市及び市町村が実施する事業に対し  

て、国は別に定めるところにより補助するものとする。   

（2）一事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとする。   

別添運＿  

健全育成推進事業実施要綱   

1 趣 旨  

児童の健全育成の場で働いている職員等に対して研修を行うことにより、   

児童の健全育成の充実を図るものである。   

2 実施主体   

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。   
ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉   

法人、財団法人等に委託することができるものとする。   

3 事業内容  
実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。   

4 事業実施の手続き  
現行どおり （略）  

5 留意事項   

現行どおり （略）  

6 費 用  

現行どおり （略）  

健全育成推進事業実施要綱  

1 趣 旨   

現行どおり （略）  

2 実施主体  

現行どおり （略）   

3 事業内容   

実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。  



（1） 地域組織連絡協議会助成事業  

家庭及び地域社会において児童の健全な育成が推進されるよう設置  

された、地域組織連絡協議会が行う地域の子育て支援、地域の児童の  

安全確保にかかわる内容を基本とした、地域組織活動の促進及び指導  
者を育成するなど組織の運営の発展を図る研修等に対して助成する事  

業。  
（旦） 地域子育て環境づくり支援事業  

地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員（主任児  

童委員を含む）等に対して、基本的な活動方法や技法等を習得するた  
めの研修及び地域における子育て支援活動を継続的に実施するための  

協議会を実施する事業、また、地域の子育て家庭に幅広く児童委員等  
の活動を知ってもらうことを目的として、児童委員等を講師として招  
いての子育てセミナー等を実施する事業。  

（旦） 児童ふれあい交流支援事業  

中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会を提供するために市町村  

が実施する「児童ふれあい交流促進事業」を推進するため、都道府県  
域で設置する協議会等の運営や啓発活動、情報提供、研究等を実施す  

る事業。  

（⊥） 地域子育て環境づくり支援事業  

現行どおり （略）  

（旦） 児童ふれあい交流支援事業  

現行どおり （略）  

牛留意点   3…）「妙齢こお   
ける家庭教育支援基盤整備事業」において都道府県レベルで設置される協議   

会と連携して、㈱め   

の人材確保・養成などを実施し、卿   

旦 費 用  
現行どおり （略）  

旦 費 用   

都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して、国は別に定める   

ところにより補助するものとする。   

別添旦  

民間児童館活動事業実施要綱   

1 趣 旨   
民間児童館の創意工夫・柔軟な対応等の特色を生かし、地域の実情・需要   

に応じた活動の積極的な取組を実施することにより、地域児童の健全育成を   

図るものである。   

別添4  

民間児童館活動事業実施要綱  

1 趣 旨   

現行どおり （略）  



2 実施主体  

本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は民間児童   

館を運営する者（平成2年8月7日厚生省発児第123号厚生事務次官通知   
「児童館の設置運営について」の別紙「児童館の設置運営要綱」（以下「運   

営要綱」という。）の第2の2（2）～（4）に定める者をいう。）とす   

る。   

3 事業内容  
運営要綱及び平成2年8月7日児発第967号厚生省児童家庭局長通知   
「児童館の設置運営について1に定める活動のほか、次の（1）～（4）の   

事業のうち、2事業以上実施するものであること。   
（1）自然体験活動事業  

ひきこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での活  
動を行うものとする。   

（2）子どもボランティア育成支援事業  

子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動につ  
いての支援を行うものとする。   

（3）児童健全育成相談支援事業  

中・高校生を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応じ、学校等  

関係機関と連携を図り、個別または集団指導を定期的に行うものとす  

る。   

（4）年長児童等来館促進事業  

児童館への中・高校生の来館を促進するため、中高校生が自主的にイ  

ベント等の催しを開催するための活動支援を行うものとする。   

（5）地域子育て支援拠点事業（児童館型）  

学齢期の子どもが来館する前の時間等を利用して、親と子の交流、つ  
どいの場を設置するとともに、子育て中の親などの当事者等をスタッフ  

として参加させた身近で利用しやすい地域交流活動を行うものとする。  

なお、本事業は、（1）～（4）と同様に、民間児童館が実施する事  
業としての位置づけであるが、事業内容等については、別添9「地域子  

育て支援拠点事業実施要綱」に定めるものとする。   

4 費 用   
国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。  

（1）市町村が設置し、実施する事業（委託に限る。）又は助成する事業に  

対して、都道府県が補助する事業   

（2）指定都市及び中核市が設置し、実施する事業（委託に限る。）又は助   

2 実施主体  

現行どおり （略）  

3 事業内容  

現行どおり （略）  

4 費 用  

現行どおり （略）  



成する事業   

（3）社会福祉法人等が設置し、実施する事業に対して、都道府県、指定都  

市及び中核市が補助する事業   

別添旦  

児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱   

1 趣 旨   
民間の児童福祉施設に併設した児童館において、児童養護施設、保育所等   

の児童福祉施設の専門的な養育機能を活用して、児童健全育成、児童養育等   
に関する相談援助活動、各種子育て支援サービスの利用促進等を実施するこ   

とにより児童館事業の総合的な展開を図るものである。   

2 実施主体  
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は民間児童   

館を運営する者（平成2年8月7日厚生省発児第123号厚生事務次官通知   
「児童館の設置運営について」の別紙「児童館の設置運営要綱」の第2の2   

（2）～（4）に定める者をいう。）とする。   

3 事業内容   

（1）児童福祉施設で行う事業  

児童館を併設する児童福祉施設においては、延長保育等の特別保育事  
業、児童家庭支援センターで行う事業、短期入所生活援助（ショートス  
テイ）事業、夜間養護（トワイライトステイ）等事業等地域の実情に応  

じた児童健全育成のための事業を行うものとする。   

（2）併設した児童館で行う事業  

併設された児童館において、①か ら③までに掲げる事業を行うものと  

する。  
① 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の2第2項の放課  

後児童健全育成事業  

② 地域児童育成活動支援事業  

地域の実情に応じて、次に掲げるような児童の健全育成に関する地  

域の各種活動の支援、サービスの利用の促進を行う。  
（ア）相談事業  

地域住民からの児童の健全育成、養育に関する各種の相談への対  

応。  

（イ）啓発活動、福祉サービス利用の調整等   

別添旦  

児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱   

1 趣 旨  

現行どおり （略）  

2 実施主体   

現行どおり （略）  

3 事業内容   

現行どおり （略）  



短期入所生活援助（ショートステイ）事業、延長保育等の特別保  

育事業、放課後児童健全育成事業等各種子育て支援のためのサー  

ビスの実施状況、利用方法等についての情報の提供及びその積極  

的な利用についての啓発、利用の調整。  

地域の児童健全育成に関する様々な情報（行事、講座等）の収集  

及び地域住民に対する情報提供。  
（ウ）地域住民による自主的な活動の支援等  

児童の健全育成に関する子ども会、母親クラブ等の地域組織活動  
等地域ボランティアグループの活動の紹介及び必要に応じ日頃の  

活動に対する支援。  

（エ）関係機関等への連絡・協力  

児童相談所、福祉事務所、学校、児童委員等関係機関との連絡及  

び関係機関による地域の児童とその家庭の状況把握への協力。  

（オ）地域行事との連携  

児童館利用児童の地域行事への参加の勧奨等による他世代との交  

流の促進。  

③ 児童健全育成特別事業  

児童福祉施設の専門的機能を活用して、次に掲げるような児童健全  

育成に関する特別事業を行う。  

（ア）子育て支援  

専業主婦を対象とした育児セミナーの開催、子育て支援サークル  

の設置促進、育児に関する情報提供等による子育て支援。  
（イ）異年齢児との交流  

保育所の乳幼児や児童養護施設の児童等と児童館利用児童との交  

流による異年齢児との人間関係を構築する活動。  

（ウ）引きこもり・不登校等児童に対する支援  

児童委員等との連絡や巡回相談等による引きこもり・不登校等児  

童の状況等の把握及びこれらの児童に対する指導。  

（エ）思春期児童の養育の支援  

情緒不安定な思春期児童を抱える保護者に対する思春期児童対応  

講座等を開催等思春期児童の養育に関する保護者交流グループの  

育成・支援。   

（3）職員の配置  

社会福祉士、保育士、児童の遊びを指導する者及び児童指導員のいず  

れかの資格を有する者を配置するものとする。   

4 費 用   4 費 用  



現行どおり （略）  国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。   

（1）市町村が実施する事業（委託に限る。）又は助成する事業に対して、  

都道府県が補助する事業   

（2）指定都市及び中核市が実施する事業（委託に限る。）又は助成する事  

業   

別添ヱ  

地域組織活動育成事業実施要綱   

1 趣 旨  
児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による地域   

組織活動の促進を図るものである。   

2 実施主体  
本事業の実施主体は、地域組織（3に掲げる母親クラブ、子育てサークル   

等をいう。）とする。   

3 組織及び運営  
地域組織活動の組織及び運営は、次により行うものであること。   

（1）地域組織は、母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な団  

体（母親クラブ、子育てサークル等）とし、1組織の会員は、概ね30  
人以上とすること。   

（2）地域組織には、会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置く  

とともに、その運営は会員の協議により行うものとすること。   

（3）地域組織の活動は、児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な連携  

をもつものとすること。   

（4）地域組織は、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。   

（5）地域組織は、その収入及び支出の状況を常に明確にしておくこと。   

4 活 動  
地域組織は、地域における児童福祉の向上を図るため次の活動を行うこ   

と。   

（1）親子及び世代間の交流、文化活動  

「家庭の日」を設けたり「こどもの日」や「敬老の日」などを利用  

し、親子やお年寄りとの交流を図るため、野外での交流活動を企画実行  

したり、読書会、映画会、人形劇サークル、地域文化の伝承サークル、  
料理教室などの文化活動を行う。   

地域組織活動育成事業実施要綱  

1 趣 旨   

現行どおり （略）  

2 実施主体  

現行どおり （略）  

3 組織及び運営  

現行どおり （略）  

4 活 動  

現行どおり （略）  



（2）児童養育に関する研修活動  

児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域での  

児童健全育成の向上に関する研修会などを開催する。   

（3）児童の事故防止等活動  

地域の実情に応じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の巡回、  

交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害から守るための活動等の奉仕  

活動を行う。   

（4）その他、児童福祉の向上に寄与する活動  

なお、地域組織等の活動に際しては、地域組織等の年間活動計画を策定   
し、地域の理解と協力を得るよう広報等に努めるほか、必要に応じて関係行   

政機関等と緊密な連携を図ること。   

5 費 用  
国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。   

（1）市町村が助成する事業に対して、都道府県が補助する事業   

（2）指定都市及び中核市が助成する事業   

別添旦  

児童ふれあい交流促進事業実施要綱   

1 趣 旨  
近年、不登校や引きこもりの増加など児童や家庭をめぐる様々な問題が発   

生し、深刻な社会問題となっている。 この要因として、同世代を含めた人間   

関係の希薄化やコミュニケーションの不足があげられている。このため、市   

町村における地域の実情に応じた新たな取り組みとして、児童館等を活用し   

た、児童の親子でのふれあい、様々な人との出会い、地域の仲間づくりを促   

進し、子育て家庭の支援や児童の健全な育成を図るものである。   

2 実施主体  
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。  

ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉   

法人、財団法人、特定非営利活動法人等（以下「社会福祉法人等」とい   
う。）に委託することができるものとする。   

3 事業内容  

実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。   

（1）年長児童の赤ちやん出会い・ふれあい・交流事業   

5 費 用   

現行どおり （略）  
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児童ふれあい交流促進事業実施要綱   

1 趣 旨  

現行どおり （略）  

2 実施主体  

現行どおり （略）  

3 事業内容   

現行どおり （略）  



小学校高学年、中学生及び高校生が乳幼児と出会い、ふれあい、交流   
する事業であり、その実施に当たっては、赤ちやん講座などの事前学習  

を開催し、直接、乳幼児とふれあうための交流事業を実施するものとす  

る。  

事前学習の実施に当たっては、乳幼児の発達、生命や性についての講   

義を行うとともに、赤ちやん人形等の教材を使用し、乳幼児の安全な抱   
き方や遊び方を体験させ、乳幼児健診の場や児童福祉施設等の見学を行  

うなど実習を取り入れること。  

また、交流事業の実施に当たっては、保健師、助産師、保育士等の協   
力を得て、衛生管理及び事故防止等のために細心の注意を払うこと。  

（2）中・高校生居場所づくり推進事業  

地域に中・高校生の健全な居場所を確保するため、中・高校生の利用   
ニーズの高いパソコンや音楽機材、演劇、創作ダンス、スポーツ等の専   

門的な講習を行うとともに交流事業を実施するものとする。  
事業の実施に当たっては、企画段階から中・高校生の参加を促進する   

こととし、中・高校生の意見を踏まえた内容とすること。  
（3）絵本の読み聞かせ事業  

親子のふれあいの機会を作るため、絵本の読み聞かせに関する講習会   

を行うとともに親同士の交流事業を実施するものとする。  
講習会については、保育士や幼稚園教諭、図書館司書等を講師とし   

て、乳幼児を持つ親を対象に、読み聞かせに適した絵本の選定のポイン   
トや読み聞かせの方法に関する内容とし、必要に応じ、乳幼児期に適し   

た絵本を紹介する等、絵本に関わる情報提供も行うこと。  
（4）親と子の食事セミナー事業  

子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成を図るため、健全な食事   

環境を通じた家族の団らんの大切さや食事の楽しさ等を学ぶため、食事   

に関する講習会（食事セミナーなど）を行うとともに親子や親同士の交   

流事業を実施するものとする。  
講習会については、管理栄養士や栄養士等を講師として、親と子を対   

象に、実習の導入や各種教材の活用等を図り、食事に関する興味・関心   
を高めるような内容とすること。  

（5）巡回児童館事業  

児童の健全育成を図るため、児童館から離れた地域や児童館が無い隣   
接市町村の団地の集会室等に、児童館の職員が定期的（月1回以上）に   
出向き、ボランティア等との連携のもとに主に就学前児童と専業主婦の   
親子に対し、遊びの指導や子育て相談等を行うものとする。   



4 留意事項  

市町村及び事業の委託を受けた社会福祉法人等（以下「市町村等」とい   

う。）は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、本   

事業の地域住民への周知を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努める   

こと。   

（1）現行どおり （略）  

（2）現行どおり （略）  

4 留意事項   

市町村及び事業の委託を受けた社会福祉法人等（以下「市町村等」とい   

う。）は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、本   

事業の地域住民への周知を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努める   

こと。  

（1）本事業は、児童館、公民館、保健センター等の公的施設を活用し、事  

にしでうこと。  

（2）本事業の実施について、児童館、学校、公民館、保健センター、保育  

所等の関係する機関との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行わ  
れるように努めるとともに、児童委員・主任児童委員及び母親クラブ、  
食生活改善推進員等の地域のボランティアの協力を得るよう努めるこ  

と。  

（3）本事業の効率的な事業実施のため、それぞれの事業の有識者のほか、  

本事業の参加対象者の意見を聞きながら、事業開始に当たっての事前打  
ち合わせを行うこととし、事業計画を策定するなど計画的な実施に努め  
ること。  

（3）現行どおり （略）  

（4）：〕の（1）（聯「地域に   
おける家庭教育支援基盤形成事業」において市町村レベルで設置される   

協議会や家庭教育支援チームと連携し、事業への児童・生徒の参加の呼   

びかけや事業協力者（乳幼児親子）の確保を行うとともに、児童館や小  

学校等の実施場所の提供については、福祉部局と教育委員会が協力して  

実施するなどにより、定期的・継続的に事業を実施し、できるだけ多く  
の児童・閲よう配慮すること。   

5 費 用   
（1）現行どおり （略）  

5 費 用   
（1）国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす  

る。  

①市町村が実施する事業に対して、都道府県が補助する事業  
②指定都市及び中核市が実施する事業   

（2）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を、参加者か  

ら徴収することができるものとする。   

別添旦  

地域子育て支援拠点事業実施要綱   

1 趣旨   

（2）現行どおり （略）  

地域子育て支援拠点事業実施要綱  



少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる   
環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て   

中の親の孤独感や不安感の増大等といった問題が生じている。  

このため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の   

設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての   
不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。   

2 実施主体   

本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。  

ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認め   

られる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等（以下「社会福   

祉法人等」という。）に委託等することができるものとする。   

3 実施形態  

（1）ひろば型  

常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども（概ね3歳末満の  

児童及び保護者）（以下「子育て親子」という。）が気軽に集い、うち解  

けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するもの。  
（2）センター型  

地域の子育て支援情報の収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的  
な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て  

支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展  

開するもの。  

（3）児童館型  

民営の児童館、児童センターにおいて、学齢期の子どもが来館する前の  

時間等を利用して、親と子の交流、つどいの場を設置するとともに、子育  

て中の親などの当事者等をスタッフとして参加させた身近で利用しやすい  

地域交流活動を展開するもの。   

4 事業内容   

ひろば型、センター型及び児童館型において、以下に掲げる取組を全て実  
施すること。  

（1）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進  

子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子  

間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施  

（2）子育て等に関する相談、援助の実施  

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助の   

現行どおり （略）  

2 実施主体  

現行どおり （略）  

3 実施形態  

現行どおり （略）  

4 事業内容  

現行どおり （略）  



実施  

（3）地域の子育て関連情報の提供  

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報  

の提供  

（4）子育て及び子育て支援に関する講習等の実施  

子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動すること   
を希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関す  

る講習等を実施   

5 実施要件  
（1）ひろば型   

① 基本機能  

ア 実施場所  
（ア）公共施設内のスペー ス、商店街の空き店舗、公民館、児童館、  

学校の余裕教室、子育て支援のための拠点施設、民家、マンショ  
ン・アパートの一室など、子育て親子が集う場として適した場所  

で実施すること。  

（イ）複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定め  

て実施すること。  

（ウ）ひろばのスペースは、概ね10組の子育て親子が一度に利用  

しても差し支えない程度以上の広さを有すること。  
（エ）ひろばの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊  

具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を  

有すること。  

イ 開設日数等  

原則として、週3日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。  
なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時  

間帯等に十分配慮して設定すること。  

ウ 職員の配置  

子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と  

経験を有する専任の者を2名以上（非常勤でも可）配置すること。   

② 出張ひろばの実施  

4の（1）から（4）に加えて、ひろば型を開設している実施主体か  

ら委託を受けた社会福祉法人等は、地域のニーズや実情を踏まえ、近隣  
の公共施設等を活用して、ひろば型と同様の事業を実施する出張ひろば  

5 実施要件   

現行どおり （略）  

の積極的な開設に努めること。  

ア 開設日数等については、週1日～2日、かつ、  1日5時間以上開設   



すること。  

イ 出張ひろばは、開設年度の翌年度に、ひろば型に移行することを念  

頭において実施すること。  

り ひろば型の職員が、必ず1名以上、出張ひろばの職員を兼務するこ  

と。  

エ 実施場所については、地域の実情に応じて、開設後に変更すること  

も差し支えない。ただし、その場合には、子育て親子のニーズや利  

便性等に十分配慮すること。  

オ その他、事業の実施に当たっての要件等については、ひろば型と同  

様とする。   

③ 地域の子育て力を高める取組の実施  

4の（1）から（4）に加えて、地域の実情に応じ、地域の子育て力  

を高めることを目的とした以下のア～エに掲げる取組について、積極的  

に実施するよう努めること。  

ア 中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取  

組  

イ 地域の高齢者や異年齢児童等と世代間の交流を継続的に実施する取  

組  

り 父親サークルの育成など父親の子育てに関するグループづくりを促  

進する継続的な取組  

工 公民館、街区公園（児童遊園）、プレーパーク等の子育て親子が集  

まる場に、職員が定期的に出向き、必要な支援や見守り等を行う取  

組  

（2）センター型   

① 基本機能  

ア 実施場所  

保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設の他、効果的・  

継続的な事業実施が可能な場所で実施すること。  

イ 開設日数等  

原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。  
なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時  

間帯等に十分配慮して設定すること。  

ウ 職員の配置  

育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有す  
る者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2名以上  
（非常勤でも可）配置すること。   

② 地域支援活動の実施   



4の（1）から（4）に加えて、地域全体で子育て環境の向上を図る   
ため、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図り   

ながら、以下に掲げる取組を必ず実施すること。   

ア 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、公園等の公  

共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域  

支援活動を実施すること。   
イ 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される  

場合には、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力により  

支援を実施すること。  

③ 経過措置  

従来の、地域子育て支援センター（小規模型指定施設）（以下「指定   

施設」という。）については、平成21年度までは以下のとおり実施し   

て差し支えないものとする。   

ア 開設日数等  

原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。  
なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時  

間帯等に十分配慮して設定すること。   

イ 職員の配置  
育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有す  

る専任の者を1名以上（非常勤でも可）配置すること。   

り 指定施設は（ア）～（ウ）のうち2事業以上を実施すること。  

（ア）育児不安等についての相談指導  

a 育児不安についての相談の他、可能な指定施設においては市  

町村等の看護師又は保健師等による保健相談を実施するこ  

と。保健相談は週3回程度実施することとし、必要に応じて  

疾病の予防、健康増進に必要な保健上の注意・助言を与える  

こと等を行うものであること。  

b 来所、電話及び家庭への訪問など事前予約制の相談指導、指  

定施設内で提供する交流スペースでの随時の相談、公共的施  
設への出張相談など、地域のニーズに応じた効果的な実施を  

工夫すること。  

c 子育て親子が利用できる時間等に配慮して柔軟な対応ができ  

るよう留意すること。  

d 子育て親子の状況等に応じて適切な相談指導ができるよう実  
施計画を作成するとともに、定期又は随時の電話連絡等によ  

り、その家庭の状況等の把握に努めること。  

e 児童虐待など指定施設単独での対応が困難な相談について   



は、6（6）の関係機関と連携を図り、関係者間で共通認識の  

もと、適切な対応を図ること。  
（イ）子育てサークル及び子育てボランティアの育成・支援  

a 子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため、定期  
的に講習会等の企画、運営を行うこと。  

b 子育てサークル及び子育てボランティアの活動状況の把握に  

努め、効果的な活動ができるよう、活動の場の提供や、活動  

内容の支援に努めること。  

（ウ）地域の保育資源の情報提供等  

a ベビーシッターなど地域の保育資源の活動状況を把握し、子  
育て親子に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報  

を提供し、必要に応じて紹介等を行うこと。  

b 指定施設は、地域の保育資源及び市町村と定期的に連絡を取  
り合うなど、連携・協力体制の確立に努めること。  

（3）児童館型   

① 基本機能  

ア 実施場所  

（ア）児童館、児童センターにおける一般児童が利用しない時間等を  

活用して、既設の遊戯室、相談室等で子育て親子が交流し、集う  

に適した場所で実施すること。  

（イ）ひろばのスペースは、概ね10組の子育て親子が一度に利用し  

ても差し支えない程度以上の広さを有すること。  

（ウ）ひろばの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具  

その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有  

すること。  

イ 開設日数等  

原則として、週3日以上、かつ1日3時間以上開設すること。  
なお、開設時間については、子育て親子のニーズ等に十分配慮する  
とともに、一般児童の利用時間も考慮して設定すること。  

り 職員の配置  

子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と  

経験を有する者をひろば担当者として1名以上（非常勤でも可）配  

置すること。  

なお、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第3  
8条に規定する児童の遊びを指導する者は、ひろば担当者をサポー  
トして子育て親子に対する援助に協力すること。   

② 地域の子育て力を高める取組の実施   



4の（1）から（4）に加えて、地域の実情に応じ、地域の子育て力  
を高めることを目的として、ひろばにおける中・高校生や大学生等ボラ  

ンティアの日常的な受入・養成を行う取組について、積極的に実施する  

よう努めること。   

6 留意事項  
（1）事業に従事する者（学生等ボランティアを含む。）は、子育て親子への  

対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情  
報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。  

（2）実施主体（委託先を含む。）は、事業に従事する者の資質、技能等の向  

上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努め  

ること。  

また、事業に従事する者においても、都道府県等が実施する各種研修  
会、セミナー等に積極的に参加し、自己研鐸に努めること。  

（3）事業の実施に当たっては、子育てサークルやボランティアなどの協力を  

得るなど、効率的・効果的な実施に努めること。  
（4）事業の実施に当たっては、地域住民等に対して、広報誌、パンフレット  

の発行や表看板の設置などにより、周知の徹底を図ること。  
（5）事業の実施に当たっては、近隣地域の「ひろば型」、「センター型」及  

び「児童館型」は、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努  

めること。  

（6）事業の実施に当たっては、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健セン  

ター、保健所、児童委員（主任児童委員）、児童福祉施設、幼稚園、認定  

こども園、医療機関、療育機関、子育て支援団体等と連携を密にし、効果  
的かつ積極的に実施するよう努めること。   

7 事業の実施手続等   

市町村（指定都市及び中核市を除く。）は、毎年度、事業の実施に当た   

り、都道府県と十分協議を行うこと。   

都道府県は、管内市町村と情報交換や連携を密に図り、管内市町村の事業   

の進捗や事業内容等について把握するとともに、事業を実施する者の情報交   

換の場の設置や事業内容の向上等を図るための研修の実施等、必要な調整、   

協力、支援等に努めること。   

8 費用  
（1）国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。   

① 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業   

6 留意事項  

現行どおり （略）  

7 事業の実施手続等  

現行どおり （略）  

8 費用  

現行どおり （略）  







改  正  案  現  行  

厚 生 事 務 次 官  

児童環境づくり基盤整備事業費の国庫補助について   

近年の少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等  

児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ子育てしやすい環境の整備をはかるとと  

もに、児童が健やかに生まれ育つための児童環境づくりを総合的に推進するため、児  

童環境づくり支援事業、子どもにやさしい街づくり事業及び家庭支援相談等事業など  

により、児童環境づくり対策の促進を因ってきたところである。   

この度、平成8年度から実施されてきた「児童環境づくり支援事業」、平成6年度  

から実施されてきた「子どもにやさしい街づくり事業」の一部及び平成元年度から実  

施されてきた「家庭支援相談等事業」の統合を図ることに伴い、別紙のとおり「児童  

環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱」を定め、平成9年4月1日から適用する  

こととしたので通知する。   

なお、平成8年6月7日厚生省発児第103号本職通知「児童環境づくり支援事業  

費補助金の国庫補助について」、平成6年9月21日厚生省発児第148号本職通知  

「子どもにやさしい街づくり事業の国庫補助について」及び平成元年5月29日厚生  

省発児第91号本職通知「家庭支援相談等事業の国庫補助について」は廃止する。  

厚 生 事 務 次 官  

児童環境づくり基盤整備事業費の国庫補助について   

近年の少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等  

児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ子育てしやすい環境の整備をはかるとと  

もに、児童が健やかに生まれ育っための児童環境づくりを総合的に推進するため、児  

童環境づくり支援事業、子どもにやさしい街づくり事業及び家庭支援相談等事業など  

により、児童環境づくり対策の促進を図ってきたところである。   

この度、平成8年度から実施されてきた「児童環境づくり支援事業」、平成6年度  

から実施されてきた「子どもにやさしい街づくり事業」の一部及び平成元年度から実  

施されてきた「家庭支援相談等事業」の統合を図ることに伴い、別紙のとおり「児童  

環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱」を定め、平成9年4月1日から適用する  

こととしたので通知する。   

なお、平成8年6月7日厚生省発児第103号本職通知「児童環境づくり支援事業  

費補助金の国庫補助について」、平成6年9月21日厚生省発児第148号本職通知  

「子どもにやさしい街づくり事業の国庫補助について」及び平成元年5月29日厚生  

省発児第91号本職通知「家庭支援相談等事業の国庫補助について」は廃止する。  

別 紙  別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱  児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱  

（通 則）  

1現行どおり （略）  

（通 則）  

1児童環境づくり基盤整備事業費の国庫補助金については、予算の範囲内において  

交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年   



現  行  改  正  

法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和  

30年改令第255号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年厚生  

省・労働省令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）  

2 この補助金は児童手当法（昭和46年法律第73号）第29条の2に規定する児  

童育成事業として、児童環境づくり基盤整備事業を実施し、児童の福祉の増進に寄   

与することを目的とする。  

（交付の目的）  

2 現行どおり （略）  

（交付の対象）  

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（ユ）県立児郷㌧′トワークづくり事業）  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤轍〔ネニソトワーク   

づくり事業）；勧師  
（旦）児童環境づくり推進機構事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別添旦「児童環境づくり推進機構事業実施要綱」  

により、都道府県が行う事業及び厚生労働大臣が認めた法人に対して都道府県  

が補助する事業。  

（宣）児童育成事業推進等対策事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別準旦「児童育成事業推進等対策事業実施要綱」  

により、都道府県、指定都市、中核市及び市町村が行う事巣  

（4）健全育成推進事業   

（交付の対象）  

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（削除）  

（ユ）児童環境づくり推進機情事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別嘩ユ「児童環境づくり推進機構事業実施要綱」   

により、都道府県が行う事業及び厚生労働大臣が認めた法人に対して都道府県   

が補助する事業〕  

拉）児童育成事業推進等対策事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別埠旦「児童育成事業推進等対策事業実施要綱」   

により、都道府県、指定都市、中核市及び市町村が行う事業。  

（旦）健全育成推進事業  
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平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別堺旦「健全育成推進事業実施要綱」により、都   

道府県、指定都市及び中核市が行う事業。  

（互）民間児童館活動事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別範旦「民間児童館活動事業実施要綱」により、   

市町村が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業に対して、都道府県が補助   

する事業、指定都市及び中核市が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業並   

びに社会福祉法人等が設置し、行う事業に対して、都道府県、指定都市及び中   

核市が補助する事巣，  

（旦）児童福祉施設併設型民間児童館事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別埠旦「児童福祉施設併設型民間児童館事業実   

施要綱」により、市町村が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業に対して、   

都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業（委託に限る。）   

又は助成する事業⊃  

（ヱ）地域組織活動育成事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別嘩ヱ「地域組織活動育成事業実施要綱」によ   

り、市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及   

び中核市が助成する事業。  

（旦）児童ふれあい交流促進事業  

平成9年6月5日児発第396一引享生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別埠旦「児童ふれあい交流促進事業実施要綱」   

により、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及   

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別堺旦「健全育成推進事業実施要綱」により、   

都道府県、指定都市及び中核市が行う事業。  

（生）民間児童館活動事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別堺旦「民間児童館活動事業実施要綱」により、   

市町村が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業に対して、都道府県が補助   

する事業、指定都市及び中核市が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業並   

びに社会福祉法人等が設置し、行う事業に対して、都道府県、指定都市及び中   

核市が補助する事業⊃  

（旦）児童福祉施設併設型民間児童館事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別準旦「児童手酌上施設併設型民間児童館事業実   

施要綱」により、市町村が行う事業（委託に限る。）又は助成する事業に対して、   

都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業（委託に限る。）   

又は助成する事巣  

（旦）地域組織活動育成事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別埼旦「地域組織活動育成事業実施要綱」によ   

り、市町村が助成する事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及   

び中核市が助成する事業。  

（ヱ）児童ふれあい交流促進事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別埠ヱ「児童ふれあい交流促進事業実施要綱」   

により、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及  
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び中核市が行う事晃  

（旦）地域子育て支援拠点事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別添旦「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に   

より、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び   

中核市が行う事業。  

び中核市が行う事業。  

迫）地域子育て支援拠点事業  

平成9年6月5日児発第396号厚生省児童家庭局長通知「児童環境づくり基   

盤整備事業の実施について」の別嘩旦「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に   

より、市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び   

中核市が行う事業。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交イ傭は、次により算出するものとする。   

ただし、算定されたそれぞれの額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  

（1）都道府県分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、次のり  

により算出された額の合計額  

ア 別表の第1欄の健全育成推進事業費について、第2欄に定める基準額と第  

3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。   

ただし、算定されたそれぞれの額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  

（1）都道府県分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、次のり  

により算出された額の合計額   

ア 別表の第1欄の県立児童厚生施設事業費及び健全育成推進事業費につい  

て、畳1欄の区分ご七に第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の  

実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額  

を選定する。  

イ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交  

付額とする。  

り 別表の第1欄の児童環境づくり推進機構事業費及び児童育成事業推進等対  

策事業費について、第1欄の区分ごとに第3欄に定める対象経費の実支出額  

から寄付金その他の収入額を控除した額の範囲内で、厚生労働大臣が必要と  

認めた額を交付額とする。  

（2）指定都市・中核市分   

イ 現行どおり （略）  

ウ 現行どおり （略）  

（2）指定郡市・中核市分  
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別表の第1欄に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ及びり  

により算出された額の合計額  

ア 別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第3欄に定める  

対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の範囲内で、厚  

生労働大臣が必要と認めた額を交付額とする。   

イ 別表の第1欄の健全育成推進事業費及び市町村児童環境づくり基盤整備  

事業費について、第1欄の区分ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定め  

る対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し  

て少ない方の額を選定する。  

ウ イにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を  

交付額とする。  

（3）市町村分（特別区を含み指定都市、中核市を除く。）  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ及びウに   

より算出された額の合計額   

ア 別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第3欄に定める対  

象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の範囲内で、厚生  

労働大臣が必要と認めた額を交付額とする。   

イ 別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費について、第2欄に定  

める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額  

を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。   

ウ イにより選定された額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額  

とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とす  

る。  

（4）社会福祉法人等分  

別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費のうち、民間児童館活動   

現行どおり （略）  

（3）市町村分（特別区を含み指定都市、中核市を除く。）  

現行どおり （略）  

（4）社会福祉法人等分  

現行どおり （略）  
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事業費について、次のア及びイにより算出された額の合計額  

ア 別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄   

付金その他の収入額を控除した額とを社会福祉法人等ごとに比較して少ない   

方の額を選定する。  

イ アにより選定された額に3分の2を乗じて得た額と都道府県、指定都市及び   

中核市が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて   

得た額を交付額とする。  

（交付の下限）  

5 4により算定された補助金の額の合計が、都道府県及て刃旨定都市にあっては10   

0万円、中核市にあっては50万円、市町村（特別区を含む。）にあっては10万   

円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。  

（交付の下限）  

5 現行どおり （略）  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）直接補助事業に係る場合   

ア 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければ  

ならない。   

イ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機観及び  

器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第  

14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過す  

るまでは、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反し  

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。   

ウ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合  

には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

（交付の条件）  

6 現行どおり （略）  
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ェ事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい  

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図  

らなければならない。  

オ補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1によ  

る調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。  

（2）間接補助事業に係る場合  

ア都道府県又は指定都市若しくは中核市が市町村若しくは社会福祉法人等に  

対して間接補助金を交付する場合には、（1）のアからオに掲げる条件（ただ  

し、社会福祉法人等については、オの条件にかえ「事業に係る収入及び支出  

を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、  

かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならな  

い。」の条件を加える。）を付さなければならない。この場合において（1）  

のア及びり中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事又は指定都市若し  

くは中核市の市長」と、（1）のイ中「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都  

道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と（1）のり中「国  

庫」とあるのは、「都道府県又は指定郡市若しくは中核市」と読み替えるもの  

とする。  

イ都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接補助金に  

係る補助金の交付を受lナた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する  

額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付しなければならない。  

ウ間接補助事業者から財産の処分により収入の全部又は一部の納付があった  

場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（申請鞠  （申請手続）  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。   7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  
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（1）都道府県が行う別表の第1欄の児童環境づくり推進機情事業、児童育成事業推   

進等対策事業及び健全育成推進事業、市町村及び社会福祉法人等が行う別表の   

第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費に対して、都道府県が補助する   

事業、指定都市及び中核市が行う別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業、   

健全育成推進事業及び市町村児童環境づくり基盤整備事業費並びに社会福祉法   

人等が行う別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費に対して、指   

定都市及び中核市が補助する事業  

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、別紙様式2による申請   

書に関係書類を添えて、毎年度5月末日までに厚生労働大臣に提出するものと   

する。  

（2）市町村が行う別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業   

現行どおり （略）  

（1）都道府県が行う別表の第1欄の県立児童厚生廼設事業、児童環境づくり推進機   

構事業、児童育成事業推進等対策事業及び健全育成推進事業、市町村及び社会   

福祉法人等が行う別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費に対し   

て、都道府県が補助する事業、指定都市及び中核市が行う別表の第1欄の児童   

育成事業推進等対策事業、健全育成推進事業及び市町村児童環境づくり基盤整   

備事業費並びに社会福祉法人等が行う別表の第1欄の市町村児童環境づくり基   

盤整備事業費に対して、指定都市及び中核市が補助する事業  

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、別紙様式2による申請書   

に関係書類を添えて、毎年度5月末日までに厚生労働大臣に提出するものとす  

る。  

（2）市町村が行う月1俵の第1欄の児童育成事業推進等対策事業   

ア 市町村長は、別紙様式3による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月末日  

までに都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。   

イ 都道府県知事は、アの申請書を取りまとめ、別紙様式4による進達書を添え  

て、厚生労働大臣に提出するものとする。  

（変更中諸手続）  

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申   

請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、毎年度1月末日までに行うも   

のとする。  

（変更中諸手続）  

8 現行どおり （略）  

（交付決定までの標準的期間）  

9 国は、交付申請書が到達した日から起算して原則として90日以内に交付の決定   

を行うものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

9 現行どおり （略）  
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（補助金の概算払）  

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範   

囲内において概算払をすることができる。  

（補助金の概算払）  

10 現行どおり （略）  

（実績報告）  

11この補助金の実績報告は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う別表の第1欄の県立児童厚生施設事業、児童環境づくり推進機  

構事業、児童育成事業推進等対策事業及び健全育成推進事業、市町村及び社会  

福祉法人等が行う別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整佑事業費に対し  

て、都道府県が補助する事業、指定都市及び中核市が行う別表の第1欄の児童  

育成事業推進等対策事業、健全育成推進事業及び市町村児童環境づくり基盤整  

備事業費並びに社会福祉法人等が行う男l俵の第1欄の市町村児童環境づくり基  

盤整備事業費に対して、指定都市及び中核市が補助する事業  

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、事業完了後、1か月を経  

過した目又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに方Ij紙様式5による報告  

書に関係書短を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。  

（実績報告）  

11この補助金の実績報告は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う別表の第1欄の児童環境づくり推進機構事業、児童育成事業推  

進等対策事業及び健全育成推進事業、市町村及び社会福祉法人等が行う別表の  

第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費に対して、都道府県が補助する  

事業、指定都市及び中核市が行う別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業、  

健全育成推進事業及び市町村児童環境づくり基盤整備事業費並びに社会福祉法  

人等が行う別表の第1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費に対して、指  

定都市及び中核市が補助する事業  

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、事業完了後、1か月を  

経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに別紙様式5による報  

告書に関係書短を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。  

（2）市町村が行う別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業   

ア 市町村長は、事業完了後、1か月を経過した目又は翌年度4月10日のいず  

れか早い日までに別紙様式6による報告書を都道府県知事を経由して厚生労  

働大臣に提出するものとする。   

イ 都道府県知事は、アの報告書を取りまとめ、別紙様式7による進達書を添え  

て、厚生労働大臣に提出するものとする。   

（2）市町村が行う別表の第1欄の児童育成事業推進等対策事業   

現行どおり （略）  





改  正  現  行   

別 表  別 表  

1区分   2 基  準  額   3 対 象 経 費  4 補助率  1区分   2 基  準  額   3 対 象 経 費    4補助率  

（削除）  （削除）   （削除）   （削除）  県  1／3  
立  （わトワークづくり事業）  要な経費（給料、職見手当、  
児  共済責を除く。）  
童  1都道府県当たり年額6，474，000円  
庫  
生  
施  
設  
事  
業  
費   

児  ⊥ 児童環境づくり推進機構事業費  児童環境づくり推進機構事 ー、′  定 額  
環i隼 境機 づ構 く事  

定額  
境機 づ構  

厚生労働大臣が艶めた額とする。   く事  
り業  り業  

費   費   

児  旦 児宜育成事業推進等対策事業費   児童育成事業推進等対策事  児   定額  
童推  ★－1／   推  巣に必層々眉欄  
育進   育進  
成等  し厚生労働大臣が認めた頼  成等  

書対  
事対 集策 手  業∵策  

事  
業  葉  
費   費   

健  旦 健全育成推進事業費   健全育成推進事業に必要な  1／3  極  1／3  
全  経費  全  経費  
育  都道府県、指定都市、中核市1か所当  育  都道府県、指定都市、中検市1か所当  
成  旦1旦担」担旦巴  成  姻L些拉巴  
推事  推事  
進業  進業  
費  費  

4 民間児童館活動事雇欄   民間児童館活動事業に必要  1／3  5 民間児童館活動事業費   l／3  
てl）児童館   な経書（給料、職員手当、共  て1）児童館   な経書（給料、職員手当、共  

市  民間児童館活動事業実施要綱の3  市  民間児童館活動事業実施要綱の3  

町 村  
（1）～（4）に掲げる事業のうち2事業以  

町 村  
（1）－（4）に掲げる事業のうち2事業以  

上を実施  上を実施  
児   児  

1か所当たり年額  童  1か所当たり年額  
環  1，83し000円×か所数  環  1．831，000円×か所数  

境 づ  
（ただし、事業期間が6か月未満の小  

型児童暗にあっては、1か所当たり  境 づ  （ただし、事業期間が6か月未満の小 型児童館にあっては、1か所当たり  
く  915．000円とする）  く  915，000円とする）  
り  り  
基  基  
盤  民間児童館活動事業実施要綱の3  盤  民間児童館活動事業実施要綱の3  
整  （1）～（4）に掲げる事業のうち2事業以  整  （1）～（4）に掲げる事業のうち2事業以  
備  上を実施  備  上を実施  

1か所当たり年額  1か所当たり年頼  

事 菓 費  

3，016，000円×か所数  

事 業 費  

3，016，000円×か所数  
（ただし、事業期間が6か月未満の児  （ただし、事業期間が6か月末溝の児  

童センターにあっては、1か所当たり  童センターにあっては、1か所当たり  
1，508．000円とする）   1．508，000円とする）   



5 児童福祉施設併設型民間児童館事業費  ■児童福祉施設併設型民間児   

1か所当たり年額  童館事業に必要な経費  

笹未満の鱒童  
福祉施設併設型民間児童館にあっては、  
1か所当たり5．201．000円とする）  

市  
6 地域組織活動育成事業費   地域組織活働育成事業に必   

1か所当たり年額  要な経費  
町  189，000円×組織数  

7 児童ふれあい交流促進事業費   
村  

児童ふれあい交流促進事業  
1市町村当たり年額1，200，000円  に必要な経費  

8 地域子育て支援拠点事業費   地域子育て支援拠点事業に  
児  必要な経費   

ア基本分  

童  1か所当たり年板3，556，000円×か所数  

舜  （イ）5日型 1か所当たり 年額4，355，000円×か所数   
1／3  

境   （ウ〉6～7日型  
1か所当たり年額5，154，000円×か所数   

ノづ  
（7）出張ひろばの実施  

1か所当たり年甑1．343．000円×か所数  

く   （イ）地域の子育て力を高める取組の実施  

1か所当たり年額   

り  1事業実施の場合448．000円×か所数  
2事業実施の場合597．000円×か所数  
3事業実施の場合747．000円×か所数  

基  4事業実施の場合896，000円×か所数  

（2）センター型   
盤  ア5日型 1か所当た 

り年額三上三担互 

整  イ6～7日型 1か所当たり 
年額1旦旦岨担円×か所数   

備   ウ経過措置分（′ト規模型指定施設）  
（ア）基本分  

1か所当たり年額 2576000円   

事   （ただし、事業期間が6か月末満の  
施設にあっては、1，288．000円）  

（イ）保健相談等加算分   

業   
1か所当たり年額1，352．000円  
（週3回程度実施する場合に加算。  
ただし事業期間が6か月末満の   

費   
施設にあっては、676，000円）  

（3）児童館型  
ア基本分  

1か所当たり年額1．687，000円×か所数  

イ加算分  
地域の子育て力を高める敵組の実施  
1か所当たり年額448．000円×か所数   

6 児童福祉施設併設型民間児童館事業費  児童福祉施設併設型民間児   

1か所当たり年額  童館幸美に必要な経費  

未満の児童  
（た 福祉施設併設型民間児童館にあっては、  

1か所当たり5．130．000円とする）  
市  

7 地域組織活動育成事業費   地域組織活動育成事業に必  
1か所当たり年額  要な経費  

町  189，000円×組織数  

8 児童ふれあい交流促進事業費   
村  

児童ふれあい交流促進事業  
1市町村当たり年額1．200，000円  こ必要な経費  

9 地域子育て支援拠点事業費   地域子育て支援拠点事業に  
児  必要な経費   

ア基本分  
童  

1か所当たり年額3，556．000円×か所数  

環  （イ）5日型 1か所当たり 
年額4，355，000円×か所数   

1／3  

境  （ウ）6～7日型 1か所当たり 
年額5．154．000円×か所数   

づ  
（7）出張ひろばの実施  

1か所当たり年額1，343，000円×か所数  

（イ）地域の子育て力を高める取組の実施  
1か所当たり年額   

り  1事業実施の場合448，000円×か所数  
2事業実施の場合597，000円×か所数  
3事業実施の場合747．000円×か所赦  

基  4事業実施の場合896，000円×か所数  

（2）センター型   

盤  ア5日型 1か所当たり年析左製旦L旦些円×か所数   

整  イ6～7日型 1か所当たり 
年額ヱ上旦萱旦 

備  ウ経過拷眉分（小規模型指定施設） （ア）基本分  

1か所当たり年額2576000円   

事   （ただし、事業期間が6か月末浦の  
施設にあっては、1，288．000円）  

（イ）保健相談等加算分   

業   
1か所当たり年額l，352，000円  
（週3回程度実施する場合に加算。  
ただし事業期間が6か月末浦の   

費   
施設にあっては、676．000円）  

（3）児童館型  

ア基本分  
1か所当たり年斬1，687．000円×か所数  

イ加算分  
地域の子育て力を高める取組の実施  
1か所当たり年額448．000円×か所数  



改   正   案  現  行  

別紙様式1  別紙様式1  

現行のとおり（略）  （略）  

別紙様式2  別紙様式2  

現行のとおり（略）   （略）  

別表1  別表1   

平成年齢拍那くり墓地輌綿硯庫勅紳輔総紬  摘年度児1環欄づくり墓地佃書摘掴助桶t恥触  

区 分 画＝＝木憂国＝助 ■考  区 分 凹……本無筆国……  ■考  
。  千円  千円  

児暮…づくり＝…事＝  廿■胃暮吐ヰ≠Ⅳ暮霊■  

児量育成●集＝専対策事稟貴  
児霊…づくり＝…事▲t  

兄量★庇事1＝零…事1t  健全下弦穐逢事業t  
珊村児童オ墳づくり墓＝す事兼書  

健全書庇権道事稟t  
珊村児i環境づくリi盤＝事裏書  

l十  

訃  
（注）別表2の各批排された敷慮と付合すること・  

は）別如の細にた載された数饅と付合すること○  

別表2  別表2  

平成鞘児…づくり墓∬…事相即納金欄内Ⅲ  …づくり基盤…事纂脚納金榊醐  
1都道府れ分  ．  

…… 
‘薗 

（百j 

雪 
＝㌫と幕…岩深罵訪轟 鮨 

巴琴匡地且一塁琶 且 

舞  

三 …… 雷  
… 侶） 

眺・仙酬IIR  
′，＝■■■■∩  

■ 考  
円 



改  正  現  行  

21r書■川・中■粛升  t●■■十●■■■  

（1）l■■t▲■▲■■t錮■▲▲■  j■▲■■▲■H■▲■■  

…… ・ …＝ ‥．，毛 ‖，‥一，1≡Ⅳt†のヱの肝・，．t11－言■‥ 

12I■●●▲■▲▲■■  t●■■■■嘉t■  

…布も ‥．… 

’■ 

（3）1コ」■づくり■■t暮t■  13¶n■つくり●■■■■■  ■■ ■■■■  ■  ■  
…い－ ■●■■ ■t■■毛■升Ⅰ脆†t■rl入7のT；川，（lユl．；嘉■■Ⅶ㍗計等し！少帥 沌‡・‥・分1出，‖，t一円巾tの・（－1・－，汽；一言品畏完ニl－‖…■  

一さ≠ ‥   円  
…＝…‥  ………・  

／  

嶋…鵠■十＝＝  ／  
●…軋＝＝  ■   ／  

兜tふhあい文ヨ‖t」Jい■蠣  ／  
■■  

【1）ひろIf亡  

暮事檜  暮◆分  
】予1■■ 十■  ・ユーーF■ か層  
5P■  か稗  ‖∋■  か轟  
●－1ロー か朽  ・●－Tl】t か巾  
▲】■分  ♪■檜  

出■ひろばの事1 か撫  utひろばの轟■ ▲ヽ稗  
・■■の｝tて力士■力る■■の■■  ■■の子★て力t轟嶋■t■の轟■  

l●■■■ か轟  l■■■■ ト■  
●■ナ■t■書■■■   l暮■■■ l、▼  ■■千l「て一■1■暮■   1●■▼■ か轟  

l■■■■ ■■   1■■■■ ト■  
▲暮●暮■  か市  ●●暮嘉■  か■  

（2〉センナー■  ほ）センサー■  

I8t  も、精  
l■■  十■  

▼●一Tll■  か■  
・■■■■弁  
▲霊分  か巾  

州 ■■■■●■■★ 十■  
り什tt■■  ■■  

こ 

合鮒   

（1）ひちl∫亡             ・              ・    ・  



改  正  案  現  行  

】■■｛蝉  
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改  正  案  現  行  

別表3  

平戒 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書  

1都道府県分  

別表3  

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書  

1都道府県分  

′1）鳳立l層雲腫牛膝貴官主i－■  

盟正ま紘＿   旦基王佐   児玉岨ま  ∴i～：  」■圭  

赴且  

（削除）  

（ユ）児童環境づくり推進機‡萬事業費  

q〕事業実施主体の概要  
（呈）児壬環塊づくり推進機楕事業費   

①事井実施主体の概要  

法 人 の 名 称  設 立 年 月 日  

所    在    地  t 三吉 番 号   

設  置  日  的  

推進機ヰ雛の名 称  

け′ 組織図（運営協議会を含めたもの）  

組 ■ の 状 況  

し≧）職員配置   名（うち常勤  名）   

法 人 の 名 称  設立 年 月 日  

所    在    地  電話書号  

設  置  目  的  

推進機積の名称  

① 雑経国（運苦協機会を含めたもの）  

組 織 の 状 況  

②職員配置   名（うち常勤  名）   

②推進機欄欄欄の実施内容  ②推進機構事業の実施内容  

2，子育てや子育て支援に朋するネットワークの充実強化  

3，地域の子育て人割確保・養成に関する取組  

4．子育て環境づくりに賞する地域に美†lに応じた取集且  

区              分  事  業  実  施  内  容  1地域の子育て・子育ち力を高める気運づくリ  

2子育てや子育て支援に関するネットワークの充実眉化  

3．地域の子育て人材確保・養成に間する取相  

4手書て環境づくりに賀する地域に実情に応じた取組  区              分  事  業  案  施  内  容  1．地域の子育て・子音ち力を高める気運づくリ  
（注）参考となる資料があれば添付してください。  （注）参考となる資料があれば添付してください。   



改  正  案   現  行  

（呈）児童育成事業推進等対策事業費  （呈）児暮育成事業推進等対策車♯費  

事業実施内容  事業実施内容  

（注）参考となる資料があれば漬付してください。  （注）参考となる資料があれば添付してください。  

（呈）健全育成推進事業兼  
（旦）健全育成推進事美文  

区 分 研修等内容 や考  区 分 研修等内容 備考  

1娘墟姻血；1鎗1瓜重義会助l荘重壬  

1．地域子育て環境づくり支援事業  

乙児童ふれあい交流支援事業  
乙地域子育て環境づくり支援事業  

（注）区分欄は、実施する事案に○をしてください。  旦．児暮ふれあい交流支援事業  

（注）区分椰は、実施する事業に○をしてください．  



現  行  改  正  案  

2 指定都市・中核市分  

（1）児童育成事業推進等対策事業費  

（略）  

2 指定都市・中核市分  

（1）児童育成事業推進等対策事業費  

現行のとおり（略）  

（2）健全青成推進事業霊  

（2）健全育成推進事業暮  
区  分   研    捧    書    内    容   傭  書   

1鰻l▲錮l■■】島Ia】■食掛l虚▲壬  

乙地域子育て環境づくり支援事業  

呈，児土ふれあい交流支檀事業  

区  分   研    修    幕    内    容   骨  書   

ユ．地域子育て環境づくり支援事業  

呈．児土ふれあい交流支援事業  

（注）区分欄は、実施する事業に○をしてください。  

（注）区分櫓は、実施する■集に○をしてください．   





別表1   別表1   

平成  年度児童環境づくり基盤髭繍事業費田雑用助金収支精算額総括喪   平成  年度児量環境づくり基盤整備事業貴四年補助金収支精算額総括喪   

区   雪国…肋qj、ノ交付決定鼠②受入鼠、亨ノ苧遥一子（貪ヂ足苦  竹 考   区   分   ‡皿…勒耶〕交付決定犠受）受入…け㌍．£ヂ足貰  傭 雪   
千円  千円  干円  千円   千円  千円  

【■ ヰ 臨！甘 暮 ■   

干円  千円   
児量環墳づくり推進機檎●集賛  

児t書成事t推進等対策車義一   児暮環墳つくり推進■構事1†   

傭 全 書 成 推 進 事 t ■   児tl成事書推遺零封策事事±   

市町村児童環壌づくりよ盤整備●暮賛   健 全 書 成 推 進 事 t 霊   

汁   市町村児士環墳づくり暮♯曇★暮暮冗   

（注）別養2の各1に記載された敵傭と付合すること。   合 什  

（注）別表2の各喪に妃粧さ九た散Ⅷと付合すること。  

別表2   別表2  

平成 七度児蔓爛壌づくり基盤璧■事業t国庫I■軌主収支積1暮l内駅暮   

■■巾●■   平成 t才覚事鶴墳づくり基■■■■事■叫庫欄勤i叡支■T材内訳轟   

⊥・児蔓丑塊づくり推進書用事纂■   1●■■■十   

書   †11■廿l■●lT建一■l01暮●   

1址■i豊玉止血ll慧遥㌍† 相島喪忘二㌫  血  
巳 巴l 巴  且 8 日   

ヱ）兜隻句成事義絶遭■和讃●集暮   

声ItI璽■  くヱ〉 児t膚凛づくり鷹遭書神事■■   
書  

円 H 円  円  H   
事   

茸健全胃確椎遭雷集■   
（3）児暮▼慮事象椎暮雫対議事稟■  

…府れ毛～舞支出縞一澗付更そ完簡晋きF‥f巧言嶺→‥‥櫻澤施謂∵ 事謬…¶ ・由 凪 神助〟凰－の 内  

H  

・  
円  円  円  円  円   

‥ヰ 
円  円  円  円  門   

も 雷  

嶋増子育て痛憤づくり支Ⅷ事壬  円  
tふれよい婁烹壬雷■事1  円   

（畳）t全す虞托▲■1■  

…・亀…一≡呵発電アロい 一）＝ 事……嘲…円  
H 

雲  





現  行  改  正  

別表3 平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金に係る事業実施状況  

1都道府県分  

別表3  

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金に係る事業実施状況  

1都道府県分  

盟正三撞＿   遵羞ま住   重量且数   鰻重  

血且  

（削除）  

（呈）児童環境づくり推進機機雷集費   

①事業実施主体の楕屡  
（1）児1王I境づくり推進機構事業費  

①■集実儲主体の概要  

法 人 の 名 称  設立年 月 日  

所   在   地  tl蓋 暮 阜  

設  置  日  的  

推進機構の名称  

①絹繊図（運営協嬢会を含めたもの）  

組 織 の 状 況  

②職1配置名（うち♯勤名）   

法 人 の 名 称  設立年 月 日  

所    在    地  t 裏書 書 号  

設  置  目  的  

推進機積の名称  

任）組書図（運営協誰会を含めたもの）  

組 ■ の 状 況  

②職員配置名（うち♯勤名）   

②推進機情事葉の実施内容  
②推進機構事♯の実施内容  

区  分   事  事  実  施  内  容   
1．地域の子育て・子育ち力を高める気運づくり  

2．子育てや子育て支捜に関するネットワークの充実強化  

3一地域の子育て人材確保・土成に関する取鶴  

4．子書て環境づくりに資する地域に実情に応じた取組  

区  分   事  業  実  施  内  容   
1．地域の子育て・子育ち力を高める気運づくり  

2．子育てや子育て支援に関するネットワークの充実強化  

3，地域の子書て人材確保・暮成に関する取舶  

4．子育て環境づくりに資する地域に実情に応じた取組  

（注）●考となる資料があれば添付してください。   
（注）参考となる資料があれば添付してください。  



改  正  現  行  

（呈）児童育成事業推進等対策書手費  （呈）児童育成事業推進等対策事業費  

事業実施内容  事事実施内容  

（注）参考となる資料があれば添付してください。  （注）参考となる資料があれば添付してください。  

（呈）健全育成推進事業費  （皇）健全育成推進事案1  

区 分 研修等内容 備考  区 分 研修等内容 備考  

1蜘墟細縫連絡愉櫨舎助成重圭  

ユ．地域子育て環境づくり支援事業  

呈．児童ふれあい交流支援事案  2．地域子育て環境づくり支援事業  

3．児童ふれあい交流支援事業  
（注）区分欄は、実施する事業に○をしてください。  

（注）区分櫛は、実施する事業に○をしてください。  



現  行  改  正  案  

2 指定都市・中核市分  

（1）児童育成事業推進等対策事業費  

（略）  

2 指定都市・判亥市分  
（1）児童育成事業推進等対策事業費  

現行のとおり（略）  

（2）健全育成推進事業費  
（2）健全育成推進事業費  

区  分   研    修    等  内  容   備  考   

1仙土盛鯛】鐘連絡橋ま蓋舎肋I産毛董  

呈．地域子育て環境づくり支援事業  

呈．児童ふれあい交流支援事業  

区  分   研  修  等  内  容   備  考   

1．地域子育て環境づくり支援事業  

呈．児童ふれあい交流支援事業  

（注）区分欄は、実施する事業に○をしてください。  

（注）区分欄は、実施する事業に○をしてください。   






